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序 文

郡山遺跡は、文献史料に残らなかった遺跡であったため、発掘調査の積み重ねによりそ

の歴史的価値を高めてきた遺跡です。それは昭和 54年の宅地造成に伴う調査で、官衙（役

所）の存在を示す建物跡などの遺構が発見されたことに始まります。その後、昭和 55年か

ら継続的な調査を開始し、その成果により、東北の古代史を書き換えることになりました。

この遺跡は２つの時期の官衙（Ⅰ期官衙・Ⅱ期官衙）に分かれており、特に後半のⅡ期官

衙は、多賀城創建以前の陸奥国府であったことが解明されました。地方官衙としては、我

が国でも最古段階の重要な遺跡であることが明らかになったのです。

こうした調査成果を踏まえ、遺跡の中でも特に重要と判断した官衙中枢部について、次

世代に伝えるべき意義ある重要な遺跡であるという見地から、「史跡仙台郡山官衙遺跡群」

として平成 18年７月、国の史跡に指定されました。本市では平成 20(2008)年の「史跡仙台

郡山官衙遺跡群保存管理計画書」に基づき管理等を行ってまいりましたが、国の方針を踏

まえ、令和 6（2024）年 3月に史跡の保存と活用に関する基本的な方向性を示した「史跡仙

台郡山官衙遺跡群保存活用計画」を策定いたしました。

本計画では、「史跡仙台郡山官衙遺跡群保存活用計画」に基づき、「現代の都市と共存す

る古代国家の壮大な遺跡を市民の宝に」を基本理念とし、整備と保存・活用をより一層と

進め、理想とする史跡の実現に向けた具体的方針と方法を示しています。

本計画の策定にあっては、市民の皆様からのご意見や、郡山遺跡・陸奥国分寺跡等調査

指導委員会の各委員をはじめ、文化庁及び宮城県教育庁文化財課より多くのご指導・ご助

言をいただきました。この場を借りて深く感謝申し上げます。

本計画によって、「史跡仙台郡山官衙遺跡群」の価値をより多くの市民の皆様に知ってい

ただき、広く親しまれる史跡となる一助となれば幸いです。

令和８年３月

仙台市教育委員会

教育長天野 元



例言

１．本計画は、宮城県仙台市太白区に所在する、国指定史跡仙台郡山官衙遺跡群の整備基本計画に

係るものである。

２．本史跡の名称は、『仙台郡山官衙遺跡群 郡山官衙遺跡郡山廃寺跡（せんだいこおりやまかん

がいせきぐんこおりやまかんがいせき こおりやまはいじあと）』であるが、本文中においては、

「仙台郡山官衙遺跡群」と略して記載している。

３．史跡地は郡山遺跡の全域ではなく部分的に指定したものであるため、遺跡全体の範囲や規模、

過去の調査履歴等について記述する際には「郡山遺跡」の名称を随時使用している。

４．本計画は、郡山遺跡・陸奥国分寺跡等調査指導委員会を中心に、文化庁及び宮城県教育庁文化

財課の指導・助言のもと、仙台市教育委員会が作成した。

５．本計画は、原案を仙台市教育委員会が立案し、それに基づき郡山遺跡・陸奥国分寺跡等調査指

導委員会において検討を加え作成した。

６．本計画全体の編集については、仙台市教育委員会生涯学習部文化財課が当たった。

７．遺構の略称は次のとおりで、遺構番号は郡山遺跡全体の通し№である。

ＳＡ：柱列などの塀跡 ＳＢ：建物跡ＳＤ：溝跡 ＳＩ：竪穴住居跡、竪穴建物跡

ＳＸ：その他の遺構

保存活用計画 整備基本計画 基本設計・実施設計
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第１章 計画策定の経緯と目的

１ 計画策定の経緯

郡山遺跡は、仙台市太白区郡山二丁目、三丁目、五丁目、六丁目に広がる住宅地の中にある遺

跡です。昭和 50 年代中頃までは農地が広がり大規模開発が行われなかった地区だったこともあ

り、遺構が比較的良好に保存されていましたが、近年では遺跡西側の隣接地での開発が急激に進

んでおり、平成 19(2007)年には「あすと長町」の街びらきが行われ、あすと長町大通り線と長町

八木山線の一部で供用が開始されました。平成 25(2013)年に「仙台市あすと長町土地区画整理事

業」が完了してからは、仙台市立病院の移転や大型商業施設の開店など、仙台市の広域拠点とし

て施設の集積が進むとともに、転入人口の増加や地域住民の世代交代が急速に進行しています。

その間、郡山遺跡では、平成 18(2006)年 7月、律令国家成立期における東北地方の政治・軍事

の拠点の様相を知るうえで貴重な遺跡としてその一部が国の史跡として指定を受けており、平成

20(2008)年 3 月には「史跡仙台郡山官衙遺跡群保存管理計画書」を策定しました。また平成 30

（2018）年に文化財保護法が改正され、文化財を活用しながら適切に保存する新たな方向性が示

されるとともに、保存活用計画の文化庁長官による認定が制度化され「地域社会総がかりによる

文化財の次世代への継承に向けた取組の促進」が打ち出されました。

こうした状況の中で、郡山遺跡の本質的な価値を確認し、現状の課題を踏まえて、史跡の望ま

しい将来像を描き出し、その実現に向けた基本方針を明示するために令和 6（2024）年 3月に「史

跡仙台郡山官衙遺跡群保存活用計画」（以下、「保存活用計画」とする）を策定し、「保存活用計

画」で示した方針に基づき、郡山遺跡の整備および活用の促進を図るため、今回「史跡仙台郡山

官衙遺跡群整備基本計画」（以下、「本計画」とする。）を策定することになりました。

２ 計画の目的

本計画は、「保存活用計画」による、基本理念「現代の都市と共存する古代国家の壮大な遺跡を

市民の宝に」に基づき、仙台郡山官衙遺跡群の本質的価値を顕在化し、理想とする郡山遺跡の姿

を実現するための整備の具体的な方針や方法を明示することを目的とします。

仙台市では「仙台市基本計画 2021－2030」（令和 3年 3月策定）において、「挑戦を続ける、新

たな杜の都へ～ “The Greenest City” SENDAI～」をこれからのまちづくりの方向性として掲

げ、この理念を具体化する目指す都市の姿として、「杜の恵みと共に暮らすまちへ」、「多様性が社

会を動かす共生のまちへ」、「学びと実践の機会があふれるまちへ」、「創造性と可能性が開くまち

へ」の４つを定めています。

地域住民をはじめ、仙台市民にとって郷土の誇りとして広く親しまれている歴史資産を通して、

仙台市が目指す都市の姿である「学びと実践の機会があふれるまち」や「杜の恵みと共に暮らす

まち」が実現するような整備を目指すための計画とします。

併せて、「仙台・東北に世界中から人を呼び込む」ことができるように、本史跡の魅力が世界に

発信されるような整備の方法を示すための計画とし、郡山遺跡が本市の都市個性を象徴する場所

として、都市化する史跡地周辺の地域と調和した歴史を感じ、来訪者が学びを楽しむことのでき

る環境を実現し、「新たな杜の都」のまちづくりに資することを目指します。
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３ 整備基本計画策定事業実施体制及び活動報告

本計画の策定にあたり、学識経験者等で構成される「郡山遺跡・陸奥国分寺跡等調査指導委員

会」に諮り検討を行いました。

(1) 郡山遺跡・陸奥国分寺跡等調査指導委員会 委員等名簿(令和８年３月現在・敬称略) 

役職名 氏名 分 野 現     職

委 員 長 永田 英明
日本古代史 東北学院大学文学部歴史学科 教授

副委員長 渡部 育子
日本古代史 秋田大学 名誉教授

委員 荒木 志伸
歴史考古学 山形大学学士課程基盤教育院 教授

委員 伊藤 恵子
学校教育 仙台市教育局学校教育部学びの連携推進室

主任兼学力向上サポーター（社会科）

委員 北野 博司
考古学 東北芸術工科大学文化財保存修復研究セン

ター 教授・センター長

委員 黒田 乃生
造園学 筑波大学 芸術系 教授

委員 菅原 玲
地域連携

（まちづくり）

石巻専修大学 大学開放センター長・経営学

部経営学科 講師

委員 松 公男
地域代表 郡山地区連合町内会 顧問

委員 三上 喜孝
日本古代史 国立歴史民俗博物館 教授

委員 吉田 歓
日本古代史 山形県立米沢女子短期大学 教授

助 言 者 岩井 浩介 文化庁文化資源活用課整備部門 調査官

助 言 者 千葉 直樹

大沼 柊平
宮城県教育庁文化財課 保存活用班

(2) 委員会活動状況

回 数 開 催 日 内      容

第 1回 令和 6年 7月 18 日（木） ①整備基本計画 方向性についての確認

第 2回 令和 6年 11 月 25日（月） ①整備基本計画（素案）第１章～第５章の検討

第 3回 令和 7年 3月 17 日（月）
①前回の委員会を受けての修正案について

②整備基本計画（素案）第６章～第７章の検討

第４回 令和 7年 7月 31 日（木） 整備基本計画（素案）について

第５回 令和 7年 9月 22 日（月） 整備基本計画（素案）について※書面開催
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第６回 令和 7年 10 月 24日（金） 整備基本計画（中間案）について

第７回 令和 8年１月 20 日（火） 整備基本計画（最終案）について

(3) 地域住民の意見の聴取

本計画において住民意見を聴取することを目的として、パブリックコメントとは別に計画対

象地で活動する住民と意見交換を行うとともに、八本松市民センターまつり（令和 7（2025）

年 11 月 2日）、郡山コミュニティ・センターまつり（令和 7(2025)年 11月 9日）へ出展し説明

を行いました。

① 地域住民及び地域で活動する歴史研究会

参加者：郡山地区連合町内会役員

八本松・郡山地域研究会

日時：令和 7（2025）年 7月 2日

主な意見：  

・地域への情報発信や説明を強化して欲しい。

・公有化を含めた整備の全体の計画（どこの地域

をいつ頃までに公有化・整備するのか）につい

て示して欲しい。

・地域の歴史を伝える担い手の育成が難しい。

地域の人に興味を持ってもらうため、情報提供を積極的にお願いしたい。

・現地にある説明板(13箇所)が広範囲に点在しているため、高齢者や雨天の時は回り切

れない。

・史跡来訪者のための便益施設（駐車場、トイレ、ガイダンス施設）がなく、見学者から

不便だとの声が挙がっている。

・小学生や歴史に詳しくない人にも伝わるようなマップやパンフレットがあると良い。

② 現役・子育て世代

参加者：東長町小学校 PTA役員  

日時：令和 7（2025）年 7月 16日

主な意見：

・憩いの場や遊びの場にしていきたいと聞けて、この地区に史跡があるということは地域

の財産だと思った。こどもたちの誇りの持てるふるさとになってもらいたい。

・せっかく学校も近いし、この地域もイベントが色々多いので、活用できる場所になれば、

学校の負担も減るのではないかと思う。

・自分は地域のこどもの居場所・遊び場づくりの市民活動を（PTAとは別に）あすと長町

で行っているが、郡山の史跡地もいい場所だと考えていた。

・こどもたちが遊べる場所を作ってもらいたい。中学生があすと長町中央公園のバスケッ

トコートでバスケやサッカーの練習をしているが、ここでできれば、中学生はわざわざ

中央公園まで行く必要はなく、中央公園の方では小さなこどもが安全に遊べる。

・郡山中学校は校庭もあまり広くなく、部活するスペースがない。史跡地に部活（運動）

ができるスペースがあるとありがたい。

意見交換会の様子
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・地域で畑をやっている方もいるので、そこで採れた野菜を売るなどマルシェができると

良い。おしゃれ。話題性もできる。古代野菜とか。

・郡山に引っ越してきて、「遺跡があるんだ」と思ったが、アピール感がない。

   ・犬を飼っている家も多いので、ドッグランなど一緒に遊べるような場所があるといい。

・災害時に学校に避難所が設置されると、こどもたちの居場所や遊ぶスペースがなくなる。

そのような時に史跡地はこどもの遊び場として大丈夫というような役割があると良い。

(4)パブリックコメントの実施

令和 7（2025）年 11月 25日～12 月 24日(30 日間)に中間案のパブリックコメントを実施し

ました。

①周知方法

・市政だより、仙台市ホームページに掲載。

・市政情報センター、区役所・総合支所、仙台市博物館、地底の森ミュージアム、歴史民

俗資料館、陸奥国分寺・国分尼寺跡ガイダンス施設等にて配布・閲覧。

②意見聴取方法

     電子申請フォーム、郵送、ファックスまたは電子メールによる提出

③意見提出 者数及び意見の件数

・意見提出者数 10人（0団体）

・意見の件数 38件

④意見の内容

意見の概要とその対応については、仙台市ホームページで公開。

４ 関連する計画

(1)本市上位計画

①「仙台市基本計画 2021－2030」（令和 3年 3月策定）

本市は、「挑戦を続ける、新たな杜の都へ～“ The Greenest City” SENDAI～」をまちづく

りの理念とし、それを具現化する 4つの目指す都市の姿の一つとして「学びと実践の機会があ

ふれるまち」を掲げています。

その実現に向けた諸施策の中で、本史跡をはじめとする「貴重な文化財の保全と活用を進め

るとともに、地域の歴史資産への関心を高める取り組みを進めます。」として、「学びを楽しむ

環境をつくる」ことを目指しており、本史跡もこの施策の一つに位置付けられます。

また目指す都市の姿のうち「杜の恵みと共に暮らすまちへ」では、「仙台平野の原風景である

居久根やランドマークとなる名木・古木など、みどりの歴史を継承し、活かす取り組みを進め

ます。」として、「歴史と趣を感じる景観をつくる」ことを目指しており、本史跡においても史

跡中心部にあるケヤキを活かした整備が求められます。

太白区の地域づくりの方向性としては、（３）豊かな地域資源を活かした賑わいと潤いのある

まちとして、郡山遺跡や富沢遺跡に代表される歴史資産や秋保の田植踊などの民俗芸能とい

った豊かな地域資源を守り、磨き上げながら、その魅力を区ごとの地域づくりの方向性実感で

きるよう、学び、感じ、伝える機会や場を創出し、賑わいと潤いのあるまちづくりを推進する

としています。
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②「仙台市教育基本構想 2021」（令和 3年 3月策定）

本市は、前掲の「仙台市基本計画」の理念を共有しつつ、「人がまちをつくり、まちが人を育

む学びの循環のもと、たくましく、しなやかに自立する人を育てます」を教育における基本理

念として掲げています。この実現に向けた 6 つの基本方針のうち、「基本方針Ⅴ 学びでつな

がり、郷土を愛し絆を深める地域づくり」で「Ⅴ-4 豊かな歴史・文化を活用した学びの機会

づくり」が位置付けられており、具体的には「歴史・文化資源の発掘・調査・保全を進めると

ともに、それらを有効に活用し、市民や仙台を訪れた人が歴史に親しみ、より一層学び、楽し

める機会を創出」することを取組方針として示しています。

(2)本市の他の計画等との関連

①「仙台市みどりの基本計画 2021-2030」（令和 3年 6月策定）

「基本方針 3 みどりを誇りとするまち」の施策の柱の一つとして「⑧歴史と文化の香るみ

どりを守り、継承する」ことが掲げられており、その中の施策の一つとして「郡山遺跡整備事

業」が位置付けられ、歴史・文化と調和するみどりの創出・充実のため、郡山遺跡整備に取り

組むこととしています。

②仙台市都市計画マスタープラン（令和 3年 3月策定）

「基本方針 4：杜の都の継承と安全・安心な都市環境の充実」に対して、各部門別の方針の

一つとして「みどりと水による潤いのある都市空間の形成」や「歴史や文化・伝統などを生か

した景観の形成」などが挙げられており、史跡地内に所在する居久根(いぐね)との関連から、

本史跡の整備もこの方向性に則って行う必要があります。また、「都市施設などの防災・減災機

能の強化」や「防犯に配慮した都市の構築」などの部門別の方針も挙げられており、史跡地内

のオープンスペースの整備についてはこの方向性に則って行う必要があります。

③仙台市「杜の都」景観計画（平成 21年 3月策定、平成 25年 6月・令和 4年 6月変更）

景観計画では市内全域を景観特性に応じた８つのゾーンに区分しており、本計画の対象範囲

（郡山遺跡周辺）は「商業業務地ゾーン」、「沿線市街地ゾーン」、「郊外住宅地ゾーン」に該当

しています。

また、良好な景観形成を図るためゾーンに応じた建築物等の制限（形態・意匠、高さ、色彩、

緑化）が定められています。

④地下鉄沿線まちづくりの推進プラン（令和 4年 3月策定）

方針 1『「安全安心で誰もが快適に暮らしやすいまち」の創造』のうち、方向性③「暮らしの

質を高める美しい街並み景観の形成」において、「・・・農村の原風景ともいえる居久根など、

これら沿線の美しい地域景観資源の保全を図ります。」とあり、本史跡中心部にあるケヤキもこ

の施策の一つとして位置付けられます。

また方針 3『「多種多様な資源を体験できる魅力的で楽しいまち」の創造』のうち、方向性⑨

「沿線の多様な資源に触れることができる空間の形成」において、「市内外から多くの人が訪

れ、本市の新たな魅力や交流が生み出されるような、多様な機能・価値を持った開かれた空間

の整備等を推進します。」としており、本史跡においてもこの方向性を活かした整備が求められ

ます。
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⑤仙台市バリアフリー基本構想（令和 3年 3月策定）

基本理念である「すべての市民がともに生きる 共生の理念のもと、 誰もが互いに理解し

共に支え合う環境づくりと バリアフリーによる移動等 の円滑化を図り、「多様性が社会を動

かす共生のまち」仙台を創出する」ための基本方針として、「全体像：社会参加・自己実現の支

援」、「ソフト：市民の支え合い、心のバリアフリー」、「ハード：魅力的で安心・安全な機能集

約型都市づくり」、「実施体制：市民力の発揮、市民・事業者・行政の協働」が示されています。

全体像で示すように、ユニバーサルデザインの考え方を導入しながら、利用しやすく安心・安

全なバリアフリー空間を整備することにより、誰もが心豊かに暮らし続けることができる都市

「多様性が社会を動かす共生のまち」を目指した整備が求められます。

⑥「仙台市ダイバーシティ推進指針」（令和 7年 3月策定）

本市は、市民と行政の連携のもと、多文化共生やバリアフリー、防災・減災の取り組みなど

様々な分野において、多様性を尊重した共生のまちづくりを進めてきたまちです。さまざまな

「ちがい」を受容してきた歴史や文化などをさらに発展させながら、年齢や性別、国籍、障害

の有無などに関わらず、誰もが安全・安心に暮らし、自分らしく活躍できるまちづくりを進め

ています。推進指針では、誰もが不利益を受けたり排除されたりすることがない社会を目指す

ことを基盤に位置づけており、本基本計画においても、多様性に配慮した取り組みを推進して

いきます。

(3)史跡郡山官衙遺跡群保存活用計画（令和 6年 3月策定）

保存活用計画では保存・管理、活用、

整備、運営・体制整備の 4 項目につい

て基本方針を定めています。

保存・管理の基本方針では発掘調査に

基づく保存・管理を行うこと、市民の理

解と協力を得ること、引き続き史跡化・

公有化を実施することを示しています。

活用の基本方針では発掘調査に基づ

き活用すること、多方面と連携し、多

様な情報発信を行うこと、多様な視点

（学びの場・親しむ場・楽しむ場）から

活用を行う事を示しています。

整備の基本方針では市民生活と調和

を図りながら、コスト意識に留意して

進めること、史跡の壮大さ・本質的

価値・歴史を体感できるような整備

を行うこと、教育や学習の場、市民の憩いの場、文化・観光・防災に資する場とするとともに、

多様な人が快適に見学できるような整備を行うことを示しています。

運営・体制整備の基本方針については市関連部局・関連教育機関・専門機関等と連携した運

営を行うこと、市民の理解と協力を得られるような関係を構築すること。持続可能な体制を

整備することを示しています。

主な関連計画との関係
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(4)SDGsとの৘Ǆり

SDGs（ಏ໗ईႷな्発目ᅮ）17 のǟール（目ᅮ）のうƖ、11

「ഉみ໗けられるまƖƚくりを」のǪーǝǮトに、11-4「ฌैの

ᇌ化遺ౌਸびಛ๹遺ౌの保୦・保全のဖ፛を੫化する。」がࡔ置

ƚけられていることƀら、SDGs ༥成ƭの஭ଝを目指していきま

す。

(5)्発計画

ၟになし

(6)਺඗ଡᇌ化ఖ保存活用大஡

ᇓ成 30（2018）年 6ଈのᇌ化ఖ保୦法ू正を೥けて、਺඗ଡが実施するᇌ化ఖにƀƀる事業

とその目ᅮを再整理し体૩化することなどを目的として、令和 3（2021）年 3ଈにဴड़大஡が

ప定されました。そのཨで、ᇌ化ఖの保存・活用を෮進するための౽࿾として 4 つの基本ሑ

෕が示されています。そのうƖ、ሑ෕１ではȇȔンǱǎǍや市民ཆ体などとのูઇ的なᎌૢ

体ฑの構ཝの必要ต、ሑ෕ 3 では地ࡰのೂव活၌や学஑ੱࡱのཨに࡝෨的にᇌ化ఖをࡔ置ᆋ

けಏ໗ईႷな保存・活用を行っていくことなどが示されています。

Ĭ 計画の構成と内容

本計画は史跡๏༊૎౅঱ᶟ遺跡ૌの史跡整備の基本ሑ෕を示すものです。

第１章で計画ప定の目的を明॰にし、第 2章で史跡周辺のॗ要Ⴞ࠶のため、計画地の現状の整

理、第 3章では遺跡を含めた各೟ྔ௮ଅऐと史跡の指定状況をまとめた上で、史跡の本質的価値

を示します。第 4章では整備に৘Ǆっての現状と課題を整理し、第 5章で基本理Ⴊと整備ሑ෕を

示します。第 6 章では各ஶ目についての現状と課題についての具体的な整備ሑ෕を明らƀにし、

第 7章ではௗଢ଼ 8年間でዓ๐的に実施する事業計画についてのスケジュールを記します。

６ 計画の期間

本計画は「保存活用計画」に基ƚき令和 25年度までの 18年間を対象期間とし、この期間にお

ける整備目ᅮをప定するものです。なお、令和 8 年度ƀら令和 15 年度の 8 年間に、ዓ๐的に実

施する整備内容については第 7章の事業計画で示します。

令和 16 年度以வの事業計画については、ྔ௮ଞ੄の進展や整備の進ྜྷ状況やೂव状況を踏ま

えて、計画期間のଢ଼期に検討することとします。

７ 計画の対象ᄧࡗ

本計画では史跡๏༊૎౅঱ᶟ遺跡ૌおよび、૎౅遺跡のቖໆᇌ化ఖህໆ地ᄧࡗを対象としま

す。

ଵ状のౝ฿དਸֲ、ྩइ౪࿊範囲はҧ期঱ᶟをৰമに็࿊֔׋ていֽ֘Փそのࡴ方֦、ֽ֦֒׋のᄇ઻

ྔ௮にׇ׉௻ഷに່׋׈た঱ᶟ（Ҧ期঱ᶟ）やҧ期঱ᶟࡰ֋、ౝ฿։ֲׇ൙጖ౝ฿をኬ౪֘範囲の໊॒（࡬

฿範囲）ֽ֦ஃ֋֢てい֧֒׊֋ᇀ֊֢て֌ֽ֖たՓౝ฿དׇ׉ஃい範囲֋ဴಐのዂ所֧֖ての৿Ⴗをऐた



1-8 

しており、そのような広大な空間にかつての官衙が存在していたことを体感できるような整備を目指し、遺跡

範囲までを含めた範囲を本計画の対象範囲とします。

具体的には史跡地内における遺構表示等現地の整備内容に限らず、埋蔵文化財包蔵地範囲に

所在する郡山中学校や東長町小学校をはじめとした周辺の教育施設との関わりや、周辺から史

跡地内へのアクセス方法、既存の遺跡説明板、郡山中学校に所在する遺構表現を含めた望まし

い関係について示します。また、本計画は事業進捗や社会状況の変化に応じて適宜見直すもの

とします。

計画の対象範囲
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第２章 計画地の現状

１ ಛ๹的環境

置とጵ地ࡔ (1)

๏༊市は਺඗ଡのཨ࣡にࡔ置しています。市ࡰはဪฦ 50,579 Ӄ、ႊሾ 31,204 Ӄとဪฦにྙ

く、面ูは 786.35k ㎡です。๏༊૎౅঱ᶟ遺跡ૌがある໤წતは市のႊ部にࡔ置し、ဪは໤ᇓ

ዼ、ฦは౅૛ଡ境とไし、ሾはᆏ༭市、໣र඗市等、ฦは౅૛ଡ、ႊは኎೘市等にไしていま

す。

૎౅遺跡は๏༊市のཨ඾市ज़地ƀらဪႊዃ 5 Ӄの๏

༊ᇓኾをဪጺする኎೘๖とその౫ጺであるஃญ๖とに

ੰまれた、૎౅࿃地のཨ࣡ややဪ৳りのᅮஸ 8～11m の

ಛ๹࿉ሻとଢ଼გಮ地上にጵ地しています。

૎౅の地にଽ代ጲ࣢ேのዂ所・寺院跡である本史跡

がጵ地する理ዡとしては、Ғ኎೘๖とஃญ๖が本史跡

ƀらႊဪƭ 1.5 Ӄで஽ጺし、この஽ጺ࿾ƀら኎೘๖の

ओ୵までが 6 Ӄとઝく、໤ᇓዼのॆ上୪通やओ๖୪通

上、利ᇬตのஸいࡔ置であること、ғဪሾ地ሑのሾと

ႊをつなƅ๏༊ᇓኾのưƱཨ࣡にࡔ置するとともに、

๏༊Ꮋのॆয়๦ƀら࢏࣢౅૩までの最༽੕ጱȔイン上

にあり、኎೘๖をຒってၙをࣁえ、౅૛ଡの内ጲ部（最

上・置಄地ሑ）ƭもࡤ၌しやすいࡔ置にあること、Ҕ኎

೘๖・ஃญ๖はঋ෯期に૎౅ᆋઝにおいてညᇶでのဍ

ओがईႷであったとみられ、周辺にଽ代の঱ၗである

「ဪ౅ၗ」も通っていたと෮໐されるなど、ଽ代のጲ

上୪通においてもഓ要なࡔ置とணえられること、など

がੑげられます。

๏༊ᇓኾのஃƁƿ

（๏༊౦史ၟᇠᇨ 1 ಛ๹ ƽƿࢂ用dࡴᆪइᅤ）

૎౅࡬跡೮ᇩƀƾ໤ᇓዼǇሰƵ（൨和 62 年వࢬ）（ฦƀƾవࢬ）

g๏༊૎౅঱ᶟ࡬跡ૌのࡔམ

至 山形

至 多賀城跡

北東北

至 南東北

関東
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仙台郡山官衙遺跡群の位置
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(2)気象

郡山遺跡の位置する仙台市南部の気候は、太平洋に面した海洋性気候のため、寒暖の差が少

なく、冬は奥羽山脈からの乾いた北西の風のために、積雪も少ない特徴があります。過去 10年

間（2014～2023年）の記録では、年平均気温が 13.8℃（最高 37.3℃、最低－7.6℃）、平均年間

合計降水量は 1,217.3㎜となっています。また、同期間において、「激しい雨」とされる 1時間

当たり降水量が 30㎜以上観測された日は 10日観測されています。（参考：気象庁ホームページ

「過去の気象データ」―「仙台」―「月平均気温」・「月最高気温」・「月最低気温」・「降水量の月

合計」・「1時間降水量の日最大」―「2015年１月～2024年 12月」）

大雨時の指定地周辺の状況としては、遺跡南西部で平成 13年度から令和 5年度にかけて床下

浸水や道路冠水が発生しており、仙台市内水浸水想定区域図をみると、過去 50年間における市

内で最大級の大雨が区域全体に降った場合、周辺宅地からの流入先となり、史跡地南側は 20～

45 ㎝の浸水地になると想定されています。また、大雨によって河川などが氾濫した場合の洪水

せんだいくらしのマップ“浸水履歴”に計画対象範囲を表示

せんだいくらしのマップ“内水ハザードマップ”に計画対象範囲を表示
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ǺǡーǴȉǮȂをみると、遺跡地内の大ᄖがধ෯する場஽もあるとມ定されています。（参ணg

๏༊市Ȇーȋȅージ「ƐǈƕいくらしのȉǮȂ」}「ළ෯ጨ፾」・「内෯ǺǡーǴȉǮȂ」・「க෯

ǺǡーǴȉǮȂ」）

(3)地૛・地質

๏༊市は市ࡰのሾ༾ƀらฦ༾にƀけて、ဪሾ

地ሑの฼ፎとସǄれる࢏࣢౅ቾがຼり、市ࡰの最

ஸ地࿾を一ॳにもつ๫૛౅（ᅮஸ 1,500m）をはじ

め、ᅮஸ 1,000m ੇの౅ᇖみがᎌなっています。

そのဪには、ஃい਴ፙ地が໗き、その間をಧሾဂ

๖、ஃญ๖、኎೘๖がဪጺして໤ᇓዼに཯ƃ、こ

れら 3 ओ๖の໳ูによって૛成されたᇓኾが਴

ፙ地のဪ໊にஃがっています。ཨጺࡰにはओয়༊

地や段਴が発༥し、これらと਴ፙ地の一部は主と

して市ज़地、ฦ部の౅地と਴ፙ地は౅፟、ဪ部の

࿃地は主にႺ஢地となっています。

૎౅遺跡は๏༊市のཨ඾市ज़地ƀらဪႊዃ 5

Ӄの๏༊ᇓኾをဪጺする኎೘๖とその౫ጺであ

るஃญ๖とにੰまれた、૎౅࿃地のཨ࣡ややဪ৳

りのᅮஸ 8～11mのಛ๹࿉ሻとଢ଼გಮ地上にጵ地しています。遺跡内には෾ඞの੊ओၗが॰Ⴁさ

れており、ཨでも遺跡ႊ໊にႚりこǈƕ੊ओၗは顕ེであり、現状でも 1～1.5Ťのᄾஸ௭がႡ

められます。また、発઻ྔ௮によって遺跡ሾฦ部にもଽ代にຒるओ๖跡が発見されています。

ƐǈƕいƄƾƌのȉǮȂ�க෯ǺǡーǴȉǮȂ�に૱ब໴ඉᄧࡗǇᅳಘ

๏༊౦ſƽƨ೮ᇩདࡰのད૛તᇀ図

（๏༊౦史ၟᇠᇨ 1 ಛ๹ ƽƿࢂ用dࡴᆪइᅤ）
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（4)植ภ

史跡指定ᄧࡗはưとǈどが఺ຶ地となっています。また計画対象地周辺は༔地化が進ǈでお

り、๏༊市ಛ๹環境基ຉྔ௮に基ƚく植ภ෨によると、その໣くが市ज़地で、一部、ᄂ地によ

る఺ຶ地がႡめられます（参ணg๏༊市Ȇーȋȅージ「ƐǈƕいくらしのȉǮȂ」}「植ภ෨」）。

そのため上記植ภ෨には表れていまƐǈが史跡地内に所在する੍ਵ௠(いƅƢ ࣴ敷፟)が周

辺一໷における਌ഓな植ภとなっています。੍ਵ௠はሾ～ဪに「(ƀƃ)状に植えられたケȏǘ

ƀらなり、その໢にǯǻǘ等も௢ภしています。੍ਵ௠に৘しては史跡周辺の፾史的ᇥ๱を構

成する要ຍである一ሑで、手つƀずのまま੎ኪ化している現状もあります。

૱ब໴ඉད೮ᇩのᅑད૛਍ᆰ

（�ಛᇀƜఢǀනᇠᅮஸ図�（ேဘདጫࢇ）Ɯᅮஸ図Ǉఢถの上b૱ब໴ඉᄧࡗǇᅳಘ）

ƐǈƕいƄƾƌのȉǮȂ�ඬภ図�に੍ਵ௠ᄧࡗǇइᅤの上b૱ब໴ඉᄧࡗǇᅳಘ
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（5)૤৑

൨和 50 年代ཨ௖までྙྎࢾဪ໊はႺ地の໣い地તƕったこ

ともあり、૎౅遺跡ƀら 8.25Ӄฦሑにある໤წ౅（ᅮஸ 320.61

Ť）をሰƵことができました。঱ᶟが່ࢪされたဴ時も໤წ౅

を見ることができたとມ定され、঱ᶟにおいて行Ǆれたਕಠ等

との৘ᎌも෮໐されています。しƀし、ઝ年は፥ไするあすと

ྙྎ地તにおけるஸພଔཝᆾのໃ加にᄔい、史跡地と໤წ౅の

間をೇཉしている状況です。また、遺跡内ƀら໤წ౅が見える

地࿾は市ၗ上ƀらなどに଺られ、安全上の課題があります。

２ ፾史的環境

(1) ૎౅遺跡周辺の፾史的ᇥ๱

�੊石৯時代�

૎౅遺跡では၍時期の௣跡は॰ႡされていまƐǈが、૎౅࿃地のଢ଼გಮ地上にあるᆏ༘遺跡ƀ

らは、औをᇆいた跡とその周りƀら 100࿾以上の石৯がഞဘしています。ဴ時の環境をᆲଭでき

る೩ኪやጃ、௟཰、၌ᆾのᇉなども発見され、2ቮ年๶の๏༊のዻ౤を࿿えています。

跡ၾƀƾ໤წ౅ǇሰƵ࡬

（ᇓถഷƶ௖వࢬ）

૱ब໴ඉད೮ᇩにſけǀྏሰ࿾

ᇓถ 28 年ೲฝ ဒ౦૱ब基቎図Ǉइ୿
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�ႈᇌ時代�

ႈᇌ時代のଢ଼期になるとࣱู地に遺跡がആཨするዻະがみられ、૎౅遺跡で

も明॰な遺構は॰ႡされていまƐǈが、঱ᶟの下ພƀらႈᇌ時代ଢ଼期ଢ଼ᄖのဘ

৯や、ႈᇌ時代ᄭ期のဘ৯ᇦがഞဘしており、ःらƀの活၌が行Ǆれていたと

ணえられます。

�኿ภ時代�

኿ภ時代๶期ഷ၈のဘ৯ᇦやཨ期ཨ௖以๶の෯ဂ跡が見つƀっており、

፥ไするฦ༊ᄂ遺跡ƀらもཨ期ཨ௖の஽ǄƐ୵ဘ৯ঽとみられるဘ৯や、

෗௒をᄔうဘᖝᇼが見つƀっています。また、ᆏ༘遺跡では኿ภ時代ཨ～

ଢ଼期の大規ኟな෯ဂ跡が見つƀるなど、૎౅࿃地はภౌࡰやᇼࡰとしての

利用が࢔えます。

�ଽᇃ時代�

ଽᇃの周溝とみられる溝跡が見つƀっていますが、ඈ఍は不明です。周辺

ではଽᇃ時代ཨ期ଢ଼ᄖƀらଢ଼期にƀけて൚規ኟなࣅᇃや๶ሑଢ଼ࣅᇃƀらな

る大ኾဂଽᇃૌが኎೘๖のሾয়に່ࢪされます。また૎౅遺跡ƀらሾฦƭ

ዃ 1.5 Ӄの向౅地તでは਴ፙೀ面にࣧ଄ᇼૌがつくられ、ၼፕ時代まで継

໗するࣧ଄ᇼもあります。

�ᅌྛ・ၼፕ時代�

૎౅遺跡や፥ไするྙྎࢾဪ・ฦ༊ᄂ遺跡では、Ҧ期঱ᶟが່ࢪされる๶ƀら༪଄ഉ੍が່ら

れ、৘ဪ地ሑのၟ྇をಏつဘ౧৯がഞဘしています。Ҧ期঱ᶟの່ࢪに๐ጵƖ、৘ဪ地ሑƀらの

ഉがあったものとணえられます。7ฌਈཨƉǂ～末ጃにはҦ期঱ᶟ、7ฌਈ末ጃ～8ฌਈᄖƥ௖ࡤ

にはҧ期঱ᶟが৿Ⴗしていましたが、໣र඗のຕଔやே分寺・ே分႐寺のଔጵのཨで঱ᶟは順次

৿Ⴗを終えたとணえられます。

なお、8 ฌਈにはഞ来上がっていたとみられるဪ౅ၗ(ቴ発見)は、኎೘๖・ஃญ๖のညᇶでの

ဍओईႷ地࿾ƀらணえて૎౅遺跡周辺を通っていたと෮໐されます。

�ᇓ安時代�

๏༊ᇓኾႊ部のᇓ安時代の遺跡は、ಛ๹࿉ሻ上において४大し、検ഞされる

༪଄ഉ੍跡のଦ෾もໃ加します。૎౅遺跡では 10ฌਈ๶ᄖ代にவ下したेწ

නऔ౅ेの時期を๶ଢ଼する෯ဂ跡が見つƀっており、ภౌࡰとして利用され

ていたとணえられます。また、૎౅遺跡ではଽ代末期のものと෮໐される溝

跡も見つƀっており、ၗ᎓やࣴ敷のત画となるईႷตがணえられています。

�ཨฌ�

๏༊ᇓኾႊ部の各所ƀらቋによりત画されたࣴ敷跡が発見されており、ᆏ༘遺跡などでは 13

ฌਈ以வ、෯ဂがࣴ敷跡ઝくでఢられていたことがǄƀっています。૎౅遺跡ではଽ代以வとみ

られる෯ဂ跡が見つƀっていますが、ࣴ敷跡等は見つƀっていまƐǈ。なお、ছຘ時代の࣢ೱ஽

๗時には、૎౅を通っていたと෮定される࣢大ၗ(ቴ発見)をଳጘྋ્が通थしたとணえられます。

�ઝฌ以வ�

৘ȡମの஽๗が਍こると、ࡓ༥政೯は૞ྙ 5(1600)年 7 ଈに኎೘૎ሾ目඗にႚり、ここを੐࿾

として上ฃሑと対ᘱしました。安永ଭ(1772)年に完成した「ᆫ内ᆭဘ記」によれƥ、૎౅໠は୅

୵ 67、ཌྷ൅ 375෗と්ೂやଽ፩(ሾ目඗)などがあると記されています。ஔ୅時代以வ明ಓഷ年ま

で࣢ೱज़ၗ࣎いのྙྎと፥ไしながら、૎౅地ࡰはႺ໠的なౣを留めていたようです。明ಓ

20(1887)年にࣜচまでဪሾ本๦が्通すると、૎౅の地はྙྎሑ面と๦᎓により分ཉされたこと

ႈᇌಐ༉後ৼの

ᆾ࡬・ஓ࡬

኿ภಐ༉の෯ဂ跡

ଽᇃ೮஘とƴƾǁǀ஘跡

ଽ༉末ৼの஘跡
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もあり、長く農村の風景を留めていましたが、昭和 40 年代に国道 4 号が開通すると宅地化が進

みました。

①仙台郡山官衙遺跡群 ②富沢遺跡(富沢遺跡保存館) ③山田上ノ台遺跡(縄文の森広場) 

④経ヶ峯伊達家墓所 ⑤仙台城跡 ⑥郷六城跡

⑦林子平墓 ⑧岩切城跡 ⑨東光寺の石窟群域・西平場

⑩松森焔硝蔵跡 ⑪与兵衛沼窯跡 ⑫善応寺横穴古墳群

⑬陸奥国分寺跡 ⑭陸奥国分尼寺跡 ⑮遠見塚古墳

⑯大野田古墳群 ⑰北目城跡 ⑱大野田官衙遺跡

⑲長町駅東遺跡 ⑳西台畑遺跡 ㉑向山横穴墓群

仙台市内の国指定史跡，主な市指定史跡など
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(2) ૎౅遺跡周辺の৘ᎌするᇌ化ఖ

・大ኾဂ঱ᶟ遺跡

ᬷ๖と੊ᬷ๖にੰまれたಛ๹࿉ሻ上にጵ地する঱ᶟ跡とணえられています。ᆳ 3～4m の大溝

が、෉ሾሑ向を基മにして、ဪฦዃ 196m、ႊሾዃ 259m の規ኟでሑ૛にലらされていることが॰

Ⴁされました。大溝のત画内ƀらは෉ሾሑ向を向いた઻ጵ཮

ଔᆾ跡が、大型のものも含ǈで 6 ိ、ဪฦ対ൺの૛で検ഞさ

れたことƀら、ःらƀの঱ᶟ遺跡であるとணえられます。ଔ

ᆾは、2 時期にǄたり利用されており、૎౅遺跡ҧ期঱ᶟと

ưƱ၍時期とணえられますが明らƀとなっていまƐǈ。この

遺跡は、ሾဪዃ 1.5km にࡔ置する૎౅遺跡ҧ期঱ᶟとቹไな

৘Ǆりが࢔えます。

ဪ遺跡・ฦ༊ᄂ遺跡ࢾྎྙ・

ဪ遺跡とฦ༊ᄂ遺跡は、ஃญ๖によって૛成されたಛ๹࿉ሻƀらଢ଼გಮ地にƀけてጵ地ࢾྎྙ

し、૎౅遺跡のሾฦとႊฦに፥ไしています。ፊ遺跡を஽ǄƐて 800 ଦをྖえる༪଄ഉ੍跡や઻

ጵ཮ଔᆾ跡などが検ഞされており、ƀなりのቹ度でഓᆷしてい

ます。৘ဪ地ሑのၟ྇を示すဘ৯もഞဘしており、ࡤ民の存在

や、ျಓとの৘Ǆりがມ定されています。またആጜ内にはᆳ 4m

の大溝跡やこれとᇓ行してვ置される材ኪ፿や཮፿があり、ആ

ጜ内をત画する施設とணえられます。大部分が 6ฌਈ末ጃƀら

8 ฌਈഷ၈の時期で、7 ฌਈཨጃ以வは૎౅঱ᶟと၍時期に存

在していることƀら、૎౅遺跡の঱ᶟの່ࢪやࡥಏ・৉理・ࢥ

。にૢǄった෗yのആጜ跡とணえられますࢪ

・ 向౅ࣧ଄ᇼૌ（大年寺౅ࣧ଄ᇼૌ、࠮ဤ౅ࣧ଄ᇼૌ、೯๻寺ࣧ଄ᇼૌ、አケఞࣧ଄ᇼૌ、ႏǯ༘

ࣧ଄ᇼૌ）

向౅ࣧ଄ᇼૌは、向౅地ત一໷の਴ፙೀ面にཝƀれたࣧ଄ᇼ

ૌのຳൺです。ႊሾዃ 1.5 Ӄの間にዃ 100 基のࣧ଄ᇼが॰Ⴁさ

れているが、ቖ቉しているࣧ଄ᇼも෾໣くມ定され、実෾は 200

基をྖすとணえられています。๏༊ᇓኾでは、7ฌਈഷ၈よりࣧ

଄ᇼૌの່ࢪが्ౡされ、7ฌਈཨ௖ƀらଢ଼ᄖにƀけてǿークを

૸えます。この௖に、ႊဪዃ 1.5kmにࡔ置する૎౅遺跡では、঱

ᶟが່ࢪされており、၍時期にࢪまれた向౅ࣧ଄ᇼૌは、໣र඗

ຕଔ以๶の地ሑ౫ვの੐࿾を౫えた෗yをཨ඾とするᇼࡰとண

えられています。

઻ጵ཮ଔᆾ跡(大ኾဂ঱ᶟ࡬跡)

ഓᆷƎǀ༪଄ഉ੍跡(ྙྎࢾဪ࡬跡)

ົඪࣧ଄ᇼ(࠮ဤ౅ࣧ଄ᇼૌ)
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３ 社会的環境  

仙台市は明治 22年の市制施行以来、7回にわたって周辺市町村を編入し、現在の総面積は約 786

㎢で、政令指定都市の中では浜松市、静岡市、札幌市、広島市、京都市に次ぐ第 6位の広さになっ

ています。また推計人口は、1,097,620人（令和 6 年 1 月 1 日現在）で、東北の中枢都市として発

展を続けています。

 (1)計画対象範囲における文化財保護法以外の法令による規制

（図は「仙台市都市計画情報インターネット提供サービス」（令和 7 年 5 月時点）をもとに、計画の対象範囲等を追加）

① 都市計画法

史跡地および史跡を目指す範囲は、「都市計画区域」の市街化区域（「第二種住居地域・第 3種高

度地区」）に指定されています。なお、郡山遺跡の一部は、「都市計画区域」の市街化区域（「工業地

域・高度指定なし」、「商業地域・高度指定なし」、「準工業地域・第 4種高度地区」、「近隣商業地域・

第 4種高度地区」）に指定されています。

また、郡山遺跡の一部は、「防火地域」および「準防火地域」に指定されています。

なお、郡山遺跡の一部は、都市計画法の規定による地区計画が定められた区域（「あすと長町東

部」・「あすと長町中央」）に該当します。これらの該当区域に応じて、建物用途、容積率、建ぺい率

等の制限が定められています。

用途地域 区域図 高度地区 区域図
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② 道路法・道路交通法

市道について適用されています。市道にはみ出して工事をする場合や、市道上に看板、日除け等

を設置する場合は太白区長へ占用許可を受ける必要があります。また、工事内容により仙台南警察

署の道路使用許可を受ける必要があります。

③ 仙台市屋外広告物条例

史跡地は「禁止地域」、史跡を目指す範囲は「第二種許可地域」、郡山遺跡範囲は「第二種許可地

域」、「第三種許可地域」および「禁止地域」に指定されています。

「禁止地域」では、原則として広告物の掲出は禁止されており、「第二種許可地域」および「第三

種許可地域」では屋外広告物を掲出する場合は、あらかじめ太白区長の許可を受ける必要がありま

す。なお、規制地域に該当する場合でも、日常生活や経済活動を行っていくうえで、必要最小限な

一定の広告物については許可申請を行わなくとも掲出することが可能です。

④ 広瀬川の清流を守る条例

史跡地および郡山遺跡範囲の一部が「水質保全区域」に指定されています。「水質保全区域」では

広瀬川の流域に、工場等を設置し、広瀬川に水を排出しようとする場合は、あらかじめ仙台市長の

許可を受ける必要があります。

⑤ 建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例（駐車場附置義務条例）

史跡地および史跡を目指す範囲の一部が「近隣商業地域等（周辺地区）」、郡山遺跡範囲の一部が

「近隣商業地域等（周辺地区）」および「他の商業地域」に指定されています。該当地域において

は、各区域で定められた一定規模以上の建築等を行う場合は、建築物または建築施設内への駐車施

防火指定 区域図 地区計画 区域図



2-12

設の附置と仙台市への届出が必要となります。

指定道路図 仙台市屋外広告物条例に基づく区域図

広瀬川の清流を守る条例に基づく区域図 駐車場附置義務条例に基づく区域図
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(2)人口・産業

仙台市の推計人口は 1,064,910人で、世帯数は 548,462 世帯に及びます（参考：仙台市ホームペ

ージ「統計情報せんだい」－「月別の住民基本台帳人口」令和 6年 10月 1日現在）。このうち、郡

山遺跡の周辺であるあすと長町 1～4 丁目、郡山 1～8 丁目の推計人口は令和 6 年 10 月 1 日現在で

17,832 人であり、世帯数は 8,287世帯になります。また、同地域の 5歳階級別の人口をみると、25

～59 歳までの現役・子育て世代にピークがあり、次いで 0～14 歳のこども層にピークがあります。

そして 60歳以上の高齢者と 15～24歳までの若者層はおよそ同程度となっており、仙台市全体と比

較すると 60 歳以下の現役世代が多い傾向にあります。（参考：仙台市ホームページ「統計情報せん

だい」－「町名別年齢（各歳）別住民基本台帳人口データ」）。

市内の産業は、商業・サービス業を中心とした第 3次産業の比率が高く、その多くが市外にある

本社等の支店・支社であることから「支店経済」とも呼ばれ（データ仙台 2022）、東北におけるビ

ジネスの拠点となっています。郡山遺跡周辺も市街化区域に含まれ同様の傾向を示していると考え

られます。

(3)交通  

郡山遺跡の位置する、郡山地域への交通手段としては、公共交通を利用したアクセス方法として、

東北新幹線・JR 東北本線・仙台市地下鉄南北線の結節する長町駅や、JR太子堂駅の利用、また、周

 -
 500

 1,000
 1,500
 2,000

あすと長町・郡山1～8丁目における

5歳階級別の人口

計画対象地周辺の年齢別人口

郡山地区と仙台市内全体の年齢別構成
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辺のバス停として、仙台市営バス「郡山三丁目」や、宮城交通「八本松二丁目」・「あすと長町二丁

目」・「あすと長町三丁目」などを利用する方法があります。

一方、自動車等の個別交通によるアクセス方法としては、主要な幹線道路として東側に国道 4号

バイパス、西側に県道 273号等を経由するルートがあります。

海外を含めた仙台市外から史跡仙台郡山官衙遺跡群を訪れる場合は、飛行機・鉄道等を用いて仙

台駅を経由し、仙台駅から JR・地下鉄・バス等で長町駅に向かい、長町駅から徒歩・レンタルサイ

クル等で訪れる方法と、自動車にて国道 4 号または東北自動車道（仙台南 I.C.・仙台宮城 I.C.）

から訪れる方法があります。

しかし、いずれの手段においても郡山地域周辺の停車場や交差点に到達するまでの誘導サインや

案内がないため、事前に地図等で調べなければ到達することは困難であると考えられます。さらに、

郡山地域周辺まで到達できた場合も、史跡地の周囲は住宅に囲まれ、誘導サインが不十分であるた

め、史跡地へアクセスすることは困難です。また、史跡地へ到達するための道路は整備されていま

すが、一部歩道や路側帯がない箇所があります。

なお、仙台周辺の在住者における私事目的での交通手段は自動車が 6割（休日は 7割）を占めて

います（参考：「第 5回仙台都市圏パーソントリップ調査報告書 現況修景・現況分析編」令和 2年

7 月）。また宮城県を含む東北地方や北関東から仙台への来訪手段は自動車が 6 割以上を占めてい

ます（参考：「令和 5 年度仙台市観光実態調査業務結果報告書」）。その一方で、現状では史跡利用

のための駐車スペースは存在しません。

その他の公共交通として、高齢者など地域住民の日常生活における移動手段の確保を目的として、

遺跡周辺を運行ルートに含めた地域交通の試験運行を令和 6年 11月から開始しています。
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୪ྫྷ৘૒図
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(4)ဘ地所有ਸびဘ地利用

ဘ地所有は史跡地のうƖ 46.50Ӈがே有地、42,256.76Ӈが市有地、3,404.56Ӈが民有地となっ

ています。

ဘ地利用状況については、ே有地は઱ৗ地となっており、市有地は๏༊市ጵ૎౅ཨ学஑用地（஑

࿍）と本市ଔ設部અのຘୃ等用地のưƀ、史跡指定・追加指定にᄔい公有化したङ所については઱

ৗ地となっています。民有地はこれまでのྔ௮において政庁ࡰとされている部分の଼෗所有地でഉ

༔地ਸびႺ地となっています。

૎౅遺跡全体に目を向けるとƉく一部にႺ地が࿾在しますが、ઝ年は਼໒に༔地化が進み、その

面ูはǄずƀになってきています。また、ઝ年໣発する地ූఆ॔等ƭの備えƀら、遺跡にࢬ੽をਸ

Ʊすෆい基ຉ構່のഉ༔がໃ加するとともに、ᇓ成 25（2013）年の遺跡ฦ໊፥ไ地における「๏༊

市あすとྙྎဘ地ત画整理事業」の完了にᄔい、将来史跡指定を目指すᄧࡗも含め地ࡰ全体の्発

が進ǈでいます。

୪ྫྷଵੳ図
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ဘདസዛતᇀ
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史跡地及び周辺の土地利用（令和 6年 1 月時点）
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(5)地域資源(観光・関連施設) 

市内の観光客入込数は 2,618.5 万人、宿泊者数は 650.9 万人、そのうち外国人宿泊者数は 55.2

万人です(令和 6 年)。居住地別の宿泊者数は関東地方や東北地方、県内居住者が多く、全体の約 7

割を占めています(令和 6年仙台市観光統計基礎データ)。仙台市太白区には二口峡谷や秋保大滝な

どの観光資源と温泉に恵まれた秋保地域があり、仙台中心部から自動車や路線バスで向かう際は史

跡周辺を経由する経路や、JR 長町駅から路線バスで向かうなどの方法が想定されます。

郡山遺跡周辺においては、JR 長町駅周辺では杜の広場公園や多目的アリーナ等のイベント開催

施設が充実しており、太白区民まつり等各種イベントが実施されています。

また周辺には、東長町小学校、八本松小学校、郡山中学校、県立聴覚支援学校が所在し、遺跡範

囲内には幼稚園・保育園が 5園所在するなど、教育施設等が多く所在しています。

公共施設としては、郡山コミュニティ・センターや八本松市民センターが所在するほか、長町駅

西側に太白区中央市民センター、太白区情報センター、太白区文化センター、太白図書館が所在し

ます。公園は〆木公園、郡山三丁目公園、郡山五丁目北公園、あすと長町中央公園、長町副都心 1

号公園などが所在します。

周辺の文化財関連施設としては、史跡地内に展示室が所在していましたが平成 23（2011）年に発

生した東日本大震災に被災したため、以後遺物の展示を中断しています。また、同様に史跡地内に

所在する発掘調査事務所および収蔵庫も、令和 3（2021）年に発生した福島県沖地震により被災し、

令和 4（2022）年に展示室を含め解体・撤去しました。

撤去した展示室は解説パネルと出土遺物の展示をしており、史跡について現地では得られない情

報を体系的に解説し、実際に出土した資料の展示を通して史跡とのつながりを体感することが出来

る等の役割を果たしており、一般の見学者はもちろんのこと、周辺の小学校において、地域の歴史

史跡地周辺の関連施設
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学習のための見学などの利用がなされていました。

そのほか、郡山中学校の校舎内には校舎建築時の発掘調査で見つかった建物跡を表示するととも

に、説明パネルで郡山遺跡について解説する「遺構復元表示（郡山中学校ピロティ）」があり、撤去

後の展示室の役割の一部を果たしています。

(6)防災

地震災害については、史跡地の一部が周辺町内会の「いっとき避難場所」となっており、必要に

応じて、指定避難所に避難する前の集合場所として使用されています。

一方、大雨災害については、計画対象範囲の大半が洪水浸水想定区域（南側の一部は早期に立退

き避難が必要な区域）であり、史跡地周辺では大雨時に冠水する可能性が示されています。
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第３章 仙台郡山官衙遺跡群の概要

１ 史跡指定の状況

 (1)指定に至る経緯

仙台郡山官衙遺跡群は、郡山遺跡の官衙中枢部等を部分的に史跡指定したものです。

郡山遺跡は、昭和 54（1979）年以来 46 年にわたる長年の調査により日本最古級の地方官衙（役

所）跡として極めて重要な遺跡であることが判明しました。本遺跡の範囲は、東西約 800m、南北約

900m で、その面積は約 60 万㎡にもおよびます。そのうちⅠ期官衙およびⅡ期官衙（寺院跡等を含

む）の官衙域は、約 35万㎡を占めます。その官衙域全体が重要な価値を持つものではありますが、

周辺において開発が進む中で、優先的な保護を図るため、なかでも中枢部など最も重要とされる区

域を史跡指定することとしました。すなわち、7 世紀中頃から末葉にかけての仙台平野の拠点的な

城柵と考えられるⅠ期官衙の中枢部であり、また 7世紀末葉から 8世紀前葉にかけての多賀城以前

の陸奥国府と考えられるⅡ期官衙の中枢部から外郭南辺そして郡山廃寺と繋がる区域でもある約

9 万㎡を、将来国指定史跡を目指す範囲とし、追加指定を行いながら段階的に国指定史跡化及び市

有地化することとしました。

既指定地は、将来国指定史跡を目指す範囲のうち、市有地、国有地、史跡指定に地権者の同意が

得られた民有地について、順次指定申請し、史跡指定を受けたものです。

(2) 指定概要

名 称 仙台郡山官衙遺跡群郡山官衙遺跡郡山廃寺跡

種 別 史跡

所 在 地 仙台市太白区郡山二丁目 11番 20他

指定年月日 平成 18年 7月 28日（平成 18年文部科学省告示第 111号）

面積  43,208.72㎡

追加指定日 平成 19年 7月 26日（平成 19年文部科学省告示第 109号）

面積  1,240.21㎡

平成 23年 2月 7日（告示番号：文部科学省告示第 17号）

面積 240.05㎡

平成 29年 10月 13日（告示番号：文部科学省告示第 143号）

面積 303.26㎡

令和 2年 10月 6日（告示番号：文部科学省告示第 131 号）

面積 211.81㎡

令和 4 年 11月 10日（告示番号：文部科学省告示第 144 号）

面積 234.02㎡

令和 6年 10月 11日（告示番号：文部科学省告示第 146 号）

面積 269.75㎡

指定全面積45 ,707.82㎡

指 定 理 由本遺跡は、規模・構造・経営年代から見て太平洋側の陸奥における城柵で

多賀城の前身施設と考えられ、律令国家成立期における東北地方の政治・軍
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事の੐࿾のዻະをཐるうえで਌ഓである。

௠ ੐ 法 令ᇌ化ఖ保୦法第 109ඞ第 1ஶ

史跡དのᄧࡗ・将来౪࿊Ǉኬ౪Ǝᄧࡗ

(ᇓ成 28 年ೲ正・ဒ市計画基本෨を加୿)
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指 定 告 示仙台郡山官衙遺跡の史跡指定、追加指定に係る官報告示は以下のとおりであ

る(横書き用に表記の一部を改め)。

〇文部科学省告示第百十一号

文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第百九条第一項の規定により、次の

表に掲げる記念物を史跡に指定する。

平成十八年七月二十八日                文部科学大臣 小坂 憲次

名称 所 在 地 地      域

仙台郡山官衙遺跡

群

郡山官衙遺

跡

郡山廃寺跡

宮城県仙台市太白区郡山二

丁目

同 郡山三丁目

同 郡山五丁目

同 郡山六丁目

11 番 20

121番 3、122番、123番、123番 1、123番 2、124番 1、124番 2、124番

3、124番 4、127番 1 のうち実測 760.78㎡、127番 2、127番 3、127番 10

のうち実測 720.50㎡、127番 11のうち実測 107.75㎡、127番 12、127 番

15、127番 16、127 番 18、127番 22、127番 23、209 番 1、209 番 2、210

番、211 番

1番 4、1 番 12、3 番、6 番、7番 1、8 番、9 番、10 番、14番、25番 13、31

番 1、38番 2 のうち実測 1.63 ㎡、38番 3、39番 1、39 番 2、40番 2、41

番、42番 12、44番、45 番、47 番、50番 2、51番、52 番 2のうち実測 7.03

㎡、57番のうち実測 5484.82 ㎡、59 番 2、61番 1、62番、63 番 1、150番

12

212番 1、212番 5、216番、217番、218 番、219 番

右の地域に介在する道路敷及び水路敷、宮城県仙台市太白区郡山五丁目 44 番

に北接する道路敷、同郡山五丁目 4 番と同 5 番に北接する水路敷、同郡山六

丁目 216番と同 221番 7に挟まれ同 219番と同 221番 24に挟まれるまでの水

路敷を含む。

備考 一筆の土地のうち一部のみを指定するものについては、地域に関する

実測図を宮城県教育委員会及び仙台市教育委員会に備え置いて縦覧に供す

る。

〇文部科学省告示第百九号

文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第百九条第一項の規定により、次の

表の上欄に掲げる史跡に同表下欄の地域を追加して指定する。

平成十九年七月二十六日                文部科学大臣 伊吹 文明

上    欄 下     欄

名称 関 係 告 示 所 在 地 地 域
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仙台郡山官衙遺跡群

郡山官衙遺跡 郡

山廃寺跡

平成十八年文部科学省告示第

百十一号

宮城県仙台市太白区郡山

三丁目

同 郡山五丁目

128番 31

2 番、4番、5 番 11 番、12番、13番、19番 1 

〇文部科学省告示第十七号

文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第百九条第一項の規定により、次の表の

上欄に掲げる史跡に同表下欄の地域を追加して指定したので、同条第三項の規定により告

示する。

平成二十三年二月七日                 文部科学大臣 髙木 義明

〇文部科学省告示第百四十三号

文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第百九条第一項の規定により、次の

表の上欄に掲げる史跡に同表の下欄の地域を追加して指定したので、同条第三項の規定

に基づき告示する。

平成二十九年十月十三日                 文部科学大臣 林 芳正

〇文部科学省告示第百三十一号

文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第百九条第一項の規定に基づき、次

の表の上欄に掲げる史跡に同表の下欄に掲げる地域を追加して指定したので、同条第三

項の規定に基づき告示する。

令和二年十月六日                 文部科学大臣 萩生田 光一

上     欄 下      欄

名称 関 係 告 示 所 在 地 地 域

仙台郡山官衙遺跡群

郡山官衙遺跡 郡

山廃寺跡

平成十八年文部科学省告示第百十一

号、平成十九年文部科学省告示第百九

号及び平成二十三年文部科学省告示第

十七号

宮城県仙台市太白区郡山

三丁目

127番 13

上     欄 下      欄

名称 関 係 告 示 所 在 地 地 域

仙台郡山官衙遺跡群

郡山官衙遺跡 郡

山廃寺跡

平成十八年文部科学省告示第百十一号、

平成十九年文部科学省告示第百九号、平

成二十三年文部科学省告示第十七号及び

平成二十九年文部科学省告示第百四十三

号

宮城県仙台市太白区郡山

五丁目

30 番 1 
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〇文部科学省告示第百四十四号

文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第百九条第一項の規定に基づき、次の表

の上欄に掲げる史跡に同表の下欄に掲げる地域を追加して指定したので、同条第三項の規定

に基づき告示する。

令和四年十一月十日                  文部科学大臣 都倉 俊一

〇文部科学省告示第百四十六号

文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第百九条第一項の規定に基づき、次の表

の上欄に掲げる史跡に同表の下欄に掲げる地域を追加して指定したので、同条第三項の規定

に基づき告示する。

令和六年十月十一日                  文部科学大臣 都倉 俊一

上     欄 下      欄

名称 関 係 告 示 所 在 地 地 域

仙台郡山官衙遺跡群

郡山官衙遺跡 郡山廃寺

跡

平成十八年文部科学省告示第百十一号、平

成十九年文部科学省告示第百九号、平成二

十三年文部科学省告示第十七号、平成二十

九年文部科学省告示第百四十三号、令和二

年文部科学省告示第百三十一号及び令和四

年文部科学省告示第百四十四号

宮城県仙台市太白区郡山

五丁目

42 番 3、43番 7 

上     欄 下      欄

名称 関 係 告 示 所 在 地 地 域

仙台郡山官衙遺跡群

郡山官衙遺跡 郡山廃寺

跡

平成十八年文部科学省告示第百十一号、平

成十九年文部科学省告示第百九号、平成二

十三年文部科学省告示第十七号、平成二十

九年文部科学省告示第百四十三号及び令和

二年文部科学省告示第百三十一号

宮城県仙台市太白区郡山

三丁目

31 番 6 

上     欄 下      欄

名称 関 係 告 示 所 在 地 地 域

仙台郡山官衙遺跡群

郡山官衙遺跡 郡

山廃寺跡

平成十八年文部科学省告示第

百十一号及び平成十九年文部

科学省告示第百九号

宮城県仙台市太白区郡山

三丁目

126 番 2 のうち実測 209.27 ㎡、126 番 5

のうち実測 30.78 ㎡

備考 一筆の土地のうち一部のみを指定

するものについては、地域に関する実

測図を宮城県教育委員会及び仙台市教

育委員会に備え置いて縦覧に供する。
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指 定 説 明仙台郡山官衙遺跡に係る指定説明・追加指定説明は以下の通りである(横

書き用に表記の一部を改め)。

平成 18 年 7 月 28 日指定 説明

仙台郡山官衙遺跡群は、宮城県中部に所在する東北地方最古の官衙遺跡とそれに伴う寺院跡からなる。名取川とその支流広瀬川

に挟まれた標高約 10ｍの自然堤防上に立地し、東北地方の政治・軍事の拠点、多賀城跡からは南西約 13 ㎞の地である。古くから

瓦類の出土により寺院と推定されていたが、昭和 54年に民間開発に伴う発掘調査で多量の土器や掘立柱建物などが発見されたこ

とから、翌年以降、仙台市教育委員会により発掘調査が継続されてきた。

発掘調査の結果、遺跡は多賀城創建以前の七世紀中葉に成立した後、七世紀末ころに全面的に改修され、八世紀前半まで営まれ

たことが判明した。改修の前後では施設の方位や構造が大きく異なっており、Ⅰ期官衙とⅡ期官衙と通称されている。

Ⅰ期官衙は東西約 300ｍ、南北約 600ｍの規模をもつ。建物等の施設の方位は約 30～40 度東偏しており、これら全体の周囲は材

木列（丸太材を立て並べた塀）と溝で区画されている。この中に材木列などに区画されたいくつかの施設が存在する。中枢部は東

西 90ｍ、南北 120ｍの規模をもち、区画に沿って建物が配置され、中央は広場となり、東辺に門を開く。この周囲に総柱建物の倉

庫群や掘立柱建物と竪穴住居が併存する雑舎群、鍛冶工房と推定される竪穴住居などがある。

Ⅱ期官衙はⅠ期官衙の諸施設を全面的に撤去して同じ場所に造営された。方位を北に合わせて材木列と大溝で区画された方四町

の規模をもち、その外側に空閑地を挟んで外溝を巡らせている。この南側に郡山廃寺跡が計画的に配置される。区画南辺に門、南

西隅と西辺上には櫓状建物が確認される。官衙のほぼ中央に正殿と推定される桁行八間、梁行五間、面積約 190 ㎡の大型の四面廂

付建物があり、その北に石敷き、方形石組池、石組溝などの特徴的な遺構からなる空間がある。このほか、正殿の東西に南北棟建

物と総柱建物が一列に配置される。

郡山廃寺跡は東西 120ｍ前後、南北 167ｍの規模で材木列で区画された中に講堂、金堂、塔、僧房などの存在が推定される。軒瓦

は多賀城と同系統である。官衙の南方や郡山廃寺跡の東西にも大型建物が確認されており、関連した施設が広く展開していたこと

がわかる。

仙台郡山官衙遺跡群は七世紀半ば大化改新のころに成立し、奈良時代前半に造営された多賀城の成立期前後まで営まれていた。

東北地方北半は奈良時代半ばころまで中央政府の支配が及ばない地域であり、多賀城は陸奥国府で奈良時代の鎮守府であった。『日

本書紀』によれば、大化三年（647）に日本海側の越国に 渟
ぬ

足
た り

柵
の き

が、翌年に 磐
い わ

舟
ふ ね

柵
の き

が造営された。これとほぼ同時に成立した本

官衙遺跡は、規模、構造、経営年代からみて太平洋側の陸奥における城柵、官衙遺跡で、陸奥地域の統治を行う施設と考えられ

る。このように本遺跡群は古代国家成立期における東北地方の政治・軍事の拠点施設と国家北辺における地域支配の展開過程の具

体的様相を知るうえで欠くことのできない貴重なものである。よって史跡に指定し、保護を図ろうとするものである。     

(『月刊文化財平成 18年(2006)8月 515 号』より引用) 

平成 19 年 7 月 26 日追加指定 説明

仙台郡山官衙遺跡群は、宮城県中部に所在する東北地方最古の官衙遺跡とそれに伴う寺院跡からなる。多賀城創建以前の七世紀

中葉に成立したのち七世紀末ころに全面的に改修され、八世紀前半まで営まれた。改修の前後では施設の方位や構造が大きく異な

っている。当初は東西約 300ｍ、南北約 600ｍの規模で約 30～40 度東偏し、官衙全体の周囲を材木列と溝で区画する。この中に材

木列などに区画された施設を配する。改修後は同じ場所に方位を北に合わせて材木列と大溝で区画された方四町の規模をもつ。こ

の南側に講堂、金堂などが推定される郡山廃寺跡が配置される。官衙のほぼ中央に正殿と推定される大型の四面廂付建物があり、

その北に石敷き、方形石組池などの特徴的な遺構からなる空間がある。

仙台郡山官衙遺跡群は、規模、構造、経営年代からみて太平洋側の陸奥地域の統治を行う初期の城柵、官衙施設と考えられ、古代国

家成立期における東北地方支配の展開過程を知るうえで欠くことのできない貴重なものである。このたび、条件の整った部分を史跡

に追加し保護の万全を図ろうとするものである。      

平成 23 年 2月 7 日追加指定 説明

仙台郡山官衙遺跡群は、宮城県中部に所在する東北地方最古の官衙遺跡とそれに伴う寺院跡からなる。多賀城創建以前の七世紀

中葉に成立した後七世紀末ころに全面的に改修され、八世紀前半まで営まれた。改修の前後では施設の方位や構造が大きく異なっ
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ている。当初の官衙は、材木列と溝からなる短辺約 300ｍ、長辺約 600ｍの区画施設と、その内部の建物群からなり、それらの方位

は、約 30 から 40 度東偏する。改修後の官衙は、材木列と大溝で区画された方四町の規模になり、建物群の方位も真北になる。官

衙のほぼ中央には正殿と推定される、桁行六間、梁行三間の 身舎
も や

の四面に廂の付く大型の掘立柱建物があり、その北側には石敷き

および方形石組池などの特徴的な遺構からなる空間がある。またこの時期には、官衙域の南側に講堂・金堂などが推定される郡山

廃寺跡が配置される。

このように、仙台郡山官衙遺跡群は、規模・構造・経営年代から見て陸奥地域の太平洋側の統治を行う初期の城柵、官衙施設と

考えられ、古代国家成立期における当該地域支配の展開過程を知る上で欠くことのできない貴重なものであり、平成十八年に指定

され、平成十九年に追加指定された。今回は、条件の整った部分を史跡に追加指定し、保護の万全を図ろうとするものである。

(『月刊文化財平成 23年(2011)2月 569 号』より引用) 

平成 29 年 10月 13日追加指定 説明

仙台郡山官衙遺跡群は、宮城県中部に所在する東北地方最古の官衙遺跡とそれに伴う寺院跡からなる。多賀城
た が じ ょ う

創建以前の七世紀

中葉に成立した後、七世紀末頃に全面的に改修され、八世紀前半まで営まれた。改修の前後では施設の方位や構造が大きく異なっ

ている。当初のⅠ期官衙は、材木列
ざいもくれつ

と溝からなる短辺約 300ｍ、長辺約 600ｍの区画施設と、その内部の建物群からなり、それらの

方位は、約 30～40度東偏する。改修後のⅡ期官衙は、材木列と大溝で区画された方四町の規模になり、建物群の方位も真北にな

る。官衙のほぼ中央には正殿と推定される、桁行六間、梁行三間の身舎の四面に廂の付く大型の掘立柱建物があり、その北側には

石敷及び方形石組池などの特徴的な遺構からなる空間がある。またこの時期には、官衙域の南側に講堂・金堂などが推定される郡

山廃寺跡が配置される。

このように、仙台郡山官衙遺跡群は、規模・構造・経営年代からみて陸奥地域の太平洋側の統治を行う初期の城柵、官衙施設と

考えられ、古代国家成立期における当該地域支配の展開過程を知るうえで重要であることから、平成十八年に史跡に指定され、同

十九年、二十三年にも追加指定が行われた。今回、Ⅱ期官衙中枢部の北東部の一角を追加指定し、保護の万全を図ろうとするもの

である。               

(『月刊文化財平成 29年(2017)9月 648 号』より引用) 

令和 2年 10月 6 日追加指定 説明

仙台郡山官衙遺跡群は、宮城県中部に所在する東北地方最古の官衙遺跡とそれに伴う寺院跡からなる。多賀城
た が じ ょ う

創建以前の七世紀

中葉に成立した後、七世紀末頃に全面的に改修され、八世紀前半まで営まれた。改修の前後では施設の方位や構造が大きく異なっ

ている。当初のⅠ期官衙は、材木列
ざいもくれつ

と溝からなる短辺約 300ｍ、長辺約 600ｍの区画施設と、その内部の建物群からなり、それらの

方位は、約 30～40度東偏する。改修後のⅡ期官衙は、材木列と大溝で区画された方四町の規模になり、建物群の方位も真北にな

る。官衙のほぼ中央には正殿と推定される、桁行六間、梁行三間の 身舎
も や

の四面に 廂
ひさし

の付く大型の掘立柱建物があり、その北側に

は石敷き及び方形石組池などの特徴的な遺構からなる空間がある。またこの時期には、官衙域の南側に講堂・金堂などが推定され

る郡山廃寺跡が配置される。このように、仙台郡山官衙遺跡群は、規模・構造・経営年代からみて陸奥地域の太平洋側の統治を行

う初期の 城
じょう

柵
さ く

、官衙施設と考えられ、古代国家成立期における当該地域支配の展開過程を知る上で重要であることから、平成十

八年に史跡に指定され、同十九年、二十三年、二十九年にも追加指定が行われた。今回、Ⅱ期官衙中枢部の南部を追加指定し、保

護の万全を図るものである。

(『月刊文化財令和 2 年(2020)9 月 683 号』より引用) 

令和 4年 11月 10 日追加指定 説明

仙台郡山官衙遺跡群は、宮城県中部に所在する東北地方最古の官衙遺跡とそれに伴う寺院跡からなる。多賀城
た が じ ょ う

創建以前の七世紀中

葉に成立した後、七世紀末頃に全面的に改修され、八世紀前半まで営まれた。改修の前後で施設の方位や構造が大きく異なっている。

当初のⅠ期官衙は、材木列
ざいもくれつ

と溝からなる短辺約 300ｍ、長辺約 600ｍの区画施設と、その内部の建物群からなり、それらの方位は、真

北から約 30～40 度東に振れている。改修後のⅡ期官衙は、材木列と大溝で区画された方四町の規模になり、建物群の方位も真北を中

軸とするようになる。官衙域のほぼ中央に、桁
け た

行
ゆ き

六間、梁
は り

行
ゆ き

三間の 身舎
も や

の四面に 廂
ひさし

の付く大型の 掘
ほ っ

立柱
たてばしら

建物があり、正殿と推

定される。その北側には石敷及び方形の石組池などの特徴的な遺構からなる空間がある。またこの時期には、官衙域の南側に講堂・金

堂などが推定される郡山廃寺跡が配置される。このように、仙台郡山官衙遺跡群は、規模・構造・経営年代からみて 陸奥
む つ

地域の太平

洋側の統治を行う初期の 城
じょう

柵
さ く

、官衙施設と考えられ、古代国家成立期における当該地域支配の展開過程を知る上で重要であることか
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ら、平成十八年（2006）に史跡に指定され、同十九年・二十三年・二十九年、令和二年（2020）に追加指定が行われた。今回、条件の

整った、Ⅱ期官衙 外郭
がいかく

南門付近の範囲を追加指定し、保護の万全を図るものである。

(『月刊文化財令和 4 年(2022)9 月 708 号』より引用) 

令和 6年 10月 11 日追加指定 説明

仙台郡山官衙遺跡群は、宮城県中部に所在する東北地方最古の官衙遺跡とそれに伴う寺院跡からなる。多賀城
た が じ ょ う

創建以前の七世紀中葉

に成立した後、七世紀末頃に全面的に改修され、八世紀前半まで営まれた。改修の前後で施設の方位や構造が大きく異なっている。当

初のⅠ期官衙は、材木列
ざいもくれつ

と溝からなる短辺約 300ｍ、長辺約 600ｍの区画施設と、その内部の建物群からなり、それらの方位は、真北

から約 30～40 度東に振れている。改修後のⅡ期官衙は、材木列と大溝で区画された方四町の規模になり、建物群の方位も真北を中軸と

するようになる。官衙域のほぼ中央に、桁
け た

行
ゆ き

六間、梁
は り

行
ゆ き

三間の 身舎
も や

の四面に 廂
ひさし

の付く大型の 掘
ほ っ

立柱
たてばしら

建物があり、正殿と推定され

る。その北側には石敷及び方形の石組池等の特徴的な遺構からなる空間がある。またこの時期には、官衙域の南側に講堂・金堂等が推

定される郡山廃寺跡が配置される。このように、仙台郡山官衙遺跡群は、規模・構造・経営年代からみて 陸奥
む つ

地域の太平洋側の統治を

行う初期の 城
じょう

柵
さ く

、官衙施設と考えられ、古代国家成立期における当該地域支配の展開過程を知る上で重要であることから、平成十八

年（2006）に史跡に指定され、同十九年・二十三年・二十九年、令和二年（2020）、四年にも追加指定が行われた。

今回、条件の整った、Ⅱ期官衙の 外郭
がいかく

南門の南にあたる範囲を追加指定し、保護の万全を図るものである。

(『月刊文化財令和 6 年(2024)10月 733 号』より引用) 

(3) 管理団体

史 跡 名 称仙台郡山官衙遺跡群 郡山官衙遺跡 郡山廃寺跡

指定年月日 平成 19年 1月 17日（文化庁告示第 2号）

管理団体名 宮城県仙台市

根 拠 法 令文化財保護法第 113条第 1項及び第 172 条第 1項

指 定 告 示〇文化庁告示第二号

        文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第百十三条第一項及び第

百七十二条第一項の規定により、次の表の上欄に掲げる史跡の管理団体とし

て、それぞれ同表下欄に掲げる地方公共団体を指定する。

       平成十九年一月十七日           文化庁長官 近藤 信司

上    欄 下欄

名称 指 定 告 示 地 方 公 共 団 体

仙台郡山官衙遺跡群

郡山官衙遺跡

郡山廃寺跡

平成十八年文部科学省告示第百十

一号

仙台市（宮城県）

２ 史跡の本質的価値

令和６年 3月に策定した『保存活用計画』では下記の通り、郡山遺跡におけるこれまでの調査成

果等を総括し、本質的価値、構成要素についてまとめています。

（1)これまでの発掘調査成果

【調査に至る経緯】

郡山遺跡については、大正年間に漆入りの平瓶 が出土したことで遺跡として世に知られるよ

うになり、さらに昭和 20 年代には多量の瓦が出土したことから寺院跡の存在などが考えられて



3-9 

きましたが、昭和 54 年の開発に対応した発掘調査が実施されるまでは、遺跡の詳細について不

明なままでした。

調査の初年度となる昭和 54年の発掘調査は、遺跡東部で実施された民間の宅地造成に伴う事

前調査で、この調査で真北方向の掘立柱建物跡が多数発見され、ロクロ挽き重弧文軒平瓦や円面

硯などが出土しました。それにより多賀城創建以前の官衙の存在が予想され、この調査成果を受

けて、仙台市は文化庁ならびに宮城県教育委員会と協議し、昭和 55 年より国庫補助事業による

郡山遺跡の緊急範囲確認調査を実施することとなりました。昭和 55年から平成 16年までに 5次

にわたる調査を実施し、平成 17年以降は補足調査を行っています。

【第 1次 5ヵ年計画（昭和 55～59年度）第 1～49次調査】

遺構群には、真北から 30～33°東に振れる遺構群と真北方向の遺構群が存在し、重複関係か

ら前者が後者より古いことを確認し、前者を「Ⅰ期官衙」、後者を「Ⅱ期官衙」とした。Ⅰ期官衙

期の遺構からは畿内産土師器や「名取」と刻書のある土師器が出土しています。Ⅱ期官衙は外郭

となる材木列と大溝のいずれかを東、西、南、北の各辺で確認し、概ね方四町（約 428m）である

ことが判明しました。さらに遺跡の南部では基壇建物跡を発見し、瓦や鴟尾が出土したこと、木

簡が 3 点出土し、「学生寺」の文字が確認できるものや写経用定木が含まれていたことから寺院

（郡山廃寺）の存在が明らかとなった。なお、遺跡北部ではⅠ期官衙以前の竪穴住居跡から関東

地方の特徴を示す土師器が出土しています。

【第 2次 5ヵ年計画（昭和 60～平成元年度）第 50～85次調査】

方四町Ⅱ期官衙の中央部で正殿と考えられる四面廂付建物跡と方形の石組池跡を発見しまし

た。方形の石組池跡は奈良県明日香村石神遺跡などの飛鳥地方の宮殿やその周辺から発見されて

いるのみであり、本遺跡の性格を究明するにあたりきわめて重要な遺構と位置付けられました。

また、方四町Ⅱ期官衙南辺中央にて南門も確認しました。郡山廃寺では基壇建物の北側で僧

房と考えられる建物群を、また伽藍北辺で材木列と北西隅門を確認しました。Ⅰ期官衙では中枢

部を構成する板塀跡や建物跡を方四町Ⅱ期官衙の中央東寄りで検出しています。

なお、第 2 次～第 3 次 5 ヵ年計画実施期間中に、遺跡南東部に位置する郡山中学校の建替え

に伴う事前調査（第 65 次調査）を実施し、この調査によりⅡ期官衙を構成する重要な遺構群を

確認し、「寺院東方建物群」・「南方官衙」と呼称しています。南方官衙西地区ではその後、正殿よ

り規模の大きな四面廂付建物跡も確認しました。

【第 3次 5ヵ年計画（平成 2～6年度）第 86～106次調査】

Ⅰ期官衙の南、西辺を確認しました。また、Ⅰ期官衙南辺付近の遺構と重複してⅡ期官衙の倉

庫風の建物群も発見され、これらは「寺院西方建物群」と呼称しています。なお、遺跡に隣接す

る旧長町貨物駅跡地に郡山遺跡と同時期と見られる竪穴住居跡が多数存在することが明らかと

なりました（長町駅東遺跡）。

【第 4 次 5ヵ年計画（平成 7～11年度）第 107～131 次調査】

方四町Ⅱ期官衙中枢部には官衙の中軸線を挟んだ東西両側に複数の南北棟建物が建ち並ぶ様

相が明らかとなりました。また、そのⅡ期官衙の建物跡と重複してⅠ期官衙中枢部の建物跡や塀

跡があり、その南東辺の中央で門跡を確認しました。郡山廃寺では寺域の南辺と東辺および八脚

門（南門）を確認しています。

【第 5次 5ヵ年計画（平成 12～16年度）第 132～165 次調査】

方四町Ⅱ期官衙と郡山廃寺の間に位置する南方官衙地区では、二面廂や三面廂付の規模の大

きな建物跡が確認されました。また、方四町Ⅱ期官衙外郭大溝の外側に平行して、同じような溝

跡（外溝）が巡っていることが明らかとなりました。なお、これらの遺構と重複してⅠ期官衙の
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東辺（材木列や溝跡）が検出されており、この延長部分をⅠ期官衙中枢部付近の調査でも確認し

ています。

【補足調査（平成 17年度～）第 166次調査～】

平成 17年度からは、その時点で持ち越しとなった課題についての補足的な調査を行うことと

しました。方四町Ⅱ期官衙外側の北西部並びに東辺部では、外郭大溝に並行する外溝を確認し、

これまでの調査区
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特に北西部では外溝の北西隅を確認しています。なお、平成 20 年度に郡山遺跡の南西 1.5 ㎞に

所在する大野田官衙遺跡において、郡山遺跡Ⅱ期官衙に関連すると考えられる官衙跡が発見され

たため、平成 21 年度・22 年度は郡山遺跡の補足調査を休止し、大野田官衙遺跡について範囲確

認と性格究明を目的とした調査を実施しました。

また、平成 23年度以降の郡山遺跡における補足調査は東日本大震災の影響により休止してい

たが、令和元年度に再開し、Ⅱ期官衙中枢部の調査を行い、政庁域の建物配置についての確認を

進めています。

【発掘調査成果のまとめ】

郡山遺跡は『日本書紀』などの文献史料には直接的な記載のない遺跡です。このため遺構の年

代、性格や意義については大部分が発掘調査の成果に基づいています。

〈Ⅰ期官衙〉

Ⅰ期官衙は、材木列によって区画されています。方向は真北から東に 30～33°程振れており、

規模は北東～南西が約 600m以上、北西～南東が約 300m、面積は約 18万㎡以上で、官衙の正面は

名取川と広瀬川の合流点方向の南東辺です。なお、外側の材木列は 2～4 時期の変遷があり、北

部から南部へ拡大していった様相が窺えます。

官衙の中枢部は一本柱列か板塀により区画されており、規模は北東～南西が約 92m、北西～南

東方向が約 120m です。建物はこの塀に密着するように建てられているため、区画内部は広場状

の空閑地となっています。官衙の正面と考えられている南東辺の中央には門が設置されています。

なお、中枢部の建物は 2時期の変遷が認められます。中枢部の周辺には総柱建物によって構成さ

れる倉庫群、掘立柱建物と竪穴建物による雑舎群、櫓状建物によって警備された武器関連の工房

群、竪穴住居が集中する竪穴群などがあり、各群が機能によって院を構成していたと考えられま

す。

これらの院の機能としては、物資の

集積、武器や武具の製作・修理、兵士等

の人員の集合などが考えられます。な

お、官衙全体や中枢部の規模が広いこ

と、畿内産土師器の出土などから、律令

国家と直結した官人の派遣される国家

的施設であり、年代は 7 世紀中ごろか

ら末葉にかけてと推定されます。立地

からは広瀬川と名取川の河川交通と密

接な関係を有していることが窺え、太

平洋の海路に直結する重要な拠点であ

るといえます。従って、この官衙は律令

国家によって太平洋沿岸に設置された

初期の城柵と考えられ、同時期に日本

海側の拠点として設けられた渟足柵や

磐舟柵と対応する城柵と位置付けられ

ます。

Ⅰ期官衙の遺構模式図



3-12

Ⅰ
期

官
衙

遺
構
全

体
図



3-13

〈Ⅱ期官衙〉

Ⅱ期官衙は、Ⅰ期官衙を取り壊し、概ね真北方向を基準として造り替えられています。方四町

Ⅱ期官衙、南方官衙、寺院西方建物群、寺院東方建物群、郡山廃寺などから構成されます。

方四町Ⅱ期官衙の外郭は材木列と大溝、さらにその外側の外溝によって区画されています。材

木列は直径約 30cm のクリ材を立て並べたもので、東西約 425～431m、南北約 424m のほぼ正方形

で、材木列から約 7m外側に幅約 3～5mの大溝、大溝の約 45m 外側に幅約 3mの外溝を巡らせてい

ます。

大溝と外溝との間は空閑地となっています。なお、材木列の南辺中央には門、南西隅と西辺上

には櫓状の建物が、外郭で囲まれた内部の中央やや南よりには中枢部（政庁）があります。正殿

と考えられる四面廂の建物は中枢部の北寄りに位置し、その南側には 2列の南北棟の建物や東西

棟の建物が、中央に広場を持つように「ロ」字状あるいは「コ」字状に整然と配置されています。

これらの建物は大きく 2時期の変遷が見られます。正殿の北側には、石敷の広場、石組池、石組

溝、床貼りの建物などがあり、石組池を中心としたこれらの遺構は、7 世紀に都のあった飛鳥の

石神遺跡の石組池との比較検討から、蝦夷の服属儀礼が行われた場所であると推定されています。

この方四町Ⅱ期官衙の南にある南方官衙には、正殿と同等かそれ以上の規模の建物、長大な建

物などが整然と配置されています。寺院西方建物群は倉庫風の建物が材木塀で区画され、寺院東

方建物群は四面廂付建物を中心に小規模な建物で構成されています。

Ⅱ期官衙は、全体の平面形がほぼ正方形であることや中枢部が中央部からやや南に位置する点、

官衙の外側に空閑地を巡らすという点で藤原宮の構造と類似していることから、当時最新の宮都

であった藤原宮の宮城をモデルに設計されたと考えられます。このような様相から、Ⅱ期官衙は

単なる地域の支配拠点としての評衙や城柵ではなく、より重要度が高い多賀城創建以前の陸奥国

の国府であったと見られます（※）。造営の年代は 7 世紀末葉と考えられますが、終末の時期は

多賀城創建頃と推定されます。南方官衙は 8世紀後半頃までは機能していたと考えられます。

（※）国府の出現としては全国的にも最古段階に位置付けられます。

〈郡山廃寺〉

南方官衙の南に位置し、Ⅱ期官衙と同様に概ね真北方向を基準として造られています。材木塀

によって区画され、その規模は東西 120～125m、南北 167mになります。材木塀の南辺には八脚門

が設けられています。区画内の中央西寄りには講堂跡と推定される基壇跡があり、その北側には

僧房と考えられる建物跡が「コ」字状に配置されています。講堂の南側で溝により区画された一

画から多量の瓦が出土することから、この付近に瓦葺建物が存在したと考えられ、建物配置から

金堂の可能性があります。また、この東側には巨石が出土したとの伝承地があり、塔跡が存在し

ていたと考えられます。伽藍配置や軒丸瓦の文様から多賀城廃寺の前身となる寺院といえます。

造営の時期はⅡ期官衙と同じ 7世紀末葉と推定され、東北地方につくられた伽藍を有する最古段

階の寺院であり、終末は南方官衙と同じく 8世紀後半頃と考えられます。



3-14

Ⅱ期官衙・郡山廃寺の遺構模式図
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方四町Ⅱ期官衙中枢部遺構全体図
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郡山廃寺遺構全体図



3-17

(2)ᇌଝ史ፍ等のྔ௮成ऐ

�૎౅遺跡発઻ྔ௮報ெി⿜ຳউᇨ(1)⿜�ૡ載の、ௗ๜ፀየ౳による「ᆋ章 ଽ代ேऌと૎౅遺

跡」に基ƚいて、ᇌଝ史ፍ等のྔ௮成ऐをまとめます（    は৘ᎌする史ፍ・ணଽಃፍ等）。

Ғ ဪሾ地ሑにおける๏༊૎౅঱ᶟ遺跡ૌのࡔ置ᆋけ

大化のू新において、地ሑ౫ვ組දはそれ以๶のே່ฑƀらᅴฑに࿼হされ、さらにその上

にேが設置されౡめます。この全ே的な地ሑ౫ვ組දの࿼হはጲ࣢の地ࡰにもჂਸしました。

ᅴの設置は、ேに๐行して大化 5（649）年ƀら全ே的に्ౡされ、ᅴฑの施行を೥けて୽ၝྋ

（645～654 年）のうƖに、その上にጲ࣢ேが設置されました。૎౅遺跡Ҧ期঱ᶟのဘ୹ƀら࿌

面に「኎೘」と௅ಌしたဘ౧৯がഞဘしていますが、「኎೘」を኎とするのは、૎኎、ጰ኎、્

ཆ኎、౳の኎があり、௅ಌの「኎೘」は時期ƀらみて્ཆ・౳の኎ではなく、ᅴ኎ƀጰ኎とみら

れます。ᅴ኎ならもƖǂǈ、ጰ኎ƕとしても、このဘ৯の時期には኎೘ᅴが成ጵしていたとணえ

られます。

૎౅遺跡はጲ࣢ேの辺境૪ࢪにഓ要なዂআをऐたしたと౩Ǆれますが、�日本ിਈ�にはጲ࣢

ேよりもࣁேの辺境૪ࢪに৘する記事が໣く೭められています。ࣁでは大化 3（647）年に᥇໑

నを່りన୅をࡤვし、၍ 4年ᄰ೼నを່りࣁと信Ⴕƀらన୅をࡤვしました。�日本ിਈ�に

は記載はありまƐǈが、ጲ࣢でもࣁと၍じく၍時期にҧતに地ሑ঱ （ɜ૎౅遺跡Ҧ期঱ᶟ）の設

置とࡤ民が行Ǆれたことが、ணଽ学の成ऐによって明らƀになってきました。

Ҧ期঱ᶟは 7ฌਈᄖƥに඗నとして設置されました。この඗నはठࡘの地であるҧતを主たる

対象としҨતをも౽ኾにႚれ、ᅴの設置による౫ვፚࡰの४大と、ठࡘの਀ᆴの੐࿾として設け

られました。

৘ဪ૩ဘ৯のഞဘƀらཐられるように、඗న設置以๶ƀらఘဪのࡤ民がຽり௔まれ、それを

基ᄯに඗నが設けられ、7 ฌਈଢ଼ᄖにはҧતを主としҨતにもఘဪƀらࡤ民がຽり௔まれまし

た。

ҧ期঱ᶟ設置時のጲ࣢ேのᄟ෨は、Ҧ・ҧત、Ҩતの一部、2�તとணえると、૎౅遺跡のࡔ

置は൛しሾにᇤしていますが、Ҧતに対しては内ጲ部ƭはဪ౅ၗ、࣎য়部ƭはॆၗによってᎌ

ጛし、࢏࣢౅ቾをࣁえた 2�ત最上・置಄ᅴƭは、኎೘๖࣎いにฦ進しయ༭ၙをࣁえて最上ᅴ（౅

૛ቑ地）ƭ౼るၗが通じていたと౩Ǆれます。፺ਓ 2（716）年 9 ଈに最上・置಄ 2 ૎をഞ࢏ே

にࡤ৉する以๶のጲ࣢ேᆒは、࢏࣢౅ቾをॸてて、そのဪとฦの 2�તを৉এしなけれƥならな

い௘ႍさをもっていましたが、య༭ၙࣁえのၗをມ定すると、実は૎౅遺跡はこの時期のேᆒ

として୻࿪なࡔ置であったといえます。

ேᆒҧ期঱ᶟの時代のጲ࣢ேの政ప的課題は、Ҩતにおけるጳ令ฑ౫ვの॰ጵであり、ҧ期

঱ᶟはその政ప実現の௠੐地のዂআをऐたしました。ጊᎡ 4（720）年のठࡘᄗጞによってその

౫ვはෆ௅な໫ૼを೥け、これに対して新౫ვ体ฑ構ཝが進められました。それに࿪஽する新

ேᆒ໣र඗がຕଔされたことで、ここにҧ期঱ᶟはそのዂআを終え、終ᦫを૸えました。

17

¾ ૎౅࡬跡との৘ᎌƁணŽƾǁǀᇌଝ史ፍ

�໗
ƌƼƄ

႘
に

቎
ưǈ

ਈ
ƃ

�፺
ǁい

ਓ
き

ଭ（715）年 10 ଈོ
Ƨのと

࢕
Żƌ

ඞにbƈǁࡒ๶ƀƾᇘ
ƭい

໠
Ƶƾ

ሑኜのठࡘƁጲ࣢�ே
ƈƄ

ᆒ
ƪ

ॶ
ƀƄ

ऀ
ƀ

�

に௟ᆑǇƷƘƛྋ஭ƌたと਋ƌb໣र඗ࡒ๶のጲ࣢ேᆒの存ఓƁ史ፍに॰ႡƜきƳƎc

Ƴたb�໗႘቎ਈ�ጊᎡ
ƽŻ ǂŻ

4（720）年 9 ଈོ࢕ඞにbࡌ ళ ౚ
ŷƑƖ（ŷǈƊƙƌ）

ฝ
ƌƼŻ

ୖ
Ɖ

ࡔ
い

ऀ
げ

上ኣ
ƀƴ ƙけ

ኾ
ơの

ྋ
ŷ

෍
ƒǈ

ஃ෗
Ƨǂ Ƨと

Ɓठࡘのᄗ

ጞにƽƘƛస॔Ɗǁたとŷƿb૎౅ҧৼ঱ᶟのಐৼのഞ来ಈとணŽƾǁƳƎc

ƈŻƌた਋ഠƁྞไ࿨に૎౅࡬跡Ǉ౪ƎとƤཉ࿊ƜきƳƐǈƁb৘ᎌƁணŽƾǁǀ史ፍとƌƛጽ

の上bྔ௮ǇුƶƛいƄ必要ƁŷƿƳƎc࡝
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¾ ഞဘဘ৯ƀƾƴǀ໢དࡰとの৘Ǆƿ

½ ૎౅࡬跡にſけǀ�໢དࡰのၟ྇ǇಘƎဘ৯�のഞဘ

૎౅࡬跡ƹ፥ไƎǀྙྎࢾဪ࡬跡・ฦ༊ᄂ࡬跡ƜƤb�৘ဪདሑのၟ྇ǇಘƎဘ౧৯�

ƁഞဘƌƛいƳƎƁbƒの૓向とƌƛb৘ဪདሑのဪ໊（ଵఓのࡹ඗ଡƹ๑ጃଡ）のၟ྇

ǇಘƎƷののഞဘƀƾbฦ （໊ଵఓのૌ჉ଡႊᆪƹటઈଡ）のၟ྇ǇಘƎƷののഞဘƭの

ᇥ化ƁႡƶƾǁƳƎcƈǁƤbओ๖の஽ጺ࿾ሑ向ǇฝኜとƎǀҦৼ঱ᶟƀƾb෉ሾሑ向Ǉ

基മとƎǀҧৼ঱ᶟƭのᇥ化と஽ǄƐƛணŽǀとbҦৼ঱ᶟのಐৼにſけǀb৘ဪདሑの

ဪ໊ƀƾᆵဥଡ࣎য়ᆪǇཨ継ƌたॆ᎓ƜのȖーǳƀƾbҧৼ঱ᶟのಐৼとƴƾǁǀဪ౅

ၗଔ็にƽǀጲ᎓ƜのȖーǳƭのᇥ化ǇᄗࢭƌƛいǀईႷตƁணŽƾǁƳƎc૎౅࡬跡

Ƥଽ༉ேऌถጵに৘Ǆǀॆ᎓ƀƾጲ᎓ƭのᆾጺȖーǳのᇥ化Ǉཐǀ上ƜƷb大きな࡝ਟ

ǇዛƌƛいǀとணŽƾǁƳƎc

Ƴたd૎౅࡬跡（༌ 19 ಑ྔ௮）ƹb፥ไƎǀฦ༊ᄂ࡬跡（༌ 1 ಑ྔ௮）ƜƤb൛ፘな

Ɓƾ�ሾဪሾのၟ྇ǇಘƎဘ౧৯�Ɓഞဘƌƛſƿbဪሾདሑにſけǀஃᄧࡗな෗・ȍǹ

のࡤ၌にƙいƛƷ࢔ŽƳƎc

½ ະ
ŷい

ǹ
の

ମ
Ƥƾ

跡にſけǀ�኎೘�ቁി࡬
ƱƄ ƌƼ

ဘ৯のഞဘ

኎೘๖ཨጺࡰの๏༊౦໤წતྺ൮にࡔམƎǀະǹମ࡬跡Ƥbႈᇌಐ༉のဘ୹ƹᇓࡊಐ

༉の༪଄ഉ੍跡なƞƁଣƙƀƘƛいǀ࡬跡ƜƎƁbƒのŻƖᇓࡊಐ༉の༪଄ഉ੍跡 1 ଦ

ƀƾ�኎೘�とቁിƊǁた 9 ฌਈཨ௖とƴƾǁǀဘ౧৯ᕯ
ƙき

ƁଣƙƀƘƛſƿbƈのདƁ኎

೘૎に໔ƌƛいたईႷตƁணŽƾǁƳƎc૎౅࡬跡の年༉とƤॸたƿƁŷƿƳƎƁbະǹ

ମ࡬跡ƁസఓƎǀ໤წતྺ൮೮ᇩƤb኎೘๖ऀጺࡰの૎౅࡬跡ƀƾయ༭ၙƭと౼ǀ౅ŷい

にࡔམƌƛſƿb૎౅঱ᶟƁ৿Ⴗƌƛいたƈǂの౅૛ሑኜƭのࡤ၌Ȗーǳ・౫ვፚࡰǇண

Žǀ上ƜƷbౄணになǀಈ፯とணŽƾǁƳƎc
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ғጳ令ேऌと๏༊૎౅঱ᶟ遺跡ૌのƀƀǄり

�石්遺跡の৿Ⴗと๏༊૎౅঱ᶟ遺跡ૌ�

石්遺跡はᅌྛ寺寺ࡰのฦሾવにไしてࡔ置し、7ฌਈᄖƥ～8ฌਈ๶ᄖの年代で、ĸ～Ļ期

の遺構がഓᆷしています。ሑ૛石組池があるのはĸ期とĹ期ですが、そのうƖĸ⿜3期が最も整

備され、෦኿౅石とାƥれる෦኿౅をƀたどった石ลのᇂ෯施設がഞဘしていることƀら、�日

本ിਈ�ฮ明ਈにみえる෦኿౅の園池にဴたるとணえられています。ここではྋ஭してきたठ

。などのᆴ໔ਕ፵が行Ǆれたとணえられますࡘ

ҧ期঱ᶟと石්遺跡の 2つのሑ૛石組池は、ᇓ面規ኟこそ௭がありますが、ጮ௔めの୿法や石

組にしていることなど、ච෯をཻめるための構່という࿾で共通しており、ፊ者は၍じ用ထに用

いられたものと෮ళされます。その఑、ҧ期঱ᶟ政庁と石්遺跡で行Ǆれた共通のことは、ठࡘ

のᆴ໔ਕ፵であったとணえられます（Å）。ठࡘはཛくとも 7 ฌਈᄖƥƀらቚ年ဒとேᆒ・඗న

などの地ሑ঱ᶟにྋ஭し、࿵சにᆴ໔することをศዃするᆴ໔ਕ፵を行ったとணえられますが、

ဒでのठࡘ・ᄓ෗などのᆴ໔ਕ፵は、7 ฌਈと 8 ฌਈでは、行う日時、場所、ต६をᇥえたとみ

られます。7 ฌਈには日時を定めず්รな場で行い、࿵சƭのᆴ໔を්รなるものにศዃする೦

ട的なต६ƕったものが、8 ฌਈには大ઇက・ྋ၎で行うଭ日のྋरに参፿して、࿵சにྞไศ

ዃするਕ፵的なต६のものにᇥ化したとみられます。ᇖ行して、7 ฌਈにठࡘ等のᆴ໔ਕ፵が行

Ǆれた場所は、ฮ明ྋにおいては෦኿౅の園池であったものが、࿵ᆦ・ಏျྋにおいてはᅌྛ寺

ฦのఌྰのஃ場にᇥ化したとணえられます。その఑、ฮ明ྋの෦኿౅の園池におけるᆴ໔ਕ፵が

්รなものであるとすれƥ、そこに設けられた石組池は、ਕ፵を行う๶に඾ිをพめる᫶に用い

られたとணえられます。また、ఌྰは්รなケȏǘで、ᅌྛ寺のฦにあった大ྰの下が、࿵ᆦྋ

にはਕ፵場として整備されたとணえられます。

ठࡘ等のᆴ໔ਕ፵が 7 ฌਈ型ƀら 8 ฌਈ型

にᇥǄったのは、大ሉଭ（701）年ଭ日のྋर

ƀらとணえられます。そのため、ಏျ 8（694）

年 12 ଈဿମ਺ƭの๱਺以வもᇌᆦ 4（700）年

までは、ᅌྛのఌྰのஃ場でᆴ໔ਕ፵が行Ǆ

れていたとணえられます。

（Å） 現在までに、ᅌྛ地ሑ以॒においてሑ

૛石組池が発見された例は૎౅遺跡に଺られ

ており、ேऌሾ辺における地ࡰ౫ვのၟ྇や

展्थ程が࢔えます。
མࡔ跡の࡬්ุ

¾ 跡にſけǀ�ဪሾདሑのဘ৯�のഞဘ࡬්ุ

跡ഞဘのဘ৯と૛ඡƹྔ整ሑሓƁ፬ಉƌたဘ৯Ɓഞဘƌƛſƿbƒの大ᄖ࡬跡ƜƤb૎౅࡬්ุ

Ɓᅌ
ŷƎ

ྛ
ƀ

ච
きƽ

୞
ƴ

ମ
Ƥƾ

਺
のƴƹ

ৼ（672～694 年）ƀƾဿମ਺ৼ（694～710 年）のᅌྛདሑのဘ৯ととƷにഞဘƌ

ƛいƳƎ（ဘੲ 2020）cƒのƽŻなဪሾདሑのၟ྇Ǉಏƙဘ৯Ƥb�႘቎ിਈ�ಏျ 2（688）年 12

ଈ 12 ႘ඞ�ᅌྛ಍ฦྰऀにठࡘཌྷ൅ 213 ෗Ǉ੾ƌdধࡔǇ೨けdᆾǇ಄Ż�なƞの਋ഠにƴƾǁ

ǀb࿵ᆦ・ಏျྋにſいƛபǄǁたᆴ໔ਕ፵ƹ੾ࣤの఑にbဪሾདሑƀƾౄइƌたठࡘƁಏƖ௔ǈ

ƕƷのとணŽƾǁƳƎc

ྞไ࿨なࣣ来ƁŷƘたƀƤᆊ॰࿊ƜƎƁb๏༊૎౅঱ᶟ࡬跡ૌƤဪሾདሑの੐࿾とƌƛbଽ༉に

ſけǀஃࡰなདࡰ৖୪ጺに৘ǄƘƛいたƈとƁணŽƾǁƳƎc
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�ဿମ਺の構່と๏༊૎౅঱ᶟ遺跡ૌ�

ဿମੜはಏျ 8（694）年 12 ଈ～和ၘ 3（710）年 3 ଈの 16 年間の਺ဒであり、まƕੜࡰは॰

定していないが、はじめてඞሩฑがしƀれ、਺඗が設けられた最ഷのጳ令ฑ਺ဒとࡔ置ƚけられ

ています。ҧ期঱ᶟはこのဿମ਺の਺඗と構່の面で共通࿾が指࿤できます。すなǄƖ、ҧ期঱

ᶟの঱ᶟࡰとဿମ਺の਺඗ࡰのᇓ面૛がいずれもưƱ正ሑ૛で、ƀつཨ෿となる政庁と大ઇက・

ྋ၎が、঱ᶟࡰのႊሾཨತ๦上のཨ࣡部ƀらႊ部にࡔ置する࿾です。਺ဒの፾史を見ても、正ሑ

૛の਺・਺඗とそのཨ࣡部にཨ෿施設がࡔ置する構່は、ဿମ਺にౡまるとணえられます。

ဿମ਺では大ॢの॒に、॒ቋと大᎓໊溝というႏഓの溝、その間に壖地と॒周໷というႏഓの

઱間໷をめƅらしています。このような大ॢ॒の構່はဿମ਺にၟ有なもので、ҧ期঱ᶟでは、

॒ॶの材ኪ፿ᇑの॒に壖地をॸてて大溝、その॒に઱ৗ地をॸてて॒溝をലらし、ဿମ਺と၍じ

く、॒ॶの॒がႏഓにቋと઱間໷をめƅらす構່になっています。

ҧ期঱ᶟとဿମ਺が、全体のưƱ正ሑ૛のᇓ面૛とཨ෿部のࡔ置、॒ॶの構່の࿾で共通する

ことƀら、ፊ者は設計の上で৘૒があったとணえられ、਺඗であるဿମ਺をȍǲルとしてேऌの

ሾ辺にࡔ置するҧ期঱ᶟが設計されたとみられます。ҧ期঱ᶟがဿମ਺をȍǲルに設計されてい

ることは、ҧ期঱ᶟのต६、および່ࢪ年代をணえる上でഓ要なことです。

-

¾ ဿମ਺ǇȍǲȖとƌたདሑ঱ᶟ

ᆵࣰଡபੲ౦にസఓƎǀᆵମ
ƪƄ ƥǀ

ྙೄମ঱ᶟ
ƖƼ Ż ƍƸ ƥ ǀƀ ǈƁ

跡࡬
い Ɛ き

（ᇓถ 29 年

ே史跡に౪࿊）Ƥb7 ฌਈ末ƀƾ 8 ฌਈཨ௖にƀけƛࢪƳ

ǁたདሑ঱ᶟのทྃ跡Ɯbડೱ最大ੇのਊኟƹ૛໺࿨ၟ྇

ƀƾbሟ๶ேŷǀいƤડೱ๺ࡰのျಓにƷ৘ǄƘた঱ᶟの

ཨ෿౮็ƜŷƘたईႷตƁ౪࿤ƊǁƛいƳƎc

ᆵମྙೄମ঱ᶟ࡬跡のҧৼทྃにſいƛƷb઱ৗདƁ็

けƾǁƛいǀƈとƀƾbဿମ਺になƾƘた็૱ƕとணŽƾ

ǁƛſƿb๏༊૎౅঱ᶟ࡬跡ૌとの৘૒ƀƾbଽ༉ேऌƁ

႘቎፿ဥのဪとฦƜཨ࣡のଚ࡚ǇಘƒŻとƌたஓມƁ౪࿤

ƊǁƛいƳƎ（பੲ౦ੱࡿ࡙ࡱव 2019）c

ဿମ਺のࡔམ

॒
೮
໷

ဿମ਺ኟ૙಼෉(ংମ౦࿓੝)

(地理院Ǫイルに遺跡ࡔ置を追記)

๏༊૎౅঱ᶟ࡬跡ૌ

ဿମ਺跡

ᆵମྙೄମ঱ᶟ࡬跡

(地理院Ǫイルに遺跡ࡔ置を追記)

ဿମ਺跡

跡࡬්ุ

৘ᎌ࡬跡ࡔམ図
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Ҕଽ代におけるே఑情ฒと๏༊૎౅঱ᶟ遺跡ૌのƀƀǄり

�日本ിਈ�にはฮ明 4（658）年ƀらฮ明 6（660）年にƀけて、ࠬზᄾጓᆍが๫ཆをጴいて日

本ॆ࣎য়に࣎ってሾดしたことに৘するඈ఍な記事が載Ɛられています。そのฮ明 5（659）年の

第 2 षࣙดଢ଼にၗ࣢ே౜がࣁே౜とともにም章・ൄࡔされていることや、�常ጲேᆭဘ記�ஷဥ

૎ඞにみえる、࿵པྋにᷞேのために๫がଔ່されていることなどƀらみて、ጲ࣢ேでもこのᄾ

ጓᆍのሾดと၍じ௖に໤ᇓዼ࣎য়࣎いに๫ཆによるሾดが行ǄれたईႷตがあります。ฮ明ྋの

ሾሑࣙดについては、ሾॆၗのဍဥठࡘやそのሾሑのഛ඿等ሾሑൂആཆとの৘૒をཝくと共に、

ே఑情ฒのગჱ化のཨで、ேဘのሾ部と大ጲの地理的৘૒を明らƀにする地理的༷ఫ・༷検の࡝

ታもあったとணえられます。7ฌਈᄖƥのဪǍジǍのே఑情ฒについてみると、෮ଽ 26（618）年

にଔேしたဠが੫大な࿋ேをଔ設してဪǍジǍൂேに政ಓ的・્事的な࠽፛を加え、一ሑྋ๵ᄖ

ဥではஸણ፻・ᅪఅ・新ጓの 3ேが࿢ጵして対ጵ・உຮしていました。ဠ࿋ேの॒࠽のཨでภき

ౖっていくためにྋ๵ 3ே、Ꭻはேฑूॹに೘り組ǈでいます。大化のू新のମࢀの 1つはこの

とみられ、対॒৘૒はू新政ᆒの大きな課題であったとணえられます。Ҧ期঱ᶟはこのよう࠽॒

なே఑৘૒のཨで、ሾሑฌैとの৘૒を構ཝするための੐࿾として、ዂআを༶Ǆされていました。

¾ ๏༊૎౅঱ᶟ࡬跡ૌとဪǍジǍのƀƀǄƿ

½ ྋ๵ᄖဥとのƀƀǄƿ

૎౅࡬跡ƜƤ bශጓ
ƌ ƾ ƃ

のଟǇኟƌたとƴƾǁǀࣅኜ
Žǈ ƶǈ

ଟ
けǈ

のჅᇦƁଣƙƀƘƛいƳƎ（༌ 35 ಑ྔ

௮）cƳたb්ุ࡬跡ƹ૎౅࡬跡のุຎཕとᇓኜ૛Ɓ፬ಉƌたุຎのሑཕƁ৚ேƜƷଣƙƀƘƛ

いƳƎƁd৚ேのሑཕƤ࿌ኜにᆕุƁなƄdᎋǇඬŽƛ৕ඊƌたཕとࡔམƚけƾǁƛſƿb႘቎

のุຎのሑཕとƤ用ထƁࡣなǀたƶb૩ᆞ৘૒にƤଙ၀Ɓ必要とƊǁƳƎ（ஸญ 2001）c

½ ଽ༉ဪǍジǍのဒ඗ଞ੄と૎౅࡬跡

૎౅ҧৼ঱ᶟのȍǲȖとなƘたဿମ਺Ƥ႘቎最ഷのཨேᆭのဒ
と

඗
ƍƼŻ

とƌƛ່ࢪƊǁた਺඗Ɯŷ

ƿbཨே・ྋ๵ᄖဥ・႘቎といƘたଽ༉ဪǍジǍにſけǀဒ඗ଞ੄にഓ要なዂআǇऐたƌƛいƳ

Ǝcဿମ਺との৘૒にſいƛb๏༊૎౅঱ᶟ࡬跡ૌƷଽ༉ேऌ૛ถৼにſけǀဪǍジǍとのே఑

୪ጺƹᇌ化࿿ႿǇணŽǀ上Ɯ਌ഓな࡬跡とସŽƳƎc

½ ᆽੱᇌ化の࿿Ⴟと૎౅࡬跡

�႘቎ിਈ�ಏျ 3（689）年ฝଈ 3 ႘ඞにƤbጲ࣢ேዓ
Ż

ᔱ
き

ၺ
たƵ

૎
ƅǈ

の඗
き

ጊ
ƈŻの

ठࡘ
Ž ƴ ƌ

ƾにഞऌǇ੔Ǝと

ŷƿb၍ 7 ଈ 1 ႘ඞにƤdጲ࣢のठࡘのດにᆽໂ・ඎ
ƀƢ

・ஷ᎑
ƈ Ż ǂ

・ᄀ
ƥǈ

့ǇይŽたといŻ਋ഠƁƴƾǁ

ǀなƞbဴಐのጲ࣢ேၾにſけǀᆽੱのஃƁƿのࡴ༾ƁౙŽƳƎƁdƒのथ࿘Ɯ૎౅჋಍Ƥഓ要

なዂআǇऐたƌたとມ࿊ƊǁƳƎcƳたb૎౅჋಍ƤbဪሾདሑにƙƄƾǁたऄ
Ɓ

ጣ
ƾǈ

ǇዛƎǀ最ଽ

ཌॎの಍ࢇƜŷƿbऄጣვམにſいƛb໣
た

र
Ɓ

඗
ƍƼŻ

჋
Ƥい

಍
ƍ

（ጲ࣢ேᆒ໣र඗のᆋ໔঱಍）ƹའ
ƙƄ

౹
ƌ

৑
ƀǈ

ฌ
Ƒ

ࣿ
ſǈ

಍
ƍ

（大௿ᆒのᆋ໔঱಍）との੢ྫྷตƁ౪࿤ƊǁƛいƳƎc႘቎ேၾにſけǀᆽੱᇌ化の࿿ႿǇண

Žǀ上Ɯഓ要なዂআǇऐたƎƕけƜなƄbဪǍジǍདࡰにſけǀᆽੱᇌ化のஃƁƿといŻ৑࿾

ƹb಍ࢇの່ࢪにᄔŻዻyなਙട（ଔཝ・່ত・୿૷なƞ）の࿿ႿǇணŽǀ上ƜƷഓ要ƜƎc
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ಐ༉

630 ᏸነӠӠӠӼ ༌ӻषଧဠౚჃଧ

637 එኣኾૉ૛኎を൙્に႞֗ӣठࡘを討つ

645 ་化ӠӠӨӨӻ ࣹቶのᇥӲ་化改ශ）֋ౡֽ׊

647 ӠӠӠӠӠӠӽ ᥇໑నӲශঅଡӴを່׊

648 ӠӠӠӠӠӨӨӾ ᄰ೼నӲශঅଡӴを່׊

649 ӠӠӠӠӠӨӨ㕵 ๺ே֦ᅴ֋ଔて׊׋׈

ԀӿӼ წ᾽ӠӠӠӽ ႍჂྙᇕሟఠ਺֋রถ

653 ӠӠӠӠӠӠӾ ุ඗ᅴ֋ଔて׊׋׈ ଧဠౚჃଧӣၗ൨ႚဠ

655 㕷ଈ ႍჂ਺֦ࣁՔጲ࣢のठࡘを੾֘

ԀӿԂ⿤
60

ࠬზᄾጓᆍӣ႘本ॆ࣎য়をሾඑ֘׊་நॆをப
օ

659 ӽଈ ၗ࣢Քࣁのே౜Ք૎ፚにࡔを೨׊֐ ӽଈ
৅ঁ਴ဪの๖ମに෦ᚗ౅を່׉,ጲࣁ࣢֧のठࡘ
を੾֘

㕷ଈ ଧဠౚ֋ጲ࣢のठࡘཌྷ൅Ӽ෗を၍ၗ֘׊

660 ӿଈ ุඑཕのֺ֧׉に෦ᚗ౅を່׉ഛ඿を੾֘

663 წ໠ஔの๗い

ԀԁӼ ෛ෇のጞ

ԀԂӼ Ӡӽଈ ጲ࣢ேのठࡘにࡔを೨׊֐ ࿵ᆦ࿵சӣශ඗にபஂ

684 ਺ಬのདを࿊め׊

685 ӽଈ ൂேのऌ֧֓にᆽ಻を່׊֚׈

686 ೛ྛӠӠӠӻ ԃଈ ࿵ᆦ࿵சሌ୞

688 ӻӼଈ
ᅌྛ಍ฦྰऀにठࡘཌྷ൅Ӽӻӽ෗を੾֖ӣধࡔを
೨֐Ӷᆾを಄օ

689 ӻଈ ጲ࣢ேዓᔱၺ૎の඗ጊठ׈ࡘにഞऌを੔֘

ԁଈ ጲ࣢のठࡘのດにᆽໂՔඎՔஷ᎑Քᄀ့をይえ׊

690 ӻଈ ಏျ࿵ச໌ࡔ

694 ӻӼଈ ဿମੜにဒを๱֘

697 ӻӺଈ ጲ࣢のठࡘ֋ဿମ਺にྋ஭֘׊

698 ӻӺଈ ጲ࣢のठࡘ֋ဿମ਺にྋ஭֘׊

ԁӺӻ ་ሉӠӠӠӻ ӽଈ ቐॆ⃨ছをጲ࣢にჃଧ֖ӣઞをยᎍ֚֔׊ Ԃଈ ་ሉጳ፭রถ֘׊

ԁӺӼ ӠӠӠӠӠӠӼ Ԁଈ ଧဠౚࡈဂ෉෗׈ഞᄇ֘

704 ӠӠӠӠӠӠӾ Ӿଈ ൂேのࡽをུ׊

૞ࢦӠӠӠӻ ԁଈ ဂ෉෗਀ྋࡈ

705 ӠӠӠӠӨӨӠӼ

708 ᎬၘӠӠӠӻ ֎૎を置࢏ଢ଼ேにഞࣁ

709 ӠӠӠӠӠӠӼ ӽଈ ׊ด討に఑֖、ጲ࣢ேにׁྣဪ൙્をჃଧ֘ࡘଢ଼のठࣁ

ԁӻӺ ᎬၘӠӠӠӽ ӽଈ ᇓ඗ੜにဒを๱֘

ԁӻӼ ӠӠӠӠӠӠӿ ԃଈ ഞ࢏ேを置֎

ӻӺଈ ጲ࣢ே৉ၾの௻එゆ置಄ႏ૎をഞ࢏ேに֧֒֘ࡤを኏֙

ԁӻӽ ӠӠӠӠӠӠԀ ӻӼଈ ጲ࣢ேに༲೘૎をଔて׊

ԁӻӿ ӠӠӠӠӠӠԂ ӻଈ ଭ႘ྋरに։いてጲ࣢Քഞ࢏のठ့ࡘ֋ၟౌᆾを進එ֘׊

ӿଈ ະኟӶඑຳӶඛጲӶඑኾӶᆦໆӶऀኾのᆏኁӻӺӺӺ୅をጲ࣢ேに配֘

፺ਓӠӠӠӻ ӻӺଈ ጲ࣢ேஷओ໠Ӷᾄ໠に૎ऌをଔて׊

ԁӻԀ ӠӠӠӠӠӠӼ ԃଈ ጲ࣢ே৉ၾの௻එゆ置಄ႏ૎をഞ࢏ேに֘ࡤ

ԁӻԁ ӠӠӠӠӠӠӽ ጰฑを改めӶ੻ጰฑ֧֘׊

ԁӻԂ ጊᎡӠӠӠӼ ӿଈ ጲ࣢ே֊ุ׈඗Ӷุგのႏேをᇀ置֘׊

ԁӼӺ ӠӠӠӠӠӠӾ ԃଈ ጲ࣢ேのठࡘᄗጞ֖Ӷࡌళౚඑኣኾᙼ෗をస֘Փಏ้ดࡘ൙્

໣ಓᄾᯏ೙׈をჃଧ֘׊

ԁӼӻ ӠӠӠӠӠӠӿ 㕸ଈ ഞ࢏ே֋ጲࡌ࣢ళౚの৉এऀ֧֔׊׋

ӻӺଈ ಶဂ૎のႏ੻を֔֌ণဂ૎を置֎

ԁӼӼ ӠӠӠӠӠӠԀ Ԃଈ ൂேׇ׉న୅ӻӺӺӺ෗をጲ࣢ྣ所に配֘׊ Ӿଈࢢ ௚ဂᅪቮྎᇶの्௚を計画֘׊

ԁӼӾ ්ਓӠӠӠӻ ӽଈ ጲ࣢ேのॆၗठࡘᄗ֖Ӷ་᝷௨ღಋࣴቕᎎをస֘ Ӽଈ รᆦ࿵ச໌ࡔ

Ӿଈ ॆၗठࡘをด֘׊ためӶӨಏ้་൙્ဿମࢍ஽׈をჃଧ֘׊

ԁӼԂ ӠӠӠӠӠӠӿ Ӿଈ ශたにწओ્ཆを置֌Ӷ༲೘્ཆを改めてઈఢ્ཆ֧֩֘

730 ࿵ᇓӠӠӠӼ ӻଈ ጲ࣢ேのဂࡘ໠に૎ऌをଔて׊（ࣙဂ૎の็置）

733 ӠӠӠӠӠӠӿ ӻӼଈ ഞ࢏నを൝ၾད方֊׈೷ဂ໠ஸพ෯ࣰに֘ࡤ

737 ӠӠӠӠӠӠԃ ӻ⿤Ӿଈ ໣र඗֊׈ഞ࢏నַのྞ᎓्ྫྷಈ઄（የ്໠の೚๶֦ཨ౱）

ԁӾӻ ӠӠӠӠӨӠӻӽ Ӽଈ ேᇀ಍ຕଔのඇ

749 ࿵ᇓ്ሉӻ ӻଈ ጲ࣢ே൚ဂ૎ׇ׉ഷめて࣯ઞを஭֙׊

760 ࿵ᇓሉಌӾ ӻଈ የ്඗Ӷါภనの່ࢪ֋೸׊

ԁԀӼ ࿵ᇓሉಌ㕶 㕱㕲ଈ ໣र඗の改ೲ୿ಈরፇ֖、໣र඗ᅂ֋ଔて׊׋׈

767 ්୦૤ࢦӻ ӻӺଈ ׊೸ࢪಓ඗の່ࡓ

ӻӺଈ ጲ࣢ேにૄମ૎を置֎

774 ሉਓӠӠӠӿ ԁଈ ጲ࣢ேのॆၗठࡘӶါภ඗をඹ֖Ӷそのฦॶを჎׊

ӽଈ をస֖໣र඗を೿ૼ׈ళౚਈஃറࡌಓᓳቕᎎӶӨࡓ

784 ࣊፽ӠӠӠӽ ӻӻଈ ྙࣰੜにဒを๱֘

794 ࣊፽ӠӠӨӻӽ ӻӺଈ ᇓࡊੜにဒを๱֘

ԂӺӼ ӠӠӠӠӠӨӼӻ ӻଈ ག༘඗֋່׊׋֔ࢪ

ฦ፽ Ⴉ஼ ႘本の೗֩ഞ጖ಈጲ࣢ே৘૒ଽ༉ౝ

Å֒の௖、ᷞே（֎にֽ֍）のためጲ࣢ேุ඗๫່に་๫をఢ׊֚׈

Å֒の௖ֽ֦にၗ࣢ே֋ଔே֔׊׋

ᇓ
ࡊ

ಐ
༉

ၼ
ፕ
ಐ
༉
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（2)仙台郡山官衙遺跡群の本質的価値

大化元(645)年にはじまる大化の改新の後、律令国家は東北地方の蝦夷の住む仙台平野以北の地

域に関しても直轄支配地に組み入れようとして次々と城柵を設置しました。仙台郡山官衙遺跡群は

このような流れの中で造営され、やがて陸奥国全体の政治・軍事の拠点という役割を持つに至りま

した。その後、この役割は多賀城に受け継がれることになります。

7世紀中頃より仙台平野の政治・軍事拠点として、また 7世紀末葉には多賀城以前の陸奥国府と

して、古代より陸奥国の中心であったことがこれまでの調査で明らかとなった仙台郡山官衙遺跡群

は、特別史跡多賀城と並ぶ歴史的な意義を持ち、地域史にとどまらず日本古代史を語る上で欠くこ

とのできない極めて重要な遺跡であるといえます。

平成 20 年策定の保存管理計画において整理された歴史的価値をもとに、これまでの調査成果か

らわかったことを再整理し、仙台郡山官衙遺跡群の本質的価値について、指定説明文等から読み取

れる①・②及び、価値評価の視点の進化を反映した③の 3点にまとめました。

①東北古代史のはじまりを象徴する遺跡

仙台郡山官衙遺跡群は全国的にも最古段階に位置付けられる古代の地方官衙です。律令国家が東

北地方太平洋側の支配のために設けた最初期のもので、文献に残らなかった官衙の存在が発掘調査

を通して明らかになった点においても、7～8 世紀の日本古代史の解明に不可欠な遺跡といえます。

Ⅰ期官衙においては、評の成立を示すとみられる「名取」刻書のある土師器が出土しており、律

令国家による地方支配制の進展を考える上でも貴重です。また、Ⅰ期官衙は『日本書紀』にみられ

る日本海側の渟足柵・磐舟柵に対応する太平洋側最古の城柵であり、Ⅱ期官衙は多賀城創建以前の

陸奥国府と考えられ、古代国家成立期における東北地方の政治・軍事の拠点施設の具体的様相を知

ることができる貴重な遺跡であるといえます。

②中央集権国家成立期の北辺政策による遺跡

Ⅱ期官衙の中枢部に位置する石組池は、蝦夷が天皇に対する服属儀礼を行った飛鳥石神遺跡の石

組池とほぼ同じ構造を持っていることから、これと同様の儀礼が行われたと推察されます。現在ま

でに、飛鳥地方以外で類似の遺構が発見された例は本遺跡のみであり、国家北辺における地域支配

の展開過程を知る上で重要な遺跡といえます。

また、Ⅱ期官衙のほぼ正方形を成す平面形や規模、外郭に空閑地のある構造は藤原宮がモデルに

していると考えられますが、同様の空閑地は九州（豊前国）の福原長者原官衙遺跡（7世紀末～8世

紀中葉）にもみられ、古代国家が日本列島の北辺と西辺において中央政府の威信を示そうとした意

図が伺えます。また、1辺 428mに及ぶ材木列を四周に巡らし、官衙の南方には伽藍を擁する寺院を

配置するなど、古代地方官衙の空間的スケールを示す遺跡として重要であるとともに、古代におけ

る「日本」という国の成り立ちに関わった、飛鳥時代の宮殿域（石組池・石敷・槻の木の広場）を

地方にあって体感できる貴重な遺跡であるとともに、古代の東北地方において、日本海側と太平洋

側に対する政策の様相は連動していると考えられ、律令国家成立期の東北地方に対する政策を知る

上で貴重な遺跡といえます。

③東北地方から東アジアに及ぶ人・文化・技術 の交流を示す遺跡

西台畑・長町駅東遺跡などの集落や向山横穴墓群などの墓域、東山道（未発見）などとも関連し、

仙台平野南部に対して大きく影響を及ぼすとともに、現在の宮城県域に止まらず、遺物等を通じて

奥羽山脈の西側や北東北とも関連が窺われ、広範囲に影響力を及ぼした重要な遺跡であったといえ
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ます。さらに、Ҧ期঱ᶟƀらഞဘした਄内ౌဘ౧৯ƀらは਄内ƀらのዂ෗のჃଧが、৘ဪ地ሑのၟ

྇を示すဘ౧৯ƀらは৘ဪƀらのࡤ民がౙえる一ሑで、本遺跡ഞဘのோනဘ৯と૛状やྔ整ሑ法の

፬ಉしたဘ৯がᅌྛ石්遺跡でഞဘするなど、ஃࡰな地ࡰ間୪ጺがౙえます。

ҧ期঱ᶟの構່やଔᆾვ置は、日本最ഷのཨேᆭဒ඗であるဿମ਺がȍǲルとணえられ、ଽ代ே

ऌ૛成期におけるဪǍジǍとのே఑୪ጺやᇌ化࿿Ⴟをணえる上で਌ഓであり、૎౅჋寺は、ဪሾ地

ሑでऄጣを有する最ଽ段階の寺院であり、ဪǍジǍにおけるᆽੱᇌ化のஃがりや、寺院の່ࢪにᄔ

うଔཝ・່ত・୿૷などのዻyなਙടの࿿Ⴟをணえる上でഓ要な遺跡といえます。

૎౅遺跡の所在する૎౅は、኎೘๖とஃญ๖にࡗまれ、ओ๖୪通や໤ᇓዼにおけるॆዼ୪通に࿪

した地であり、ᅌྛ～ၼፕ時代の঱ᶟの設ࢪにౡまり、ছຘ時代の࣢ೱ஽๗時には࣢大ၗ（ቴ発見）

をଳጘྋ્が通थしたとணえられ、৘ȡମ஽๗ではࡓ༥政೯がሾ目඗（૎౅遺跡に፥ไ）に෢を置

き、現代でもဪሾ地ሑのᆾጺ੐࿾としてഓ要なዂআをऐたしたྙྎࢾणೆ຦ೆ場（ྙྎȏーǴ）や

Łŉྙྎࢾがࡔ置するなど、ଽ代ƀら現代に౼る「ᆾጺの要ඃとしての૎౅地ત」のはじまりを象

྇する遺跡といえます。

ҧৼ঱ᶟイメージ図
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（3)構成要ຍ

史跡地やその周辺地ࡰには、史跡としての価値（本質的価値）に৘Ǆるƀに଺らず、時間૪थの

ཨでዻyな要ຍが௢在しているため、史跡等を構成する要ຍを以下のように整理しました。
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史跡地内で、本質的価値を構成するもの

①地下に埋蔵されている遺構・遺物(出土遺物を含む)

〇遺構：石組池跡、石敷、石組溝跡、掘立柱建物跡、材木列・板塀跡、竪穴住居跡、

溝跡、基壇跡、井戸跡等

〇遺物：須恵器(円面
え ん め ん

硯
け ん

など)、土師器、瓦(鴟
し

尾
び

など)、木簡、金属製品等

②遺構間の空閑地など、遺構が存在しない範囲を含む、官衙としての空間的利用

史跡地内で、本質的価値に準ずるもの

③史跡の歴史的変遷にかかわる要素

〇古墳時代以前の遺構・遺物 〇平安～近世の遺構・遺物

史跡地内で、本質的価値以外のもの

④史跡の保存管理・活用に資する要素

〇郡山遺跡説明板 〇史跡標識 〇調査事務所 〇土地境界杭（標）

〇木柵・生垣 〇花壇 〇暫定整備遺構表示（郡山廃寺跡 講堂跡・僧房跡）

〇居久根(いぐね) 

政庁部分に位置するケヤキから成る屋敷林で、史跡地内に残る唯一の緑地。住宅化

が進むこの区域において仙台近郊農村の伝統的な風景を織り成している。

現在生育するケヤキの木は、官衙と直接的なかかわりはないが、天武・持統朝におい

ては飛鳥寺の西の「斎槻
ゆ つ き

の広場」で蝦夷等の服属儀礼が行われたとされ、石組池の傍

らに所在するケヤキ（＝槻）の木は、史跡の本質的価値の理解に資するものと位置づけ

られる。

⑤その他の要素

〇農耕地等

畑地（ビニールハウス）

〇民家その他の建築物及び工作物

民家及び付属施設、学校施設(校庭・プール（昭和 48年建築）等) 、市の施設

〇道路等

市道、水路

〇その他の人工物

電柱・支線、埋設管、ゲートボール場、一時避難所の案内板、カーブミラー
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史跡ད೮ᇩにſけǀҦৼ঱ᶟの࡬ஓვམ図（෮࿊৞Ƶ）
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史跡ད೮ᇩにſけǀҧৼ঱ᶟの࡬ஓვམ図（෮࿊৞Ƶ）
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史跡དၾƜd቎ಱ࿨価値॒ࡒのƷの
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史跡地外で、本質的価値相当のもの

①地下に埋蔵されている遺構・遺物(出土遺物を含む)

○遺構：掘立柱建物跡、材木列・板塀跡、竪穴住居跡、溝跡等

〇遺物：須恵器、土師器、金属製品等

②遺構間の空閑地など、遺構が存在しない範囲を含む、官衙としての空間的利用

史跡地外で、本質的価値相当に準ずるもの

③史跡の歴史的変遷にかかわる要素

〇古墳時代以前の遺構・遺物 〇平安～近世の遺構・遺物

史跡地外で、本質的価値相当以外のもの

④史跡の保存管理・活用に資する要素

〇歩道舗装を利用した遺構平面表示（Ⅱ期官衙外溝の北西隅部付近）

〇郡山遺跡説明板 〇郡山中学校校舎内遺構復元表示（官人の居宅と考えられる建物群）

⑤その他の要素

〇緑地等

神社林 、街路樹

〇農耕地等

畑地

〇民家その他の建築物及び工作物

民家及び付属施設、民間施設（商業施設・教育施設・神社等）、

学校施設（校舎・体育館・プール等）、国の施設

〇道路等

市道、水路、私道

〇その他の人工物

電柱・支線 、埋設管、公園、駐車場、カーブミラー、ガードレール、信号機
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第４章 現状・課題

本史跡の本質的価値を確実に保存しつつ顕在化を図り、活用を促進するためには、現状と課題

を適切に把握したうえで整備を行う必要があります。本章では、本史跡にかかる現状と課題をま

とめます。

本章の内容は、「保存活用計画」第５章（現状・課題）の内容をベースとし、項目を整理し直す

とともに、必要な要素を新たに追記しています。

１ 史跡の保存・管理における現状と課題

項目 現状・課題

現状変更 ・令和 6年 3月策定の「史跡仙台郡山官衙遺跡群保存活用計画」で定めた現状変

更取扱基準に基づく保存・管理を以下のとおり行っている。

①史跡地…原則、史跡にとって必要な行為以外の現状変更を厳しく制限する。

②史跡地以外…開発の計画段階で協議を行い、地下遺構に影響が及ばないよう

協力を求める。なお、「将来指定を目指す範囲」以外では、調整が付かず記録

保存のみとなる場合も多い。

・郡山遺跡はⅠ期官衙からⅡ期官衙への変遷が確認されており、史跡指定の範囲

はⅡ期官衙を基準に設定されている。このため、Ⅰ期官衙についての現地での表

現が難しい。

調査 ・発掘調査していない箇所があるため、官衙の構成や遺構の保存状況が不明な部

分がある。

・学校用地や他部局の管理地、企業有地については、発掘調査をする機会が少な

く、遺構の保存状況について不明な部分がある。また、道路下の遺構の有無や保

存状況が確認できない。

・これまでの発掘調査履歴を参照すると、現地表面から遺構検出面までの深さは

概ね 40㎝以上確保されているが、中には約 20㎝と地表に近く、保護層確保のた

めの盛土を検討すべき地点もある。

公有化 ・現在の史跡指定地は 45,707.82㎡であり、このうち 42,303.82㎡がすでに公有

化されている。引き続き公有化及び将来的な追加指定を図る。「将来指定を目指

す範囲」は約 9万㎡あり、公有化及び追加指定の完了の目途は立っていない。

・公有化のタイミングは地権者の事情を尊重しているため、一体的な整備まで時

間を要し、予算確保や地権者の買取希望の時期の調整が難しい。

・地権者の世代交代や、売買による新規住民が増加しており、史跡についての理

解が得られていない場合がある。

・公有化を伴う「将来指定を目指す範囲」の拡大は地権者の事情等により難しい

場合が多い。

維持・管理 ・公有化されている史跡地には、学校用地と他部局管理地（建設部資材庫）が存

在している。
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・学校用地と他部局管理地を除いた土地は未整備であり、雑草地となっている。

業務委託により年２回程度の除草や、年１回程度の樹木剪定を実施しているが、

公有地の増加と共に除草、剪定等の維持管理費が増大しており、予算内では十分

な対応をすることが難しい。近年は温暖化による平均気温の上昇から雑草の生育

が早く、除草が追いつかない結果、立ち入りおよび説明板の視認が困難になる時

期もある。

・史跡地内に残る屋敷林（居久根）は、官衙との直接的な関わりはないが、石組

池の近くに位置し蝦夷の服属儀礼を連想させるため、史跡の本質的価値を説明す

るための貴重な資源といえる。しかしながら主要な遺構と重複していることや巨

木化による史跡地外への落葉・倒木の懸念等への対応が十分にできていない。

・史跡地は住宅地内に位置し、公有地と民有地の境界が入り組んでいる。

・これまで公有化した史跡地については、遺構保護を目的とした盛土・造成を行

っていないため、公有化以前の土地利用状況をそのまま残しており、地形は複雑

に凹凸しており、一帯を同じ史跡地と視認しづらい。

・木柵については朽ちて破損している箇所があるが、修繕が追いついていない。

・排水施設は一部を除いて未整備となっている。郡山中学校との北側の境界には

管路が整備されている。雨天時は史跡地から管路の側溝へ流入するよう、素掘り

側溝が一本設けられているが、地形の勾配が一定でないため適切に雨水が流入せ

ず、排水は不良で、大雨時に冠水することがある。

・以前使用していた発掘調査事務所が、地震等の影響により解体・撤去となった

ため、現在は仮設プレハブを拠点として使用している。

大雨時の浸水推定地点
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発掘調査時の記録に基づく遺構面までの想定深度
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２ 史跡の公開・活用における現状と課題

項目 現状・課題

公開 ・公有化した史跡地は公開しているが、遺構の表示や復元展示は行っておらず、

道路や歩道から木柵・生垣越しに史跡地や説明板等を見学する形となっている

が、史跡地は道路で分断されている。

・史跡地周辺には、災害時の指定避難所として郡山中学校と東長町小学校がある

ほか、地元町内会からの要望により、災害時に一時的に集合したりするための「い

っとき避難場所」として位置づけられている。しかし、史跡地周辺は外灯が少な

く、日没後は視界不良であるほか、造成がされていないことによる足元の不良や、

雨天時には排水が不良であるなど、非常時の利用の際の課題がある。

・史跡見学者の人数の把握は行っていないが、史跡地内で指定後にこれまで 3回

実施した発掘調査では、2007 年度は参加者不明だが、2008 年度は 140 人、2024

年度は 235人が参加した。

諸施設の設置 ・令和３年度まで史跡の保存・管理の拠点として使用していた発掘調査事務所で

は、1998 年より、解説パネルと共に出土遺物を紹介する展示室を、事前の予約に

より職員が対応する形で公開しており、年間平均で 6～7 団体、約 311 人の利用

があった。しかしながら、東日本大震災により被災したため、以降は中断してい

る。調査事務所は史跡地内に所在しているため建て替えが行えない状況である。

・史跡地外の学校敷地内（郡山中学校ピロティ）で遺構の復元展示を 1990 年よ

り行っている。当該施設は学校内に位置するという特性上、日常的に開放してお

らず、見学者は事前に文化財課に連絡の上、職員同行で見学可としているため、

その存在があまり知られていない。また、展示は解説パネルが中心で、出土品を

見学できない点も課題である。令和 6年度から、仙台・文化財サポーター会へ見

学対応を依頼することもあるが、施設管理の都合上、職員の同行の必要がある。

このように史跡近辺に展示・活用の拠点となる場所がないため、史跡について体

系的に学びづらい状況である。

立案・宣伝 ・郡山遺跡のパンフレットを作成し、希望者には文化財課や調査事務所で配布し

ているほか、講座の際や現地案内時などに配布・活用しているが、史跡地で見学

者が自由にパンフレットを得られる状態ではない。現状の内容は主に発掘調査成

果を紹介するものとなっており、現地を巡る際に利用できるガイドマップのよう

なものではない。海外からの来訪者に対応したパンフレットや説明板は未整備で

ある。

・他の遺跡と共に市の HP で遺跡の概要を紹介しているほか、郡山遺跡について

書籍等で情報発信しているが、郡山官衙遺跡群に特化した情報発信方法は少な

い。

・年 2 回開催している文化財展や、常設で史跡の最寄り駅である JR 長町駅の駅

前プラザで遺物展示を行っている。来場者数については把握出来ていないが、市

民の反応から認知度が十分とは言えない。
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・文化財課職員が希望者への現地案内や出前講座を行っているが、過去 10 年間

の平均を見ると年間 3件ほどの依頼にとどまっており、史跡が生涯学習の場とな

る機会が少ない状況であり、史跡の認知度も近隣住民を含めて十分とは言えな

い。

・文化財課職員が近隣学校への出前授業等を行っているほか、史跡地内で近隣の

学校と連携の上、植栽活動（花壇の整備）を行っているが、史跡近隣の学校以外

では教科書の内容と結びつきにくく、出前授業等の機会が少ない。植栽後の管理

については、管理道具置き場や水道設備などがなく、職員が近隣住民の協力を得

て行っているが、管理が間に合っていない。

・現地案内は八本松市民センター等を通じて、地域団体（八本松・郡山地域研究

会）により実施されることもある。現在これらの地域団体と定期的な情報共有が

行われてはいないため、連携を強化し活動を活性化する取り組みが求められる。

・出土遺物を他自治体の博物館等に貸し出して展示しているが、市内外の古代の

遺跡等との連携は進んでいない。

・コロナ禍以前は、JR 長町駅企画の「小さな旅」や、旅行会社の団体訪問等も受

け入れていたが、コロナ禍以降の県内・県外からの来訪者としては、歴史に興味

のある個人～少人数の観光客の場合が多い。

・「保存活用計画」では、市内外の数多くの遺跡を歴史的文化遺産としてネット

ワーク化し、活用することを検討することとしているが、現状において連携した

取り組みは行えていない。

・教育旅行で郡山遺跡を訪れる学校がない。

・高校・大学が史跡と関わる機会が少ない。

運営 ・近隣住民が史跡と係る機会が少ない。

・郡山遺跡に特化したボランティア組織等がない。

長町駅前プラザでの常設展示 出前授業の様子
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３ 史跡の整備における現状と課題

項目 現状・課題

公開活用のた

めの整備

・史跡地は住宅地内に位置し、道路によって分断される箇所や飛び地状になって

いる箇所もあることから、現状では史跡の全体像・スケール感がわかりづらく、

見学者が回遊しづらく、安全な見学動線も確保できない状況にある。

・遺構の復元整備等はほぼ行われていないため、史跡の価値やスケール感が体感

できない。唯一、事務所敷地内に暫定整備として郡山廃寺跡の講堂・僧房の位置

表示を行っているが、部分的かつ説明がないため、見学者に伝わりづらい。

・史跡地及び史跡地周辺に説明板を計 13 箇所設置している。老朽化により文字

や写真が見えづらいものがあるほか、デザインや内容が体系的に整理されていな

いため、見学者は史跡について体系的に理解するための情報を得にくい状況であ

る。

・史跡地・史跡周辺に駐車場・駐輪場、見学者用の便益施設等は未整備である。

史跡への来訪手段は、主に JR 東北本線・仙台駅地下鉄南北線の結節する長町駅

から徒歩で来訪する方法と、自動車や自転車を利用する方法が想定されるが、駐

車場・駐輪場がないため、アクセス手段が徒歩等に限られる。近隣駅等からの距

離は比較的近いが、史跡地周囲は住宅に囲まれ、史跡地へ誘導する案内標識等が

未整備のため、史跡地へのルートがわかりにくい。なお、周辺には誰もが利用で

きるトイレが存在せず、防災、防犯設備も未整備である。

近隣の小中学校と連携して実施する植栽活動の様子
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第５章 基本理念と基本方針

１ 基本理念

本市では、令和６年３月に策定した「保存活用計画」にて、「現代の都市と共存する古代国家の壮

大な遺跡を市民の宝に」という基本理念を掲げました。

「保存活用計画」の策定から史跡の位置付けや史跡をめぐる社会情勢の大きな変化等は無く、本計

画でも「保存活用計画」で定めた基本理念を継承することとします。

現代の都市と共存する古代国家の壮大な遺跡を市民の宝に

仙台郡山官衙遺跡群は、文献史料に残らなかった官衙の存在が発掘調査によって明らかとなり、

新しい飛鳥時代像を投げかけました。その位置付けは、東アジア史の中における日本古代国家形成

の過程の一つとして捉えるべきものであり、スケールの壮大さは圧倒的です。

本史跡は、7 世紀中頃より仙台平野の政治・軍事拠点として、また 7 世紀末葉には多賀城以前の

陸奥国府として、古代より陸奥国の中心でした。我々は、このことを仙台というまちの新たな原点

や郷土の誇り・宝として、また国民共有の歴史的文化遺産として、永く後世に継承していく必要が

あります。

本史跡は、仙台市南部の広域拠点である『あすと長町地区』の市街地に隣接しているほか、仙台

城跡や伊達政宗などと比べて身近なものとはいいがたく、本史跡を将来にわたって継承していくた

めには、市民一人ひとりの理解と協力が不可欠であるといえます。

このため、今後、本史跡を、日本国の成り立ちといった壮大な歴史と仙台・東北との関わりや、

古代国家形成期の様相などを誰もが気軽に理解できる場にしたり、みどりの保全や防災面での貢献

を行うなど、現代の都市と共存できるよう保存・活用・整備を図っていく必要があります。

以上のことから、本計画の基本理念を「現代の都市と共存する古代国家の壮大な遺跡を市民の宝

に」とします。

２ 基本方針

(1)基本方針・方向性

「保存活用計画」では、基本理念を実現するため、保存・管理、活用、整備、運営・体制整備の

各項目について、基本方針及び基本方針を達成するための取組みの方向性を定めました。

本計画では、このうち整備に関わる以下の基本方針・方向性に沿って取組みを進めることとしま

す。

【本計画における基本方針】

①市民生活と調和を図り、史跡への理解・協力を得るための活用に必要な整備  

市街地において史跡を恒久的に保存するため、発掘調査に基づく情報をもとに、市民生活と調

和を図りながら保存のための整備を適切に行うとともに、史跡の保存に対する理解・協力を得る

ための活用を行っていく上で必要となる整備を行います。また、人口減少社会を踏まえ、整備に

あたってはコスト意識に留意して進めます。

②史跡の壮大さ・本質的価値・歴史を体感できるような整備  

発掘調査に基づく情報をもとに、古代国家の形成過程に位置付けられる史跡の壮大さが効果的
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に伝わるような整備を行うとともに、史跡の様相やスケール、史跡の持つ地域性・国際性等を通

して、来訪者が郡山遺跡の 3つの本質的価値や、飛鳥・奈良時代の歴史を体感できるような整備

を行います。

③多様な視点で有効利用される場とするとともに、多様な人々が快適に見学できるような整備

地域性・国際性・環境的意義等を含む本史跡の歴史的意義を踏まえた上で、多くの人に史跡の

重要性が理解される整備を行い、教育や学習の場とするとともに、市民に親しまれる憩いの場や

文化・観光・防災に資する場となるよう、バリアフリーをはじめ、来訪者の安心・安全に配慮し、

世代や障害の有無等に関らず、多様な人々が快適に見学できるような整備を行います。

【保存のための整備の方向性】

① 発掘調査で見つかった遺構は埋め戻して現地保存し、必要に応じて遺構を被覆するための盛土

造成を実施します。

② 遺構の保存上影響を及ぼす恐れのある樹木・雑草を整理します。

③ 遺構の保護を前提とした上で、適切に雨水排水を行うための設備を整備します。

④ 地震・落雷・火災・水害等の災害に対する防災設備の設置の検討を行います。

⑤ 都市の中にあって史跡のスケール感が実感できるよう、将来的に史跡地の分断をなくし、安全

な見学動線が確保できる一体的な史跡公園として整備することを目指し、史跡地内および将来指

定を目指す範囲に所在する、建築物・道路等の将来的な取り扱いについて関係者や関係機関と協

議を図っていきます。

⑥ 発掘調査や出土遺物等の保管を行う拠点を史跡地近辺に確保します。

⑦ 適切な保存管理・公開活用を行っていく上で必要な整備の手法・技術の調査を行い、必要に応

じて整備手法を更新します。

【公開活用のための施設整備の方向性】

① 整備の開始時期については、一体的な整備を実施するまでに、区分けした上で順次整備を行う

ことを検討します。また、一体的な史跡公園としての整備が完了するまでの間、暫定的に史跡地

の活用を図るための整備についても検討します。

② 史跡の本質的価値を構成する遺構が地下に埋蔵されているため、復元展示や遺構表示等により

本質的価値を顕在化させ、史跡の様相やスケールを体感できる整備を行います。

③ 遺構の表示や復元展示は主にⅡ期官衙の遺構について行うこととします。また、Ⅰ期官衙から

の変遷が伝わるように展示方法等を検討します。

④ 遺構の表示や復元展示は遺構を確実に保護した上で、遺構直上の盛土造成面において行います。

⑤ 植栽は、古代官衙のイメージを形成する上で重要であるため、当時の環境をできる限り復元す

るとともに、史跡地内に所在する居久根(いぐね)を活かした整備を行います。

⑥ 来訪者が安全に利用できるとともに、文化的活動及び憩いの場となるよう、便益・管理施設、

防犯設備、案内板、説明板等を動線に配慮した上で計画的に設置します。

⑦ 来訪者が史跡の本質的価値等を学ぶことができ、史跡の重要性が伝わるようなガイダンス施設

（調査・収蔵・展示等の機能を兼ねる）の史跡地近辺への整備を検討します。

(2)段階的な整備

本計画では、本史跡の公有化等の現状を鑑み、整備内容を以下の３つの段階に整理し、順次進め

ていくこととします。

なお、本計画の「第６章・整備基本計画」では、主に以下の①の段階（令和８～15 年度）の事業

計画について規定することとし、②の段階以降（令和 16 年度以降）の事業計画については、計画
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期間の後期に検討することとします（詳細は第７章の「事業計画」のとおり）。

①発信・活用に必要な基盤整備（令和８～15 年度）

来訪者が史跡の価値を理解するための施設が部分的な説明板等に留まり、情報発信をする環境・

設備が不十分という課題があります。そのため、史跡地の公有化が一定程度終了した場所（政庁ゾ

ーン、正面ゾーンの一部等）において、史跡を体感できるような現地での遺構表示や、周辺を含め

てガイダンス施設・案内板といった史跡を発信するための整備を行うとともに、史跡地内を安全に

見学できるような環境整備を行います。

また、史跡の価値を市民とともに共有できるよう、整備の一部を市民参加型で実施するとともに、

市民の利活用を促すための環境整備も行います。市民参加型による整備の例としては、石組池や石

組溝の遺構表示のための石材を敷き詰めたり、遺構表現のための花壇や菜園などを設置して植栽を

する等の手法を検討します。

なお、本計画では主にこの段階について規定します。

②価値の磨き上げに向けた整備（令和 16～25年度）

史跡の本質的価値のさらなる顕在化に向け、公有化の進展状況を踏まえながら、各ゾーンのさら

なる整備を検討します。また、史跡が学びや日常的な憩いの場にとどまらず、レクリエーションの

場やイベント等で市民が主体的に利用できる環境となるような整備を行い、現代における本史跡の

価値を市民とともに磨き上げていきます。

③価値の最大化と史跡の末永い保存・継承に向けた整備（将来）

史跡の本質的価値の最大化と史跡の末永い保存・継承に向け、将来的に史跡の追加指定と公有化

の完了、寺院ゾーンを含めた史跡整備の完成を目指します。公有化によって新たに追加された整備

対象地（史跡地）については、周辺地での整備の進展状況を踏まえ、必要に応じて整備手法の再検

討を行いながら、新たに整備を実施します。
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第６章 整備基本計画

本章では、遺構の特性や公有化の状況等を踏まえ、「保存活用計画」で規定したゾーニングに基

づいて地区を区分するとともに、ゾーンごとに整備の現状と課題を整理した上で、具体的な整備

内容を記載します。

１ 全体計画及び地区区分計画

（１）全体計画

本計画では、保存活用計画で示した実施スケジュールに定める前期事業期間（令和６～15 年

度）のうち、本計画策定後となる令和 8年度以降の 8年間（令和８～15年度）について定めるも

のとします。

後期事業期間（令和 16～25年度）以降の事業計画については、整備の実施状況等を勘案しなが

ら、計画期間の後期に検討することとします。

（２）整備対象とする官衙の時期設定について

本史跡は、史跡指定範囲および将来的に史跡を目指す範囲がⅡ期官衙の時期の遺構配置を基準

に設定されており、公有化もこの範囲を対象に進めていることから、現地の遺構表示はⅡ期官衙

の時期を基準とします。その一方で、Ⅱ期官衙以前のⅠ期官衙の存在など、歴史的重層性が認め

られることから、説明板などをはじめとした情報面の充実化により、Ⅱ期官衙以外の史跡の価値

の情報発信について補足し、その重要性を発信する整備を行います。

（３）地区区分計画

整備にあたっては、Ⅱ期官衙を構成する遺構の特性や公有化の状況等を踏まえ、「保存活用計

画」で規定したゾーニングに基づき、地区を区分し、①政庁ゾーン、②正面ゾーン、③寺院ゾー

ンの３つの整備ゾーンを設定します。

また、本計画の対象範囲のうちこれら３つのゾーン以外の部分を、④官衙周縁ゾーンとし、史

跡地への誘導や各ゾーンの周遊連結機能、便益・ガイダンス機能といった機能を担うゾーンとし

て必要に応じて整備を検討します。
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（ī）整備ゾーンの現状・課題と整備等の対応ሑ෕

各整備ゾーンのॗ要と整備の現状・課題および整備のሑ෕を整理します。

Ғ政庁ゾーン

ሑ౟ྎҧ期঱ᶟの正ကや石組池、ཨ෿ଔᆾ跡がࡔ置し、史跡地をဪฦにࣧཉする市ၗまでのᄧࡗ

整備ǩーȞતᇀ図
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とします。

໢のゾーンとᄾƮ、一体的な公有化が進ǈでいますが、民有地も一部含まれています。

ทྃǩーȞの࡬ஓ図

ทྃǩーȞにſけǀҧৼ঱ᶟの࡬ஓとଵੳൂ要ຍ
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内容 整備の現状と課題 整備の対応方針

正殿跡・石組

池を中心とし

た中枢部遺構

遺構の復元整備等が行われていない

ため、史跡の価値やスケール観が体

感できない。

→石組池の復元的整備を行う。

→建物跡については、平面的な遺構表

示の整備を基本としつつ、一部は休憩

所となるような屋根付きの日除け施設

機能を兼ねた施設の整備を行う。

→サインや説明板を設置する。

将来史跡（公有化）を目指す範囲が

広範に残っており、完了の目途は立

っていない。

→現在の公有化範囲を対象に、暫定的

な整備を行う。

→将来的な史跡追加指定を見据え、立

体的な整備は最小限に抑える。

公有化以前の土地利用状況をそのま

ま残しているため地形は凹凸してお

り、一体的な利用が困難かつ一帯を

同じ史跡地と視認しづらい。

→イベントや日常利用、防災時の利活

用ができるよう、遺構の保護と排水の

確保を可能とする基礎的な造成工事を

行う。

便益施設

見学者用の便益施設が未整備であ

り、来訪時の利便性を下げる原因と

なっている。

→遺構の保存を前提としつつ、計画対

象地での全体的な配置計画を踏まえ、

本ゾーンで必要な便益施設の整備を行

う。

道路

ゾーン南東部に史跡地を縦断する市

道が存在し、安全な計画動線が確保

できない。

→将来的な公有化の終了を見据えた郡

山３丁目１号線の取り扱いについて関

係機関と協議を行う。

居久根

ゾーン北部に生育する居久根は郡山

地区の歴史的変遷および史跡の理解

に資する要素である一方で、巨木化

による倒木の懸念がある。

→Ⅱ期官衙の遺構と重複する範囲につ

いては伐採する。

→その他の部分については管理方針を

設定し、適切かつ継続的に管理を行

う。

防災・防犯機

能

災害時における利活用については、

「いっとき避難場所」での利用にと

どまっており、公有化以前の土地利

用の違いによる高低差や外灯が少な

いなど非常時の利用の際の課題があ

る。

→安全に利用できるための造成を行

い、管理・運営に限らず非常時を見据

えた必要な設備やその配置について検

討する。
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ғ正面ゾーン

ሑ౟ྎҧ期঱ᶟのႊ኷およびႊ辺ત画施設のᄧࡗを対象とします。また、そこƀら一体的に公有

化されているႊሾのᄧࡗも含めます。ဪ໊は公有化されていますが、ಃ材ຘୃとして利用されてお

り、たƕƖに整備にཧ手できないᄧࡗもあります。また、民有地も一部含まれています。

公有化状況により史跡がᅌび地状になっており、6つのત画に分ƀれています。

ฝኜǩーȞの࡬ஓ図

ฝኜǩーȞにſけǀҧৼ঱ᶟの࡬ஓとଵੳൂ要ຍ
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内容 整備の現状と課題 整備の対応方針

南門跡・南辺

区画施設を中

心とした官衙

南辺の遺構

遺構の復元整備等が行われていない

ため、史跡の価値やスケール観が体

感できない。

→南門部分については公有化が完了し

ていないため、今後の公有化の状況を

踏まえ、整備内容や手法を検討してい

く。

→材木列跡および大溝については、部

分的な復元的整備を行う。

→サインや説明版を設置する。

将来史跡（公有化）を目指す範囲が

広範に残っており、完了の目途は立

っていない。

→未公有化の範囲が広いため、現在公

有化されている範囲を対象とした造成

等の暫定的な整備を行う。

公有化以前の土地利用状況をそのま

ま残しているため地形は凹凸してお

り、一体的な利用が困難かつ一帯を

同じ史跡地と視認しづらい。

排水施設は一部を除いて未整備であ

り、雨天時の排水が不良。

→イベントや日常利用、防災時の利活

用ができるよう、遺構の保護と排水の

確保を可能とする基礎的な造成工事を

行う。

他部局管理地
史跡地内に他部局管理地があり、当

該地の整備を行うことができない。

→史跡の一体的な整備に向けて、他部

局管理地の取扱いに係る協議を行う。

便益施設

駐車場、駐輪場、見学者用の便益施

設が未整備であり、来訪時の利便性

を下げる原因となっている。

→遺構の保存を前提としつつ、計画対

象地での全体的な配置計画を踏まえ、

本ゾーンで必要な便益施設の整備を行

う。

道路

ゾーンを南北に縦断する市道が３

本、私道１本あり、ゾーンを分断す

る形となっていることから、南辺部

分の全体像が掴みづらい。

→将来的な公有化の完了を見据え、遺

構の表示方法や整備方法を検討する。

防災・防犯機

能

災害時における利活用については、

「いっとき避難場所」での利用にと

どまっており、公有化以前の土地利

用の違いによる高低差や外灯が少な

い、雨天時の排水不良など非常時の

利用の際の課題がある。

→安全に利用できるための造成を行い

う。隣接する郡山中学校が施設改修な

どにより、校地の利用制限がされる時

は臨時的な利用ができるよう必要な設

備やその配置について検討する。
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Ҕ寺院ゾーン

૎౅჋寺のᄧࡗを対象とします。現在、公有化が進ǈでおらず、公有化がᅌび地状に進ǈでい

る状況です。ཨ学஑用地が一部含まれており、公有化されているものの整備にཧ手できないᄧࡗ

もあります。

಍ࢇǩーȞの࡬ஓ図

಍ࢇǩーȞにſけǀҧৼ঱ᶟの࡬ஓとଵੳൂ要ຍ
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ҕ঱ᶟ周ࣕゾーン

上記３ゾーン以॒の場所において、史跡地ƭのዤ၏や各ゾーンをଅƫための৿Ⴗ、ᇬࢽ・ガイダ

ンス৿Ⴗを༶う地તとして以下のஶ目について整備計画を定めます。

・ガイダンス施設をはじめとした保存・公्・活用施設の設置の検討

・ཱུೆ場・ཱུ፤場をはじめとしたᇬࢽ施設の設置の検討

・公共୪通৿৘ƀら史跡来訪までのǠインや案内板の設置の検討

内容 整備の現状と課題 整備の対応ሑ෕

஬၎基壇跡等

をཨ඾とした

寺院の遺構

「将来指定を目指すᄧࡗ」がஃᄧࡗ

に存在し、ௗଢ଼一体的な整備を行う

までに時間を要する。

Çࢂき໗き公有化を進める。

Ç各ゾーンを୲ऐ的につなƅ၌๦計画

を設定する。

ÇǠインや説明板を設置する。ቴ公有化ᄧࡗがஃいため、遺構表

示・ᆲଭができない。

公有地がഉ༔地のཨにᅌび地状に存

在することに加え、ൊຶ等の日常的

な৉理が追いᆋƀない場஽がある。

Ç公有地の୲ጴ的ƀつ୲ऐ的な৉理ሑ

法を検討し、実施を目指す。

঱ᶟ೮ࣕǩーȞとҦৼ・ҧৼ঱ᶟの೗要࡬ஓ
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２ ၌๦計画

整備対象地を周ዥするため、第 1้で設定した各ゾーンをᎌଅす

るມ定၌๦の整理を行います。各エリǍを૬ƅ၌๦については、৻

存の説明板も活ƀしながら、史跡のບ大さを体感できるようなषዥ

ルートを設定します。その上で各ゾーンの၌๦の在りሑについて設

定します。

（１）地ત間၌๦

これまでの発઻ྔ௮の成ऐƀら、ሑ౟ྎҧ期঱ᶟおよび૎౅჋寺

はႊ面に኷跡が検ഞされることƀら、ႊ面が正面であることが॰Ⴁ

されています。そのため、本来の၌๦としては、ႊƀらሾƭの၌๦

であったことがມ定されます。その一ሑで、現在の史跡地はഉ༔地

のཨにᅌび地状に所在しており、本来的な၌๦を॰保することは௘

内容 整備の現状と課題 整備の対応ሑ෕

保存・公 ・्活

用施設

保存・৉理の੐࿾としていた発઻ྔ

௮事ኃ所が地ූ等のࢬ੽により解

体・࿯ੌとなったが、史跡地内にࡔ

置するためଔて໼えが行えない。

Çガイダンス施設に発઻ྔ௮の੐࿾と

しての৿Ⴗをᆋ設する૛での整備を検

討する。

史跡を体૩的に理解するための੐࿾

施設がない。

Ç設置ङ所について整理の上、ガイダ

ンス施設の整備を検討する。

ಃፍの展示を発઻ྔ௮事ኃ所で実施

していたが、ဪ日本大ූఆのࢬ੽に

よりཨཉしている。

史跡地॒の૎౅ཨ学஑の 1階部分に

遺構のᆲଭおよび遺跡解説を行って

いるが、学஑内にࡔ置するというၟ

ต上、日常的に्ሐされていない。

Çガイダンス施設のࡔ置ƚけがなされ

るよう、常時्ሐできるሑపについて

৘૒部અとの੤ਢを進める。

Ç展示遺ᆾや解説のഊ実等、内容のഊ

実を෨る。

ᇬࢽ施設

ཱུೆ場、ཱུ፤場、見学者用のᇬࢽ施

設がቴ整備であり、来訪時の利ᇬต

を下げるମࢀとなっている。

Çガイダンス施設とともに設置ङ所を

ྔ௮の上、整備を検討する。

Ǡイン・

案内板

ઝ፥ࢾ等ƀらの੕ጱはᄾॵ的ઝいが

史跡地ƭの案内ᅮಡ等がない。

Ç各ゾーンを୲ऐ的につなƅ၌๦計画

を設定し、ࢾや৘ᎌ部અ等とᎌૢし

て、ᅮ示や案内板の設置を検討する。公有地がഉ༔地のཨにᅌび地状に存

在しႚり組Ƶため、見学者がषዥし

ƚらく、安全な見学၌๦を॰保でき

ない。

቎来の෮࿊၌๦
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ႍです。そのため、各ゾーンの価値の顕在化をணፄしつつも、安全ตやഉ民ภ活をვፄした၌๦

計画を設定します。

史跡全体を周ዥするにあたって、現在ມ定される਍࿾は公共୪通৿৘である JRྙྎࢾ・市ࢪ地

下࿲ྙྎࢾ（਍࿾Ғ）がມ定されます。また、৻存施設である૎౅ཨ学஑ǿȘǱǎを਍࿾（਍࿾

ғ）とした周ዥルートの大きく２つの਍࿾がມ定されます。現在のၗ᎓整備状況と史跡地や૎౅

ཨ学஑ǿȘǱǎのࡔ置৘૒ƀら、ईႷな଺り史跡地内をࣧཉする૛でのᇶ行၌๦をணፄすると下

෨の၌๦が設定されます。

また、਍࿾Ғの場஽は政庁ゾーン、਍࿾ғの場஽は૎౅ཨ学஑ǿȘǱǎがそれƓれ、史跡の၏

ႚ部分としてのዂআを༶うことがມ定されます。

དત৖၌๦૱ब
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（２）地ત内၌๦

地ત間၌๦と၍じく、現在の公有化状況ƀら本来的な၌๦が設定できまƐǈ。そのため各ゾー

ン内においては園᎓を設けず、ಛዡ၌๦とし、エリǍ内をಛዡにषዥすることでଽ代঱ᶟのບ大

さを体感できるようにします。また各ゾーンの価値の顕在化をணፄしつつも、安全ตやഉ民ภ活

にვፄしたഞႚ୵を設定します。

Ғ政庁ゾーン

本来の၌๦を表現するため、ႊ面（正面）にഞႚ୵を設定します。しƀし、政庁ゾーンとไ

するၗ᎓ሾ໊は十分なᇶၗᆳࡿが॰保されていないため、ၗ᎓ႊ໊に設置されているᇶၗƀら

のǍȂȘーǬを๶࿓とし、ࣧཉᇶၗの設置について૳ళാと੤ਢを行うなど、安全ตにணፄの

上、ഞႚ୵を設定します。安全॰保のため、エリǍの周ࡗにはౕ定的にኪన等によるࡗいも必

要に応じて設置します。

ғ正面ゾーン

本ゾーンについては公有化状況およびၗ᎓のࣧཉにより史跡がᅌび地状になっており、6つの

ત画に分ƀれています。本来的な၌๦を設定することが௘ႍであることƀら、安全ตやഉ民ภ

活にვፄした၌๦を設定します。なお、່成対象とするત画ғ・Ҕ・Җについては、公्スȅ

ースとしてഞႚ୵の設定を行います。また地ત内はಛዡ၌๦とし、エリǍ内をಛዡにषዥする

ことでଽ代঱ᶟのບ大さを体感できるようにします。

໢部અが৉理するત画җをൊいた、ત画Ғ、ત画ҕについては将来の整備までの間はମ໋ᅋ

公्としますが、現地に所在する説明板とᎌଅするための၌๦設定を行います。

ทྃǩーȞの၌๦૱ब
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ഞႚ୵は、ત画ғ・Ҕ・Җに設置します。ഞႚ୵の設定にあたっては、材ኪ፿跡または大溝

といったሑ౟ྎҧ期঱ᶟのત画施設がມ਍されるよう、そのྞ๦上ƭの設置を基本とし、໢ત

画ƭのǍȂȘーǬや周ዥ安全ตといった必要ตに応じて追加でഞႚ୵を設定します。

ત画ғはဪ໊にત画施設のྞ上、ሾဪ໊にત画ҒƭのǍȂȘーǬのためのഞႚ୵を設定しま

す。ત画Ҕはฦ໊にત画施設のྞ上、ႊฦおよびሾ໊に周ዥ安全ตおよび໢ゾーンƭのǍȂȘ

ーǬのためのഞႚ୵を設定します。ત画Җはત画施設のྞ上に設定します。

また、安全॰保のため、エリǍの周ࡗにはౕ定的にኪన等によるࡗいも必要に応じて設置し

ます。

Ҕ寺院ゾーン

本ゾーンについては史跡が

ᅌび地状に所在しており、ௗ

ଢ଼の一体的な整備を見ขえた

່成計画をጵてることが現状

௘ႍであるため、将来の整備

までの間はମ໋ᅋ公्としま

すが、現地に所在する説明板

と遺構表示にᎌଅするための

၌๦設定を行います。

ฝኜǩーȞの၌๦૱ब

಍ࢇǩーȞの၌๦૱ब
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（３）周ዥǞース

史跡内における説明板・ガイダンス施設・遺構表示をଅƫȍǲルǞースを設定します。ȍǲ

ルǞースはྙྎࢾを਍࿾としたǞースҒ}૎౅遺跡おಀしǞース、Ǟースғ}૎౅遺跡ተਨǞ

ースの２つのǞース、૎౅ཨ学஑ǿȘǱǎを਍࿾としたǞースҔ}૎౅遺跡史跡一周Ǟースを

示します。また、ȍǲルǞースを示すとともに、現地でのᇶ行者၌๦が分ƀりやすくなるよ

う、主要Ȉイントƭの案内板やዤ၏ᅮಡの設置Ȉイントについて整理します。

これらのȍǲルǞースについて、史跡の理解を୲ऐ的ƀつ୲ጴ的に理解できるよう、周ዥȉ

ǮȂのఢ成・ვᆑ、現地の説明板ƭのૡ載（QRǞーǴなど手法含Ƶ）、HPなどで周ཐします。

ǠイȞ૱बſƽƨ史跡ലƿȍǲȖǞーǤ（ࡎ）
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３ 遺構保存に関する計画

本史跡では、地表に現れている遺構が確認されないため、地下埋蔵遺構を対象として、その保

存について以下の通り計画します。

（１）十分な盛土による保全

遺構保護のため 30㎝以上の保護層の確保を原則とします。これまでの発掘調査により遺構面は

現地表面から 20～120㎝程度の深さに存在しており、必要に応じて盛土を行います。盛土にあた

っては、遺構の保護層を確保するとともに、史跡と隣接する道路・宅地の標高を調査の上、表面

排水を考慮した適切な盛土厚を設定します。

また、遺構表示や解説板等の整備に必要な構造物を設置する場合には遺構面に達しない位置に

基礎等を埋設します。

（２）地下に影響を与える行為の規制

遺構表示に伴う基礎工事や電気・水道などの設備の工事にあたっては、地下遺構に影響を与え

るような行為を制限します。

４ 造成・排水に関する計画

現状では、公有化以前の土地利用の状況が残されており、各所に凹凸が認められ、周囲が宅地

に囲まれた窪地では大雨時に適切に排水しきれず冠水するなどの状況も見受けられます。このた

め、遺構の保存を前提としながら、来訪者が安全に訪れることが出来るよう、造成・排水に関す

る計画を設定します。

（１）造成計画

①政庁ゾーン・正面ゾーン

当時の地形については不明確ですが、現在の地形は概ね北から南にかけて緩やかに傾斜してい

ます。そのため北から南にかけて緩やかな勾配を確保しながら、史跡と隣接する排水設備への接

続を考慮した平地造成を基本とします。造成にあたっては測量調査を実施し、史跡周辺を含めた

道路や宅地の標高を調査の上、遺構保存および表面排水を考慮した適切な造成高を設定し、盛

土・切土を行います。また、雑草の繁茂した現状の表層を一定の深さですきとりを行った上で盛

土を実施します。なお、表層は、遺構表示を行う箇所を除き、張芝による保護を検討します。ま

た、空間表現として、大溝や外溝を境にその表層に施す植栽等に相違を持たせ、空間の境界を表

示する方法を検討します。

②寺院ゾーン

本ゾーンについては、未公有化範囲が広く一体的な造成計画の見通しが立たないため、造成は

実施しません。しかし、雑草の繁茂が顕著であり、来訪者が現在の遺構表示が見づらいという問

題があり、管理面では景観など周辺宅地へも影響を与えています。その対策として表層に砕石

敷・張芝等の対策を検討します。
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（２）࢑෯Ⴭ෯計画

整備対象地の周辺には、Ⴭ෯Ⴗ፛が॰保された৉᎓があることƀら、表面Ⴭ෯を基本とし、史

跡とไするჍ෯設備ƭのไ໗をணፄした່成を行います。その場஽、整備地内の࢑෯が৉᎓に一

ਂにጺႚしないよう、࢑෯ጺፘのྔ௮を行い、৘૒部અとྔ整の上、ࡍ੒৉を設置して一時的に

地下၅෯さƐるሑ法や、新たにჍ෯᎓を設置するなどのሑ法を検討します。ࡍ੒৉の設置および

Ⴭ෯᎓の設置については遺構面にࢬ੽のないᄧࡗで行います。また、史跡地および史跡地にไす

るŌಌ溝の৉᎓については、来訪者の安全面をணፄし、ग़の設置などを検討します。

ทྃǩーȞのད૛່ถ

ทྃǩーȞのད૛່ถ・Ⴭ෯૱ब

ฝኜǩーȞのད૛່ถ・Ⴭ෯૱ब
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Ĭ 遺構の表現に৘する計画

将来の一体的な整備を見ขえ、遺構の表現はᇓ面的な表示を基本とします。なお、すでにᄾॵ的

まとまった用地が॰保され、発઻ྔ௮による一定の状況のႾ࠶も行えている政庁ゾーンについては、

ጵ体的な整備手法も実施します。

（１）政庁ゾーン

本エリǍにおいては、遺構表示の対象となりうるҧ期঱ᶟの遺構として、ሑ౟ྎҧ期঱ᶟにお

ける政庁ࡰを構成するଔᆾૌ（SB1250・1635・1545・716・1490・2584）や、৘ᎌ施設である石組

池・石組溝・石敷遺構（SX1235・SD1217・1249・1236・1600）があります。

಍ࢇǩーȞのད૛່ถ૱ब

ทྃǩーȞにſけǀ࡬ஓᅳಘ



6-17

Ғጵ体的表示（SX1235・SD1217・1249・1236・1600）

石組池・石組溝（SX1235・SD1217・1249・1236・1600）については、史跡を象྇する遺構で

あるため、ጵ体的な表示を行います。また、ईႷであれƥ一時的なཻ෯や通෯等の৿Ⴗをಏた

Ɛる૛の整備を行います。発઻ྔ௮の成ऐを踏まえ、遺構のࡔ置や規ኟを再現します。なお、

石組池については、市民の理解促進と࠮ཧのভ਍を෨る৑࿾ƀら、遺構の整備の一部（敷石な

ど）を市民参加型の手法を用いて行います。

（遺構のॗ況）

SX1235 石組池跡

ဪฦ 4.6m、ႊሾ 4.6mの正ሑ૛で内法はဪฦ 3.7m、ႊሾ 3.5mの規ኟで、発઻ྔ௮で॰Ⴁされ

た໊石上面ƀら࿌面までのෆさは 60ӂ程であるが、上面の石は॒されているईႷตがある。໊

ᇝはओମ石を൚୵ูみにഓƢ、最下段のみ大きな石をࣧྙにვしている。࿌面はଗ大のやや᜾

ᇓなओମ石を敷き詰めている。

SD1217・1249・1236・1600 石組溝跡

5～30 ӂ大のओମ石ᇖƮた石組溝で、ᆳが 58～92ӂ、ෆさはこれまでの発઻ྔ௮ではその大

部分が࿌面のみの検ഞに留まっているが、SD1600 部分のྔ௮により、15～20 ӂ程度であったと

෮定される。ሾဪƀら SD1217・1249ƀら SX1235石組池にไ໗し、石組池のฦ໊ƀら SD1236・

SD1600 とႊฦƭ࣊びているものとணえられる。

ุຎཕ（SX1235）ᇓኜ・ཉኜ図
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（遺構表示に৘するணえሑ）

・地下遺構の保୦に留࡝して、ᆲଭにあたっては遺構面ƀら 30ӂ以上の保୦ພを॰保の上、ᆲ

ଭを行う。

・石組池のᆲଭにあたっては、ಛ๹石のౚ用を基本とするが、材ፍ॰保の状況によってはਚ石

などのその໢ຍ材を用いた手法も含めて検討する。

・石組溝の表示にあたっては、ಛ๹石のౚ用を基本とするが、材ፍ॰保やǞスト面等の状況に

よってはᇓ面的な表示やਚ石のౚ用等のሑ法も検討する。

・市民の理解促進と࠮ཧのভ਍を෨る৑࿾ƀら、遺構の整備の一部（敷石など）を市民参加型

の手法を用いて行う。

ғᇓ面的表示（SB1250・1635・1545・716・1490）

政庁ࡰのཨ෿ଔᆾである（SB1250・1635・1545・716・1490）についてはᇲົに࡫いをಏたƐ、

そのଔᆾࡔ置について表示します。

（遺構のॗ況）

SB1250ଔᆾ跡

૿行 8間（ຳྙ 17.4Ť）、ፎ行 5間（ຳྙ 11Ť）のဪฦိの౟面ᙷᆋଔᆾ跡で཮௣跡はྞ૜

30 ӂ程度である。

ฝက（SB1250）ᇓኜ図
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SB1635 ଔᆾ跡

૿行 6間（ຳྙ 16.6Ť）、ፎ行

2間ƀそれ以上（ຳྙ 4.4Ťƀそ

れ以上）のဪฦိのଔᆾで཮௣

跡はྞ૜ 15～20ӂである。

SB1545 ଔᆾ跡

૿行 6間（ຳྙ 12.7Ť）、ፎ行

2間（ຳྙ 4.4Ť）のႊሾိの໊

཮ଔᆾで཮௣跡はྞ૜ 18～28ӂ

である。

SB716 ଔᆾ跡

૿行 7間（ຳྙ 18.2Ť）、ፎ行 2間（ຳྙ 5.5Ť）のဪฦိの໊཮ଔᆾ跡で཮௣跡はྞ૜ 25～

30 である。なおႊฦવの཮଄および、ႊ໊཮፿の一部はၗ᎓上にࡔ置している。

SB1490 ଔᆾ跡

૿行 7間（ຳྙ 18.2Ť）、ፎ行 2間（ຳྙ 5.4Ť）のဪฦိの໊཮ଔᆾ跡で཮௣跡はྞ૜ 20～

30 ӂである。

ฦᎰက（SB1545）ᇓኜ図

๶က（SB1635）ᇓኜ図
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（遺構表示に৘するணえሑ）

・ଔᆾ跡については཮ࡔ置とଦऺり、ଦのഞがイȌージできるよう表示する。表示にあたって

は、ଔᆾ規ኟは၅෯ตのᇲົ材を用いる等、周ࡗと௭ᇠ化を෨り表示する。遺構表示に用い

るຍ材については基本設計のཨで検討していく。

・例えƥ、SB719・1490ଔᆾ跡については上記の表示に加えて、ଔᆾ内໊を花壇等として活用・

ᅮ示するሑ法についても検討していく。植栽を行う場஽は地下遺構ƭのࢬ੽をვፄし、௠の

๝い花ᅺによるものとする。ᇏƐて、周辺にはஃ場利用者のためおよび植栽の৉理に必要な

੉෯設備の整備ሑ法を検討する。

・ईႷであれƥいずれƀのଔᆾについて、そのࡔ置、規ኟ、཮のვ置を再現する૛であずま

や、ǼーǟȔ等の日ൊけのための਷ໍ施設（ᇬࢽ施設）とした৿Ⴗを଍Ƣた૛での設置を検

討する。

ဪฦိଔᆾ（SB716・1490）ᇓኜ図

6 20

ଔᆾ跡の࡬ஓᅳಘイメージ図
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（２）正面ゾーン

本エリǍにおいては、遺構表示の対象となりうるҧ期঱ᶟのཨ඾的な遺構として、ሑ౟ྎҧ期

঱ᶟにおける政庁ࡰのฦ፿ଔᆾૌ（SB526）、ત画施設であるႊ኷跡、材ኪ፿、大溝、॒溝、ႊሑ

঱ᶟを構成するଔᆾૌ（SB2010・2015）があります。

しƀし、ゾーン全体の将来的な公有化完了にはྙ期間を有するとມ定され、本計画期間では、

将来の一体的整備を見ขえて地૛່成をዓ๐的に進めていくこととし、遺構表示については材ኪ

፿、大溝、॒溝といった本ゾーンを象྇するત画施設に଺り、ᇓ面的な表示を行います。

そのưƀの遺構表示の内容やሑ法については、整備の進ྜྷを踏まえて検討することとします。

（ત画施設の遺構表示に৘するணえሑ）

・ત画施設については່成ଢ଼の表面（྅ಷ）とતᇠされるよう、ࡣなるᇲົሑ法を用い周ࡗと

௭ᇠ化してそのᇓ面ᄧࡗを表示する。

・ᇲົにあたっては、材ኪ፿跡のᄧࡗはኪ材がᎌມされるよう、ཥන૩ျでのᇲົනを検討

し、॒溝や大溝とはනఀを分けることを基本とする。

・ゾーン内においてત画が分ƀれることƀら、ౕ定的な整備・活用を見ࣁし、ત画Ɖとにࡣな

るᇓ面のᇲົሑ法を検討する。

ฝኜǩーȞにſけǀ࡬ஓᅳಘ

તब౮็の࡬ஓᅳಘイメージ図
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（ౕ定的な整備・活用に৘するணえሑ）

ત画施設におけるᇓ面表示を行うとともに、次のような૛での整備と利活用を検討します。

例）

・遺構のᄧࡗを示した花壇・菜園・෯ဂ等のત画を整備し、植栽または栽თを行う。

Å植栽 ・栽თ植ᆾはᅌྛ・ၼፕ時代や঱ᶟ・寺院等をᎌມするものを୭ᇸとする。

・遺構表示を၅෯ตᇲົ等で整備し、そのᄧࡗをイベント（ȀリーȉーケǮトや地ࡰ行事・ఋ

り）のഞ࿷エリǍとして࿓੝する。

・遺構表示に用いるຍ材をǑレǪンᇲົ等、ࢥ၌に࿪したሑ法を用い、そのྞ๦を利用したǍ

クǱǎǾǱǎの場として࿓੝する。

（将来的な整備に৘するணえሑ）

現在は材木列の立体表示について、その配置箇所（範囲）や方法について、公有化状況の進捗を見据え

未検討の状況のため、その方法については本計画の計画期間以降に改めて検討していくこととしま

す。その一ሑで材ኪ፿跡はそのஸさとྙさが史跡のບ大さを象྇的に示す遺構であることƀ

ら、現時࿾で将来的に検討すƮき事ஶについて示します。

についてࡗ置・ᄧࡔ・

・表示ሑ法（ຍ材・ஸさ）について

・地下遺構ƭのࢬ੽（มဘ୴・基ຉෆさ）について

ಏ・৉理・ೲ๼についてࡥ・

・必要なྔ௮について

（３）寺院ゾーン

本エリǍにおいて新たな遺構表示はௗଢ଼実施することとし、公有化状況に応じてूめて検討す

ることとします。現在、஬၎基壇のᄧࡗを部分的に示した遺構表示がなされています。現状、こ

れらの遺構表示は఺ຶ等により来訪者が現在の遺構表示が見ƚらいというኴ題があります。その

ため表ພにఉ石・྅ಷ等の設置などのሑపを検討します。

಍ࢇǩーȞにſけǀ࡬ஓᅳಘ
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６ ೲ૤・植栽整備に৘する計画

本計画では、将来的な整備を見ขえたౕ定的なೲ૤を計画します。

（１）ೲ૤

・現在、政庁ゾーンには、੍ਵ௠の೩ኪ（ケȏǘ等）がภࡱしており、これら৻存೩ኪによるኪ

ࢬを活ƀします。なお、これらの೩ኪは、ഓ要遺構とのഓᆷや੎ኪ化による周辺ƭのጜጃの࢈

੽、将来的なရኪの৭଩ต等があるため、৉理ሑ෕を設定し、必要に応じて、ᄊం、౰ᆻいを行

いながらࡥಏ৉理します。なおᄊంኪについては有୲活用について検討します。

・፥ไするऌࣴや学஑等のȂȔイǻシー॰保にვፄするため、必要に応じてೇᇗ施設の設置を検

討します。具体的なვ置の有ኅ・規ኟについてはௗଢ଼の基本設計で検討していきます。

・史跡のບ大さが体感できるよう、ျ一的な່成・ᇲົを行います。ቴྔ௮地が含まれることや

将来的な整備対象エリǍが४大することをணፄして、இਵ的なᇲົሑ法はᅊけ、྅ಷを基本とし

ます。

・政庁ゾーンと正面ゾーンの間にࡔ置する市ၗについては、地ત間の安全なไ໗のため୪通ೆፊ

ƭの཯࡝ভ਍のためࣧཉᇶၗの設置等のሑపについて検討し、৘૒部અと੤ਢします。

（２）植栽

・市民参加型の史跡整備を目指すため、史跡地において市民共有の花壇や菜園などの活用につい

て検討を行います。なお、これら植栽活၌の実施にあたっては遺構表示部分を利用して、市民と

ೲ૤・ඬఃの૱ब໴ඉད
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ともに遺構を表示する等の活用方法を検討します。実施にあたっては地下遺構に影響を与えるこ

とが無いようにします。

・植栽や植生、花壇の維持管理にあたっては、市民の参加を募りともに実施していきます。

・植栽活動の実施にあたっては、学校連携としてこれまで行ってきたように史跡ガイドや講座な

どと抱き合わせる形で史跡の価値について普及啓発を行います。

・これまで近隣学校と行ってきた植栽活動は出前講座とセットで行うことで、史跡の理解と史跡

地への愛着を育むことにつながると効果があったと総括されます。

７ 案内・解説施設に関する計画

次のように現状案内・解説施設の整備を行います。なお、施設の外観やそのデザインについては、

本史跡の本質的価値や歴史を体感できるよう、官衙が存在していた時代や周辺の景観とも調和の取

れたものを基本とします。

（１）標柱

史跡標柱は現在 6ヵ所に設置されています。現状では各ゾーンの道路等から視認される位置に設

置されているため、現段階では新たな標柱の設置について検討は行いません。しかし、今後の公有

化状況により、必要に応じ設置の検討を行います。

設置にあたっては、史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則（文化庁）に規定される標識を設置

し、材質は既存標柱と同じく耐久性がある花崗岩等の石材を選択します。

（２）総合案内板

周遊コースの起点と想定される政庁ゾーンに総合案内機能をもった、史跡の導入を含めた説明板

を設置します。また、利用案内や注意事項も併せて示します。現在、史跡の総合案内となるような

サインは政庁ゾーンの説明板に存在しておらず、既存の説明板の盤面更新または、新設を含め検討

します。また、政庁ゾーンと同じく周遊コースの起点と想定される郡山中学校ピロティ内にも、既

存の解説パネルの更新とともに、総合案内機能をもった説明板の設置を検討します。

なお、視認されやすいように、目線の高さにあわせた盤面での設置を検討します。

（３）地区案内板

ゾーンごとの地区案内および解説機能をもった説明板の設置を検討します。併せて利用案内や注

意事項も示す形での内容で作成します。設置にあたっては政庁ゾーン、正面ゾーン、寺院ゾーンの

各ゾーンで設置し、新設および既存の説明板の盤面更新も含めてその設置方法を検討します。視認

されやすいよう目線の高さにあわせた盤面での設置を検討します。

（４）遺構解説・遺構名称板

  遺構表示を行う、石組池跡や建物跡などの個別遺構を解説するための遺構解説板や名称板の設

置について検討します。なお、設置にあたっては遺構表示とセットとなるため、高さを押さえ、

見下ろすような形での盤面での設置を検討します。



6-25

（Ĭ）ዤ၏Ǡイン

ᇶ行၌๦の明॰化のため、史跡地内や周辺ၗ᎓の主要Ȉイントに኎ൺ・ሑ向・੕ጱなどを示すዤ

၏ᅮಡを設置します。設置にあたっては、ࣙ くƀらも౽Ⴁされる大きさ、ஸさの設置を検討します。

（６）その໢

৻存の説明板についてもျ一したǲǡインにஏ新

するとともにᄯ面の大きさについてもᇥஏの検討を

行います。内容もこれまでの発઻ྔ௮の成ऐも踏ま

えながら、必要に応じてஏ新します。

なお、৻存の説明板はၗ᎓ƀらの౽Ⴁตを࡝ಡし

てვ置されています。そのため、整備ଢ଼、公्され

る史跡地内ƀらの౽Ⴁตにኴ題がภじるईႷตがあ

ります。そのため、ஏ新とともにその設置ࡔ置につ

いても、ूめて検討を行います。

ஏ新にあたっては、ȑǶǻーǠルǲǡインの発ມ

も೘りႚれながら、「๏༊市ᇶ行者૩案内ዤ၏Ǡイン等基本ሑ෕」に基ƚき、あらƻる෗が理解し

やすい表現とするとともに、ňŉǞーǴ等も用いながら、໣ସ୤化やǻリǍȀリーに対応しま

す。また、史跡ലりȉǮȂをვᆑするためのǼンȀレǮトȇǮクスも各説明板にᇏ設します。

本体のනఀ・および解説Ǡインの表現

๏༊市ᇶ行者૩案内ዤ၏Ǡイン等基本ሑ෕より

२೟ǠイȞのイメージ
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į ৉理施設・ᇬࢽ施設に৘する計画

各エリǍにおける৉理施設・ᇬࢽ施設に৘する計画は以下の通りです。なお施設の॒৑やそのǲ

ǡインについては、本史跡の本質的価値や፾史を体感できるよう、঱ᶟが存在していた時代や周辺

の૤৑ともྔ和の೘れたものとします。

（１）政庁ゾーン

Ғあずまや・ǼーǟȔ（਷憩施設）の整備

来訪者が憩い の場として਷憩できるようなスȅースとするため、あずまやまたはǼーǟȔを

設置します。ईႷであれƥ、政庁ゾーンのଔᆾの཮ࡔ置の表示も଍Ƣた৿ႷもಏたƐる૛での

整備を行います。

（౮็Ʒ৞Ƶࢽ೗要၌๦・ᇬ）ၾ・श๊౮็の૱बイメージࡎ
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②ベンチ（休憩施設）の設置

あずまや・パーゴラの中にベンチを設置します。ベンチは防災機能ももたせるため収納型ベ

ンチとし、消火器などの防災用具や日常的な管理に用いる道具入れとしても活用します。

③照明灯の設置

整備後、史跡地が 24時間公開されることにあたり夜間の防犯灯としての役割も兼ねた照明灯

を設置します。設置にあたっては、適切な配置・光量・光源高さ等の調査を行い、周辺家屋に

影響のない形での整備を検討します。

④水路等排水設備の整備

必要に応じて史跡地内に管路の新設や暗渠管の設置を行い 、雨水を一時的に地下浸透させる

など、既存管路への負荷軽減を図ります。

⑤給水設備の整備

憩いの場としての利用を想定し、給水設備を整備します。設置箇所は、エリア北側（休息施

設・居久根周辺）および南側（植栽エリア周辺）を含めた場所での利用を想定の上、検討しま

す。

（２）正面ゾーン

①水路等排水設備の整備

必要に応じて史跡地内に管路の新設や暗渠管の設置を行い、雨水を一時的に地下浸透させる

など、排水路の負荷の軽減を図ります。

②休息施設（ベンチ）の整備

来訪者が一時休憩するためのベンチを設置します。ベンチの形態については、防災面での活

用なども踏まえて収納型ベンチなどを検討します。

③照明灯の整備

防犯面 も考慮して照明等を設置します。設置の考え方については政庁ゾーンと同様に検討し

ます。

（３）寺院ゾーン

①給水設備の維持・管理

旧発掘調査事務所で利用していた既存設備の維持・管理を行い、発掘調査の際に利用しま

す。

②既存トイレの維持・管理

旧発掘調査事務所で利用していた既存設備の維持・管理を行い、発掘調査の際に利用しま

す。

③カーブミラーの設置

出入口に面するＴ字路からの車両通行に備えて、一時的にカーブミラーの設置を行います。
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（４）官衙周縁ゾーン

①遺構復元・遺跡解説スペース（郡山中学校ピロティ）

郡山中学校に所在する既存の遺構復元・遺跡解説スペースについて展示遺物や解説の充実な

どの、ガイダンス機能を有する施設として、内容の充実を図ります。

②駐車・駐輪スペース

史跡地来場のための駐車・駐輪スペースの 整備を検討します。設置台数は最低限とし、乗用

車 5～6台程度が停車できる範囲での整備を検討します。

③トイレ

来場者のためのトイレ整備を検討します。設置にあたっては学校学習での利用（1 クラス 30

名前後）を想定し、男子トイレ、女子トイレ、ひろびろトイレの必要設置数について検討の上

設置します。

④管理スペース

ガイダンス施設および史跡地を管理するためのスペースを設置します。設置にあたっては、

郡山中学校ピロティの一部を用います。

⑤発掘調査の拠点となる施設

本章第１節④の通り、これまで保存・管理の拠点としていた発掘調査事務所が地震等の影響

により令和３年に解体・撤去となり、現在は史跡地内に設置した仮設のユニットハウスが休憩

所としての機能を果たしているのみとなっています。史跡地内の効率的な発掘調査の実施を通

じた史跡の実態解明と整備の加速化、史跡地内の効率的な維持管理に向けて、恒久的な発掘調

査の拠点となる施設の整備について検討します。

９ 公開・活用施設に関する計画

本計画の公開・活用の核となるガイダンス機能を有する施設として、既存の遺構復元・遺跡解説

スペース（以下、「ピロティ」）について、内容の充実を図ります。

（１）機能拡充の必要性

郡山遺跡に関する公開・活用施設としては、発掘調査事務所での出土遺物の展示を令和３年

度より中断して以降、ピロティのみとなっていますが、日常的に開放されていないため、現状

では史跡地内に散在する説明板がメインとなっています。このため、広大な史跡地の全体像や

スケール観が把握しづらく、学校教育等での利用にも体系的な理解が難しいという課題があり

ます。史跡を理解するために本物（実際に出てきた出土品）を見学できる施設を求める地域住

民の声もあり、現地の訪問や説明板だけでは得られない情報に加え、遺物の展示機能を備え、

史跡に関する情報を総合的・体系的に得られる情報公開施設の整備が必要です。

その役割を担う施設として、すでにパネル等の展示を行っており、かつ史跡地に隣接した場

所に位置するピロティの機能を拡充し、公開・活用の核となるガイダンス施設に位置付けるた

めに整備を行うことが考えられます。
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（２）現状の機能

ピロティの現状の活用方法や機能を整理し、課題について抽出します。

①現状の施設概要

・床面積

約 636㎡

・展示設備

遺構表示（当時の建物跡の遺構表示）

解説パネル（約 18㎡）

出土品の展示（4 点）

・その他設備

照明・誘導灯・換気扇

・その他

平成 2年 3月完成

・年間利用者

約 7団体/年平均 ※1団体 5～30名

②現在の活用方法

現在、施設見学には以下のとおり対応しています。

１－ピロティ見学の希望者は、文化財課に事前予約を行う。なお、現地には駐車場がないた

め、公共交通機関を利用するとともに、トイレが設置されていないことを案内する。

２－原則、平日（10 時 00分～16時 00分）で日程調整の上、文化財課職員が同伴し、見学対

応を行う。

３－なお、見学時には仙台・文化財サポーター会の協力を得て、施設内のガイドを実施する

こともあるが、この場合でも施設管理の都合上、文化財課職員が同伴している。
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③現在の施設の役割と課題

現在、施設が果たしている役割と課題については以下のとおりです。

【役割】
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・各所に散在する解説板に加え、本施設では史跡に関する情報の解説パネルによる体系的な紹

介や建物跡の遺構表示を行うことで、当時の様子の理解を補助する機能を果たしている。

・一般の見学者の受入のみならず、周辺の小学校が地域資源の一つとして地域の歴史学習に利

活用している。

・学校という日常空間内に所在することで、本史跡を含めて広く遺跡保護の普及啓発の役割を

果たしている。

【課題】

施設・設備面（ピロティ内）

・当時の建物跡の展示については、部分的に柱と梁の間に隙間が生じるなどの経年劣化が認め

られる。

・出土資料の展示も行っているが、少量にとどまっている。

・施設床面はソイルセメント仕上げだが、風化のため砂のような状態になり、足元が悪い。

・配電系統がまとまっておらず、照明の点灯を一括で管理することができない。

・空調設備が整備されていないため、夏の時期の見学に支障をきたしている。

施設・設備面（ピロティ外）

・施設内及び周辺も含め、駐車場・駐輪場・トイレなどの便益施設が設置されていない。

・施設への出入口等において、バリアフリー機能がない。

管理・公開・活用面

・学校活動の動線と重なること及び職員が常駐していないことから、見学にあたっては事前予

約及び職員同伴の必要があり、気軽に見学することができず、直前の見学希望への対応も困

難である。また、見学者の受け入れ人数にも制約がある。

・郡山中学校内に位置していながら、中学校による施設活用の取り組みがなされていない。

（３）求められる整備や利活用方法

上記の課題を踏まえ、施設拡充に向けて今後検討する整備や利活用方法について記載します。

施設・整備面（ピロティ内）

ピロティ内については、既存の施設を活かしつつ、機能・利便性向上を図るため、以下に

ついて検討します。

・解説パネルや出土資料等の展示の更新・追加、プロジェクターの設置等

・床面仕上げや照明設備等既存設備の再整備

・空調設備や配電設備の再整備

・管理用スペースの設置

施設・整備面（ピロティ外）

ピロティ外及び周辺については、防犯対策を講じながら、見学者の利用利便性を向上させ

るため、以下について検討します。

・学校動線と切り分けるための囲いや防犯カメラの設置などの防犯対策

・駐車・駐輪スペースや屋外トイレ等の設置
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・ഞႚ୵ƭのスȘーȂの設置などのǻリǍȀリー৿Ⴗ

৉理・公्・活用面

見学者の利用利ᇬตの向上や活用の一ພの促進に向け、以下のሑపについて検討します。

・常時्ሐ（ဘ日्ሐ含Ƶ）とሻᄠ対పのため、学஑၌๦とโり分けたഞႚ୵の設定

・学஑၌๦とโり分けるためのࡗいやሻᄠǖȌȔの設置などのሻᄠ対ప

・常時्ሐのため、৉理෗の設置などのࢪࢥ体ฑ

・史跡や展示の解説を行うガイǴȇȔンǱǎǍや地ࡰ活၌の੐࿾としてのዂআ

・૎౅ཨ学஑での学೺における利活用の検討や有౨による解説ȇȔンǱǎǍ活၌の実施

・市内の遺跡やଽ代඗న঱ᶟを૬ƅǸǮトȚークについての展示を通じた情報発信

10 ሻఆ・ሻᄠ・安全対పに৘する計画

史跡を安全にലれるよう、またሻఆ・ሻᄠにもಃする場とするため、以下の࿾に留࡝します。

૎౅ཨॺ஑ǿȘǱǎの整備ଙ၀ၾዴ
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①防災に資する整備

指定避難所である郡山中学校が、設備改修や不測の事態等で利用が制限された際、史跡地を臨時

の一時避難所として利用するなど、史跡整備を通じた地域の防災体制の強化・充実を図ります。

ベンチ（休息施設）については、消火器等の防災用品も貯蔵できるようなものを検討します。

②照明灯の設置

安全性や防犯性を考慮し、政庁ゾーンおよび正面ゾーンに照明灯を設置します。設置にあたって

は、周辺の家屋への影響を考慮した方向や常時灯としない等の方法を検討します。

③史跡地および周辺にある排水施設へのフタ掛け

安全を考慮し、史跡地内の雨水排水管は開渠とせず、フタ掛けを行います。また、史跡地周辺の

道路等に位置するものについても同様の措置を検討します。

11 調査等に関する計画

今後の整備に向けて必要となる調査を計画的かつ継続的に実施します。調査にあたっては、史

跡の保存、周辺住民、来訪者の安全に十分配慮して行い、公開可能な情報は積極的な広報に努め

ます。

（１）遺跡の実態解明（発掘調査の実施）

発掘調査により郡山遺跡の実態解明に努めます。調査は郡山遺跡・陸奥国分寺跡等調査指導委

員会による指導・助言の下で計画・実施します。また、掘削は遺構保全の観点から必要最小限に

留めます。

（２）基本設計・実施設計

調査成果や保存活用計画、本計画を踏まえ、整備を行うため、基本設計・実施設計を行いま

す。なお、基本設計時には以下の（３）～（６）の調査を併せて行います。

（３）用地・地形測量調査

地形造成のための用地・地計測量を実施します。本計画の整備範囲に加え、将来の整備対象地

（史跡を目指す範囲）周辺も含めて地形を把握することで、今後の一体的な整備を見据えた検討

材料とします。

（４）雨水の流量計算調査

造成に伴い、表面排水によって生じる下水道処理能力への影響について調査します。調査の結

果で得られた情報をもとに造成時における勾配方向や地下浸透方法の検討材料とします。

（５）住民生活への影響調査

照明施設設置や史跡地公開によるプライバシーの確保等、隣接する住民生活への影響や環境に

ついての実態把握を行い、住民への影響を考慮した整備手法の検討材料とします。
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（６）事例調査

各種整備にあたり有効な参考事例を調査します。

（７）活用状況の実態把握

来訪手段や来訪目的等、活用にかかる実態把握を行い、来訪者のニーズを踏まえた活用につな

げます。

12 管理・運営に関する計画

（１）管理・運営の方向性

保存活用計画では、運営・体制整備の基本方針として、「①関連部局・機関等との連携」、「②市

民の理解と協力が得られる関係の構築」、「③持続可能な体制」に向けた方向性を示しており、本

計画における管理・運営の方向性については、この方向性を踏襲します。

「①関連部局・機関等との連携」に向けた方向性

・史跡の整備事業は、まちづくり計画、道路整備部門や区役所との連携により成り立つものであ

り、これらの関連部局と一体となって事業を進めます。

・引き続き学校教育機関や社会教育機関と連携した運営・体制整備を推進します。

・史跡の整備事業には、日本古代史、考古学、造園学、都市防災等の専門的知識の活用が不可欠

になります。整備事業の実施にあたっては、この点に留意し、古代城柵官衙遺跡の関連機関を

はじめとした、各種専門機関との連携を図ります。

「②市民の理解と協力」に向けた方向性

・史跡の整備の実施に当たっては、地域住民及び市民・利用者の理解と協力が不可欠であり、十

分な納得が得られた上で進める必要があります。利用者、特に市民や地域住民が、本史跡を、

約 1300 年の歴史がある誇るべきものとしての認識を共有できる機会や手法（ボランティアの

養成など）を検討していきます。

「③持続可能な体制」に向けた方向性

・地域住民をはじめとしたボランティアの養成や、民間事業者等を含む多様な専門性を有する

個人や組織・団体等との連携などを通じて、体制の充実に努めます。

（２）具体的な取り組み

上記の方向性を踏まえ、管理・運営に係る以下の取り組みを行います。

○多方面との積極的な情報共有

・連絡体制の強化（市内部関係部局・宮城県文化財課・文化庁・調査指導委員会）

・回覧板や伝言板を利用した直接的な情報発信（地域の住民・学校・民間事業者）

○学校教育機関や社会教育機関との連携

・継続的な出前授業や市政出前講座の実施

・学校や市民センターへのアンケートや定期的な情報交換

・参加型による史跡の整備・管理に係る活動の実施

○適正な史跡利用の促進・啓発

・史跡利用の注意事項やマナーについての分かりやすい注意喚起の表示設置

・パンフレット（見学者向け）や回覧板（地域住民向け）を利用した情報発信

  ○地域住民や民間事業者・団体等が参画できる仕組みづくり
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・継続的な 出前授業や市政出前講座の実施による普及啓発

・ガイドボランティアの養成

・イベント・ワークショップの機会の提供

13 公開・活用に関する計画

（１）公開・活用の方向性

保存活用計画で掲げる方向性に沿った整備を進めるとともに、基本理念を実現するために公開・

活用の取り組みについて以下の方向性に沿って取り組みを進めることとします。

「①発掘調査に基づく活用」の方向性

・調査研究によって明らかになった史跡の本質的価値を広く共有できるよう、郡山遺跡ならで

はの活用（公開、諸施設の設置、立案・宣伝、運営）に努めます。

・来訪者が、史跡を通して史跡の本質的価値や飛鳥・奈良時代の歴史を体感できるような活用

を図ります。

「②多方面と連携した活用」の方向性

・地域住民や学校、ボランティア、各種 NPO 等と積極的に連携し、遺跡の公開・普及・啓発活

動において協働していけるよう検討します。

・多くの人に史跡の重要性が理解され、広く世界に発信されるように、各種広報媒体等との連

携も視野に入れた多様な手法や、多言語による情報発信に努めます。

・市内における飛鳥時代の遺跡の活用に向けて、市内の遺跡をネットワーク化する際の拠点と

なるような活用や、古代における関連遺跡とのつながりや交流について理解を促せるような

連携を図ります。

「③多様な視点からの活用」の方向性

・学校教育においては、歴史(郷土)学習や総合的な学習などに活用し、郷土意識を育みます。

また、利用者が様々なライフステージにおいて、創造的活動の源泉として多面的に活用でき

るようにします。

・古代史の重要な舞台として、郡山地域のアイデンティティー形成に資するとともに、本史跡

が市民の宝として今後も都市と共存していけるよう、親しみや誇りを持てるような活用を図

ります。併せて、域外からの訪問者が地域の歴史や文化を体験する文化的観光資源としての

活用の在り方や、防災に資する場としての在り方と調和を図ります。

（２）具体的な取り組み

上記の方向性を踏まえ、保存活用計画で整理した「学びの場・親しむ場・楽しむ場」の３つの

視点で、公開・活用に係る以下の取り組みを行います。

①学びの場としての活用

・発掘調査現場の積極的な公開

史跡地内で実施する発掘調査については、その成果を公開するための遺跡説明会を開催しま

す。特に郡山周辺の地域に向けては回覧板や関連施設での広報等、情報を直接地域に発信しま

す。

また、整備実施後は史跡地内に自由に立ち入ることが出来るようになるため、調査期間中は

安全管理・対策を実施の上、何時でも自由に見学できるよう調査の様子を公開するなど調査成

果の積極的な発信を行います。
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・史跡地の開放とガイドの実施

誰もが史跡地に自由に立ち入れるように史跡地を開放します。また、「仙台・文化財サポータ

ー会」や「八本松・郡山地域研究会」をはじめとした市民団体と連携を強化し、そのガイド活

動については広報を行い、市民団体の活動機会が向上し、来訪者がガイドを通じて史跡を含め

た多様な情報を得る機会を創出します。

  また、市民団体とは、ガイド活動を通じて気付いた史跡地の現状を共有してもらうなど、連

携できる体制の仕組みづくりを行います。

・出前授業や出前講座の継続した実施

従来通り出前授業を継続して実施します。整備前は教室での授業に限られていましたが、整

備後は現地で授業を実施するなど、その方法について検討していきます。

また、遺跡周辺に位置する小中学校へは引き続き出前授業および植栽活動を継続して実施し

ます。植栽活動については、一過性の活動にならないよう、植栽の管理を教育委員会、町内会

とともに実施し、地域への愛着を育むともに、地域のコミュニティづくりの場になるような活

用を行います。また、出前講座やまち歩きなど市民向けの講座も積極的に広報・実施し、遺跡

の周知に努めます。

②親しむ場としての活用

・憩いの場として利用されるよう安全面を考慮した整備

政庁ゾーンについては、遺構表示や説明板によって史跡についての情報を得ることはもちろ

んのこと、イグネや石組池で表現した空間や、市民と取り組む植栽など景観の向上に努め、誰

もが日常的に憩いの場として利用できるよう整備を行います。

また、遺構や景観に影響を与えない範囲で休息施設を設置し、来訪者の利用利便性に考慮し

た設備も整備します。

・交流の場としてレクリエーションやイベントの場としての利用

正面ゾーンについては、史跡の壮大さを体感できるよう、日常的に広場スペースとして開放

し、多くの人びとが交流できる場所として整備します。また、史跡地を市民とともに菜園・植

栽等を実施することで、その活動を通じて新たなコニュニティの創造等の場として利用される

よう整備します。

・市民参加型の史跡整備

“郡山遺跡”に愛着を持ってもらえるよう、市民参加型による遺構整備を行います。石組池

や石組溝について石を積んで表示します。また、市民と取り組む植栽活動の中で建物跡や大

溝、材木列を表示する等の方法も検討していきます。整備が一過性の活動にならないよう、実

際の遺構表示の作業だけでなく、その準備や管理等を毎年や通年等の頻度・期間で行うなどの

方法を企画します。また、整備事業の情報や現場公開を積極的に実施します。

・ガイドボランティアの創出と育成

史跡を利用したイベントを積極的に実施します。特に地域に向けての講座やワークショッ

プ、イベント等について直接的な情報発信を行い、“郡山遺跡”に興味が持たれるような企画を

行います。また、「仙台・文化財サポーター会」や「八本松・郡山地域研究会」をはじめとした
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市民団体と史跡に関する情報共有を行い、連携体制を強化し、ガイドボランティアを創出・育

成をします。

③楽しむ場としての活用

・説明板を利用したまち歩き

史跡地に限らず周辺の遺跡も含めた地域一帯を対象とし遺跡説明板を活用して、ガイドを伴わ

ずとも、史跡について情報が得られるよう、説明板やガイダンス施設等の内容更新を行います。

またガイドマップを作成して周遊コースが分かるようにし、説明板には QRコード等を用いて多様

な情報発信を行います。また、ARや VRなどのデジタル技術を駆使する等、多様な発信手段を用い

ます。

・地域の賑わい創出としてのイベントの実施

市街地に位置し、貴重なオープンスペースとしての役割も担っていると考えられます。そのた

め、地域の賑わい創出の場としての提供も行い、イベントを通じて楽しみながら、新たな交流が

生まれる場として利用されるよう環境整備を行います。

14 関連文化財との連携に関する計画

本史跡と関連する文化財との連携を図ることで、本史跡の学ぶ場や楽しむ場としての活用がよ

り一層促進されるような計画を検討します。

（１）関連文化財の周遊コースづくり

①仙台の遺跡を繋ぐネットワーク

仙台市内には数多くの遺跡が所在し、旧石器時代の富沢遺跡（地底の森ミュージアム）をはじ

め、縄文―山田上ノ台遺跡（縄文の森広場）、古墳―史跡遠見塚古墳、奈良―史跡陸奥国分寺・尼

寺跡、中世―史跡岩切城跡、近世―史跡仙台城跡など、旧石器時代から近世に至る各時代を知る

上で特に重要な遺跡が良好な保存状態で残されています。保存活用計画ではこれらを繋ぐ遺跡の

ネットワーク化を通して、郷土の歴史を知り郷土愛を育むばかりでなく、新たな仙台の個性を創

り出し全国へ発信することに大きく寄与し、なかでも本史跡は、ネットワーク内における活用拠

点として、重要な一翼を担うことを目指すことを掲げています。

そのため、ガイダンス施設の整備に伴い、本史跡だけでなく市内の遺跡について情報発信を行

います。

②古代城柵官衙を繋ぐネットワーク

市内の遺跡に限らず、史跡について発信するために、関連遺跡として古代の城柵官衙遺跡との

連携を強化していきます。

（２）周遊コースの実効性を高めるための環境整備

（１）で設定した周遊コースの実効性が高まるよう、以下の点に留意して環境整備を行いま

す。

①ガイダンス施設の展示・説明板・パンフレット等の内容の充実

展示解説や説明板等において、本史跡の内容にとどまらず、関連文化財の情報についても広く

発信します。また、関連文化財の相互理解がより深まるよう、周遊コースに含まれる関連文化財

を一体的に紹介するパンフレットを作成します。
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②便益設備の充実

徒歩や自家用車に限らず、ＪＲ長町駅など交通結節点からの電動自転車やキックボード、教育

旅行や観光ツアーの大型バスなど、多様な交通手段での来訪を想定した駐車・駐輪スペース・ト

イレ・休憩スペースの整備を検討します。

③多様な媒体を用いた情報発信

東北や日本を周遊する外国人を含めた観光客なども視野に、より多くの人びとの目に届くよ

う、SNSや HP などデジタルをはじめとした多様な媒体を用いた情報発信を行います。
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第７章 事業計画

１ 事業期間

「第６章 整備基本計画」で示した各整備事業の具体的な実施時期を示すため、本計画の事業

期間である令和 8～15年度の整備スケジュールを示します。

(１)段階的な整備

第 5章に記載の通り、本計画では、本史跡の公有化等の現状を鑑み、整備内容を以下の３つの段

階に整理し、順次進めていくこととします。

①発信・活用に必要な基盤整備（令和８～15 年度）

来訪者が史跡の価値を理解するための施設が部分的な説明板等に留まり、情報発信をする環境・

設備が不十分という課題があります。そのため、史跡地の公有化が一定程度終了した場所（政庁ゾ

ーン、正面ゾーンの一部等）において、史跡を体感できるような現地での遺構表示や、周辺を含め

てガイダンス施設・案内板といった史跡を発信するための整備を行うとともに、史跡地内を安全に

見学できるような環境整備を行います。

また、史跡の価値を市民とともに共有できるよう、整備の一部を市民参加型で実施するとともに、

市民の利活用を促すための環境整備も行います。市民参加型による整備の例としては、石組池や石

組溝の遺構表示のための石材を敷き詰めたり、遺構表現のための花壇や菜園などを設置して植栽を

する等の手法を検討します。

なお、本計画では主にこの段階について規定します。

②価値の磨き上げに向けた整備（令和 16～25年度）

史跡の本質的価値のさらなる顕在化に向け、公有化の進展状況を踏まえながら、各ゾーンのさら

なる整備を検討します。また、史跡が学びや日常的な憩いの場にとどまらず、レクリエーションの

場やイベント等で市民が主体的に利用できる環境となるような整備を行い、現代における本史跡の

価値を市民とともに磨き上げていきます。

③価値の最大化と史跡の末永い保存・継承に向けた整備（将来）

史跡の本質的価値の最大化と史跡の末永い保存・継承に向け、将来的に史跡の追加指定と公有化

の完了、寺院ゾーンを含めた史跡整備の完成を目指します。公有化によって新たに追加された整備

対象地（史跡地）については、周辺地での整備の進展状況を踏まえ、必要に応じて整備手法の再検

討を行いながら、新たに整備を実施します。
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（２）事業計画

※本事業計画案は現時点（令和８年１月現在）のも

のであり、今後、国及び関係部署との調整や本市の

財政状況等を踏まえ、変更となる可能性があります。

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

公有化

計画・設計・調査

発掘調査

パンフレット

ガイドボランティア

居久根の伐採・管理

造成・便益施設・

遮蔽施設等整備

遺構表示

（石組池・建物跡）

サイン設置・更新

遺構表現イベント

造成・便益施設・

遮蔽施設等整備

遺構表示

（区画施設の遺構表示）

サイン設置・更新

遺構表示イベント

維持・管理

サイン設置・更新

ガイダンス施設

(郡山中学校ピロティ改修)

サイン設置・更新

官衙周縁ゾーン

整備の段階

時期

前期事業期間
（令和8～15年度） 将来

後期事業期間
（令和16～25年度）

正面ゾーン

寺院ゾーン

全ゾーン共通

政庁ゾーン

ハード事業

ソフト事業

基盤整備 価値の磨き上げ 価値の最大化

花壇等による市民参加型の遺構表現

ガイドマップ
作製

検討 ガイド開始

管理方針
の検討

維持・管理

施工

施工

施工

基本
設計

実施
設計

施工

維持・管理

基本
設計

実施
設計

基本
設計

実施
設計

施工

伐採

ガイドマップ
更新

基本計画
の見直し

基本
設計

実施
設計

基本
設計

実施
設計

石組池

施工

施工

花壇等による市民参加型の遺構表現

基本
設計

実施
設計

施工

施工
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史跡仙台郡山官衙遺跡群整備基本計画【概要版】

現代の都市と共存する古代国家の壮大な遺跡を市民の宝に

史跡仙台郡山官衙遺跡群とは

仙台市太白区郡山にあり、JR長町駅の東側か

ら国道4号線バイパスの間、広瀬川の下流域・名

取川の合流点の近くに位置する、約45,000㎡

にわたる国の史跡です。

昭和54(1979)年に初めての発掘調査が

なされ、昭和55(1980)年から継続的な発掘調

査を行った結果、7世紀半ば頃までさかのぼる日

本最古級の地方官衙（役所）跡として極めて重要

な遺跡であることが判明し、平成18(2006)年

に国の史跡に指定されました。

官衙はⅠ期官衙からⅡ期官衙へ建て替えられ、

多賀城が創建される以前の陸奥国で最初の国府

であったことが明らかになっています。

計画の目的

本計画は、『史跡仙台郡山官衙遺跡群保存活用計画』（令和6

年3月策定、以下『保存活用計画』と省略。）に基づき、史跡の

本質的価値※を顕在化し、理想とする史跡の姿の実現に向けた

整備の具体的な方針や方法を明示することを目的とする。

基本理念と基本方針

①市民生活と調和を図り、史跡への理解・協力を得るための活用に必要な整備

②史跡の壮大さ・本質的価値・歴史を体感できるような整備

③多様な視点から活用され、多様な人々が快適に見学できるような整備

計画の期間

本計画では、『保存活用計画』に定める前期事業期間

（令和６～15年度）のうち、本計画策定後となる令和8年度以降

の8年間（令和８～15年度）について定めるものとする。

地区区分計画（ゾーニング）／整備・活用の概要

ゾーン名 公有化の状況 整備・活用の概要

全ゾーン共通 ―

・盛土による平地造成、張芝（寺院ゾーンをのぞく）
・雨水排水対策（暗渠管や排水路の新設等）
・プライバシーに配慮した遮蔽施設の設置
・ゾーン間移動時の安全対策（横断歩道新設の検討等）
・市民参加型による植栽活動の実施
・説明板・案内サインの新設・更新
・防災機能を備えたベンチ、照明灯、給水設備等の設置
・各種イベントの企画、ガイドボランティアの育成

①政庁ゾーン
一体的な公有化が最も
進んでいる
※一部民有地あり

・建物群の平面遺構表示※（あずまや・パーゴラ等の休息
施設も検討）

・石組池の復元（市民参加型により整備）
・居久根（ケヤキ等）の伐採や枝払い等の修景

②正面ゾーン
公有化の状況が区々で
あり、飛び地状となっ
ている

・材木列、大溝・外溝等の平面遺構表示
・花壇・菜園・水田等の植栽または栽培
・イベントやアクティビティの場として活用

③寺院ゾーン
公有化がほぼ進んでい
ない／中学校用地は整
備が難しい

・造成等は行わず、現状維持
・整備済みの遺構表示が見えやすくするための砕石敷・張
芝等の対策

④官衙周縁
ゾーン

（公有化の対象外）
・既存の郡山中学校ピロティのガイダンス施設への改修
・管理スペース、駐車場、トイレ等の設置

『保存活用計画』の策定から史跡の位置づけや史跡をめぐる社会情勢の大きな変化等はなく、本計画でも

『保存活用計画』で定めた以下の基本理念及び整備にかかる基本方針を継承する。

(1)基本理念

(2)基本方針

(3)段階的な整備

③将来
価値の最大化
に向けた整備

・公有化等の現状を鑑み、整備内容を以下の３つの段階に整理し、順次進めていく。

・本計画では、主に①の段階の事業計画について規定する。

②令和16～25年度
価値の磨き上げに

向けた整備

①令和8～15年度
発信・活用に必要な

基盤整備

遺構の特性や公有化の状況等を踏まえ、『保存活用計画』で規定したゾーン（①政庁ゾーン、②正面ゾーン、

③寺院ゾーン）ごとに整備内容を示す。また、これら３つのゾーン以外の部分を「④官衙周縁ゾーン」とし、

史跡地への誘導や便益・ガイダンス施設といった機能を担うゾーンとする。※整備ゾーン区分図参照

整備イメージ図（①基盤整備終了後） ※裏面に拡大図

管理・運営に関する計画

・多方面との積極的な情報共有

・学校教育機関や社会教育機関との連携

・適正な史跡利用の促進・啓発

・地域住民や民間事業者等が参画できる仕組みづくり

公開・活用に関する計画

・学びの場としての活用（史跡地の開放とガイドの実施、出前授業等）

・親しむ場としての活用（憩いの場、交流の場、市民参加型の史跡整備等）

・楽しむ場としての活用（まち歩き、賑わい創出としてのイベント実施等）

関連文化財との連携に関する計画

(1)関連文化財群の周遊コースづくり（遺跡ネットワークとしての発信等）

(2)周遊コースの実効性を高めるための環境整備（パンフレット作成、観光

ツアーや大型バス等も想定したスペースの整備、外国人も視野に入れた

情報発信等）

令和８年３月

仙台市教育委員会

整備ゾーン区分図

か ん が

※遺跡に関する歴史上・学術上の価値のこと

※遺構の規模や配置、形などを、地表を平らにした上で、色や素材、舗装材な
どで模式的に表現する整備手法のこと

参考資料



史跡の整備・活用のイメージ

郡山遺跡Ⅱ期官衙イメージ

正面ゾーン・材木列跡に設置された菜園で
栽培された野菜の収穫体験が開催中。

正面ゾーンでは、地元のこどもたちが遊ん
だり、犬を連れて散策する人の姿も。

政庁ゾーン・石組池では、ガイドボラン
ティアが観光客にガイドを実施中。
見どころ③石組池
蝦夷の服属儀礼などに使われていたと考え
られています。地方の官衙では唯一、郡山
遺跡のみで発見されており、郡山遺跡が陸
奥国に最初に造られた国府とされる根拠の
一つとされています。

正面ゾーン・材木列跡では、
キッチンカーやブースが並
び、イベントが開催中。
見どころ④材木列跡
官衙は一辺約533m四方に
「外溝」を巡らせ、さらに
その内側に「大溝」と「材
木列」（一辺約約428m四
方）で区画し、官衙の内外
を遮蔽していました。遺跡
の壮大さを実感できる遺構
です。

郡山中学校ピロティを改修して
整備するガイダンス施設
（写真は整備前の現況の様子）

見どころ①ガイダンス施設
史跡に関する情報を総合的・体
系的に紹介する展示施設。現地
の情報に加え、解説パネルや遺
物、遺構の展示も行うほか、ガ
イドボランティアの拠点となる
など、様々な情報発信機能を担
います。 ※このイメージは現時点のものであり、今後、国及び関係部署との

調整や本市の財政状況等を踏まえ、変更となる可能性があります。

政庁ゾーン・建物跡のパーゴラで休憩した
り、花壇に咲く花を手入れする人々。
見どころ②政庁建物跡
官衙の中央からやや南寄りには、官衙の中
心線を基準として左右対称に建物跡が配置
されています。これらの建物は官衙の役割
を果たすための主要な建物の跡と考えられ
ます。


